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 この手引は、政治資金規正法に基づく政治団体の設立、届出事項等の異動、解散等の

諸届出手続き及び収支報告書の作成について記載例を示し説明したものです。 

各種様式等は、千葉県選挙管理委員会のホームページに掲載していますので、ご利用

ください。（ https://www.pref.chiba.lg.jp/senkan/seijidantai/teishutsu.html ） 

また、総務省のホームページに掲載されている収支報告書作成ソフト等もご活用くだ

さい。（ https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/index.html ） 

なお、総務省が運営するオンラインシステムに登録している政治団体は、押印不要の
オンライン提出が可能です。登録手続きの詳細は、以下をご確認ください。 

ＵＲＬ：h t t p s : / / k y o u d o u . s o u m u . g o . j p / k y o u d o u / G K 0 2 0 2 0 1 
問合せ先：03-5500-7022（政治資金ヘルプデスク）  

この手引の作成にあたって、「政治資金ハンドブック」（ ぎょうせい）、「逐条解説政

治資金規正法」（ ぎょうせい） 等を参照しています。 

この手引が、政治団体の皆様の一助となれば幸いです。 

 

千葉県選挙管理委員会 
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◎ 政治資金規正法の目的、理念 
 
（目的） 

第一条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職

の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民

の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金

の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ず

ることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを

目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財である 

ことにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだ

ね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に

運用されなければならない。 

２ 政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たっては、いやしくも国民の疑惑を

招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。 

 

 

 

 

≪この手引で使用する「公職の候補者」の説明≫ 

この手引では、公職の候補者とは、公職選挙法第 86 条から第 86 条の 4 の規定により候補者と

して届出があった者、当該候補者となろうとする者（立候補を予定している者）及び公職にある者

（現職の者）をいいます（法 3 条④）。 

また、公職とは、公選法 3 条の規定により「衆議院議員、参議院議員並びに地方自治体の議員  

及び長（都道府県知事、都道府県議会の議員、特別区の区長、特別区議会の議員、市町村の長及び

市町村議会の議員）」の職を指しています。 
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１ 政治団体等の意義 

（１）「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう（法 3①） 

 ① 政治上の主義・施策の推進、支持、反対を本来の目的とする団体。例えば、○○党のような   

政党のほか、○○政治連盟等である。 

 ② 特定の公職の候補者の推薦、支持、反対を本来の目的とする団体。 

 ③ 上記①及び②に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的

に行う団体。 

ア 政治上の主義・施策の推進、支持、反対 

  イ 特定の公職の候補者の推薦、支持、反対 

（注）(1)③に該当する政治団体は、文化団体、労働団体あるいは経済団体のように、外見上は 

   政治的目的を掲げていない団体であっても、事実上、政治活動が主たる部分を占めており、 

かつ、その活動を組織的、継続的に行っているような団体である。 

      したがって政治活動の態様が一時的であったり、従たる活動である団体は政治団体の範囲 

には含まれないこととなる。例えば、労働組合、文化団体、親睦団体等がたまたま選挙時に 

おいて特定の公職の候補者を推薦し、支持するような場合には政治団体として扱われない。 

ただ、このような団体は、規正法上の政治団体には該当しないが、公職選挙法上は同法 201 

条の 5 以下に規定する「政治活動を行う団体」に該当し、選挙時の政治活動が規制される場 

合もあることに留意する必要がある。 

④ 次に掲げる団体は政治団体とみなす。（法 5、みなし政治団体） 

ア 政治上の主義・施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要

な構成員が国会議員であるもの。 

イ 政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党から総務大臣に

届出がされているもの）。 

（２）「政党」とは、上記の政治団体のうち次のいずれかに該当するものをいう（法 3②） 

 ① 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を 5 人以上有するもの 

 ② 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例 

代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙若しくは当該参議院議員

の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 

若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票

の総数の 100 分の 2 以上であるもの 
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（３）政治団体の支部（法 18） 
 ① 政治団体が支部を有する場合、原則として本部・支部は各々一つの政治団体とみなされる。  

したがって、支部にあっても届出、会計帳簿の備付け、記載、収支報告書の提出等をしなければ

ならない。 

   なお、寄附の授受の制限に関しては、本部・支部を通じて一つの政治団体とされるので注意を

要する。 

 ② 規正法にいう「支部」とは、おおむね次の要件を備えたものをいう。 

ア 本部の規約等に規定されたその組織の単位組織であり本部と主従の関係にあること。 

イ 本部の指揮統轄の下に一定の範囲で自主的に政治活動をすることが認められていること。 

ウ 会計について、一定の範囲内で金銭の授受を行える状況にあること。 

 ③ ②の要件を満たさない下部組織（例えば会計上独立していないもの、単なる連絡所的なもの。

名称は問わない。）は、法上の「政治団体の支部」ではないので、届出、会計帳簿の備付け、    

記載、収支報告書の提出等の義務はなく、収支を行った場合には上部組織の行った収支として 

取り扱うこととなる。 

（４）資金管理団体（法 19） 
公職の候補者のために政治資金の拠出を受け、あるいは公職の候補者が政党から受けた政治活動

に関する寄附の経理を行うことができる政治団体として、公職の候補者自らがその代表者である政

治団体のうち、公職の候補者１人につき１つに限って、資金管理団体を指定することができる。 

なお、指定できる政治団体は(1)の①、②だけである。 

（５）国会議員関係政治団体（法 19 の 7） 
 ① 国会議員に係る公職の候補者が代表者である資金管理団体その他の政治団体。 

 ② 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る

公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体。 

 ③ 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要

な構成員が国会議員であるもの 

 ④ 政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会

議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体も、当該団体とみなす。 

 ⑤ 国会議員関係政治団体以外の政治団体（政党及び政治資金団体を除く。）のうち、各年中にお

いて次のいずれかに該当する寄附の金額が１，０００万円以上となった政治団体も、その年とそ

の翌年は当該団体とみなす。 

 ・同一の国会議員関係政治団体（上記③を除く。）から受けた寄附の金額（国会議員関係政治団体

に係る公職の候補者が同一の者である２以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあって

は、その金額の合計） 

 ・同一の上記③に該当する国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額  
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２ 政治団体の諸届出 

（１）届出先、提出部数及び提出期限 

主 た る 事 務 所 
の 所 在 地 主たる活動区域 届 出 先 提出部数※ 提  出  期  限 

千 葉 県 内 

千 葉 県 内 
千葉県選挙管理 
委員会（県選管） 

２ 部 
・設立・・・組織の日から７日以内 

・異動・・・異動の日から７日以内 

・解散・・・解散の日から 30 日以内 

・資金管理団体の指定等 

   ・・・指定等の日から７日以内 

 

千葉県を含む２ 
以上の都道府県 県 選 管 を 経 由 

し て 総 務 大 臣 
３ 部 

千 葉 県 外 

※ 本人控えとして 1 部は受領印を押し返却するため、控えが不要な場合は本人控え分は提出不要（1 部提出）。    
なお、全国団体は 3 部提出が必要（控えが不要な場合は 2 部）。 

 

（２）諸届出の提出方法等  

・ 設立届・異動届は、郵送等によることなく県選管まで持参して提出しなければならない。 

・ 解散届・資金管理団体指定届等は、郵送等により届け出ることができる。 

・ 上記の諸届出は「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用し、オンラインで提出
することもできる。 

また、諸届出様式は県選管のホームページから Excel 及び PDF によりダウンロードすること
ができる。 

詳細は、はしがきに記載されているリンク先のホームページを確認すること。 

 

・ 諸届出の作成に当たっては、記載例（P8～）により必要事項を記載すること。 

 ・ 諸届出は、市区町村を経由して提出することはできないので注意すること。 
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（３）設立届（法 6） 

・ 組織の日から 7 日以内に県選管に持参して届け出ること（郵送等による受付けはできない）。 
・ 政治団体は、設立届が提出された後でなければ、政治活動（選挙運動を含む）のために、いか

なる名義をもってするを問わず、寄附を受け又は支出をすることができない。（法 8） 

名   称 部 数 ※１ 備  考 

政治団体設立届 ２部 全団体必須 
規約（綱領・会則） ２部 全団体必須 
被推薦書 ２部 ※２ ※３ 
支部証明書 ２部 ※２ 政党の支部は必須 
政党の状況等に関する届 ２部 ※２ 政党の支部は必須 

（※１）本人控えとして 1 部は受領印を押し返却するため、控えが不要な場合は本人控え分は提出不要。   
なお、全国団体は 3 部提出が必要（控えが不要な場合は 2 部）。 

（※２）1 部は正本、ほかはコピーでも構わない。 
（※３）都道府県又は政令指定都市の長・議員（候補者等を含む）の後援団体で個人の寄附について税の   

優遇措置を受けようとする団体は提出が必要。 

 

（４）異動届（法 7） 

・ 設立届に記載した事項等（規約（綱領・会則）を含む）に異動が生じた場合は、異動届を異動
の日から 7日以内に県選管に持参して届け出ること（郵送等による受付けはできない）。 

名   称 部 数 ※１ 備考 

届出事項等の異動届 ２部 全団体必須 
（※１）本人控えとして 1 部は受領印を押し返却するため、控えが不要な場合は本人控え分は提出不要。 
   なお、全国団体は 3 部提出すること（控えが不要な場合は 2 部）。 
（※２）1 部は正本、ほかはコピーでも構わない。 
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（５）解散届（法 17） 

・ 政治団体を解散した場合は、政治団体解散届に解散日までの収支報告書（収支報告書を提出し
ていないすべての年の分）を添付の上、解散の日から 30日以内（国会議員関係政治団体は 60日
以内）に県選管に届け出ること（郵送等でも受付けができる）。 

・ 自然解散・自然消滅等は認められていないので、たとえ「法 17 条 2 項適用団体」となっても、
必ず解散届を提出しなければならない。 

・ 資金管理団体に指定している場合は「資金管理団体でなくなった旨の届」も提出すること。 
 ・ 政治団体の支部の解散については、本部が支部に代わって届出を行うことができる。この場合

でも、支部の代表者及び会計責任者は、解散日現在での収支報告書を提出しなければならない。 

名   称 部   数 備   考 

政治団体解散届 ２部 ※１ 全団体必須 
解散日までの収支報告書 １部 ※２ 全団体必須 

（※１）本人控えとして 1 部は受領印を押し返却するため、控えが不要な場合は本人控え分は提出不要。  
なお、全国団体は 3 部提出すること（控えが不要な場合は 2 部）。 

（※２）本人控えが必要な場合は、表紙のコピーを 1 部提出すること。受領印を押し返却する。 

 

（６）資金管理団体の指定等（法 19） 
・ 設立した政治団体を資金管理団体※１にする場合も下記の様式（資金管理団体指定届等）を県選

管に届け出る必要がある（郵送等でも受付けができる）。 

名   称 部 数 ※２ 

資金管理団体指定届 ２部 
資金管理団体届出事項の異動届 ２部 
資金管理団体でなくなった旨の届（団体の解散等に伴い指定を取り消す場合） ２部 
資金管理団体指定取消届（団体は解散せずに指定を取り消す場合） ２部 

（※１）資金管理団体とは、公職の候補者がその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として、
自らが代表者である政治団体のうちから指定した一の団体をいう。また、資金管理団体には、次のこと
が認められている。 

①特定寄附（公職の候補者が、公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附を当該資金
管理団体に取り扱わせるためにする寄附）については、寄附の量的制限（年間 1 千万円まで）に関する
規定の適用がない。 

②公職の候補者が自らの資金管理団体に対してする特定寄附以外の寄附（歳費等の自己資金によるもの）
については、寄附の量的制限のうち個別制限（同一の者に対して年間 150 万円まで）に関する規定の適
用はないものとされ、個人のする寄附の総枠制限（年間 1 千万円まで）の範囲以内において寄附するこ
とができる。 

③公職の候補者は、選挙前一定期間、自己の後援団体に寄附することが禁止されているが、自らの資金管
理団体に対してする寄附は差し支えない。 

（※２）本人控えとして 1 部は受領印を押し返却するため、控えが不要な場合は本人控え分は提出不要。   
なお、全国団体は 3 部提出すること（控えが不要な場合は 2 部）。 

 

6



 

（７）国会議員関係政治団体に関する届出 
 ・ 設立した政治団体が国会議員関係政治団体として税の優遇措置を受けようとする場合や国会議

員関係政治団体から受けた寄附の金額に応じて国会議員関係政治団体とみなされる場合等に、下
記の様式を県選管に届け出る必要がある（郵送等による受付けはできない）。 

名   称 部 数 備 考 

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知 ２部 ※１ 
国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知 ２部 ※２ 
国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 ２部 ※３ 

（※１）国会議員（候補者等を含む）の後援団体で個人の寄附について税の優遇措置を受けようとする団体
（政治資金規正法第 19 条の 7 第 1 項第 2 号に係る国会議員関係政治団体）は提出が必要。 

（※２）政治資金規正法第 19 条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体が、国会議員関係政治団体以
外の政治団体になった場合に提出が必要。 

（※３）国会議員関係政治団体は、国会議員関係政治団体以外の政治団体に対して寄附をするときは、当該
政治団体に文書で通知（国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知）をすることと
されている。この通知により、寄附を受けた政治団体が１（５）⑤に掲げる政治団体に該当することと
なった場合に、寄附の金額が 1,000 万円に達することとなった寄附に係る通知を受けた日から７日以内
に届出が必要。なお、届出に当たっては、当該通知の原本及び写しを添付する必要はない。 
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３ 政治団体届出様式及び記載例 
 

【注意事項】 

各届出の様式は、千葉県選挙管理委員会のホームページからダウンロードすることができます。 

 

【各届出様式目次】 

  政治団体設立届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9～11    

規約（綱領・会則）の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

被推薦書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13～14 

届出事項等の異動届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15～17 

政治団体解散届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18～19 

  資金管理団体指定届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20～21 

資金管理団体届出事項の異動届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22～23 

  資金管理団体でなくなった旨の届出（解散等）・・・・・・・・・・・・・ 24～25 

  資金管理団体指定取消届・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26～27 

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知・・・・・・・・・・・・・・・28～29 

国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出・・・・・・・・・・・30～31 

（参考）国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知・・32～33 

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知・・・・・・・・・・・34～35 
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政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

政治資金規正法第18条の２第１項の規定による政治団体

― ― ―

 千葉県 ( )

 全国（２都道府県以上）
― ―

年
号

年 月 日

―
令
和

年 月 日

― ―
年
号

年 月 日

―
令
和

年 月 日

― ―
年
号

年 月 日

―
令
和

年 月 日

参議院議員

衆議院議員 現 職

参議院議員 候補者等

衆議院議員 現 職

参議院議員 候補者等

衆議院議員 現 職

参議院議員 候補者等

※作成する際は、≪注意≫や記載例を参照してください。

氏 名

主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

公 職 の 候 補 者 の 氏 名 公 職 の 候 補 者 に 係 る 公 職 の 種 類
ふりがな

氏 名

ふりがな

政治資金規正法第19条の７第１項
第２号に係る国会議員関係政治団体

政治資金規正法第19条の７第１項
第３号に係る国会議員関係政治団体

無 有
代 表 者 で あ る 公 職 の 候 補 者 に 係 る 公 職 の 種 類

衆議院議員 現 職 候補者等

支 部 の 有 無 無 有 課税上の優遇措置の適用関係の有無
政治資金規正法第19条の７第１項
第１号に係る国会議員関係政治団体

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

ふりがな

氏 名
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者
（※通称名不可）

ふりがな 電話番号

郵便番号 選任年月日

住 所

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

会 計 責 任 者
（※通称名不可）

ふりがな 電話番号

郵便番号 選任年月日

住 所

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

郵便番号 選任年月日

住 所

住 所

代 表 者
（※通称名不可）

ふりがな 電話番号

日

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

郵便番号 電話番号

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

目 的 別添のとおり 組 織 年 月 日 令和 年 月

政 治 団 体 の
区 分

政 党 の 支 部
そ の 他 の 政 治 団 体 その他の政治団体の支部

政 治 資 金 団 体政 党

本 部 が あ る 場 合 そ の 団 体 名 称

政治団体の名称

総 務 大 臣
様

千葉県選挙管理委員会

政治団体の名称

事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

主たる活動区域

資有 ・ 資無
事 ・ 代
会・会代

 入力者   

政 治 団 体 設 立 届
届出日 令和 年 月 日

記
ふ り が な

受 付 印

本人確認書類 〔個 ・運 ・他 〕 ・印 ・署 □委任状
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１

本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

２  政治団体の名称は、政党及び政治資金団体と類似しないこと。

３

４

５

６

いうように詳細に記載すること。

７

８

９

１０

１１

１２

衆議院議員又は参議院議員の区分及び現職又は候補者等の区分により、該当する「□」に記載する

法第19条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員又は

参議院議員が多数の場合には、別紙として添付すること。

とする政治団体の名称を「本部がある場合その団体名称」欄に記載すること。

の中の該当する「□」に記載すること。

《注 意》
代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

あっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者

政治団体の支部にあっては、「政治団体の名称」欄にその名称を記載するとともに、当該支部を支部

「□」内には、該当するものに「レ」を記載又は黒塗り「■」することとし、「政治団体の区分」欄

みなされることとなった日を記載すること。

 「課税上の優遇措置」とは、個人寄附に対する税制上の優遇措置のことである。

 この優遇措置の対象となる団体（適格団体）は主に次のような団体に限られる。

 ① 政党及び政党支部

「組織年月日」欄には、政治団体の組織の日又は法第３条第１項各号又は第５条第１項各号の団体と

なった日を記載すること。なお、法第18条の２第１項の規定による政治団体にあっては、政治団体と

「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「千葉市中央区市場町○番◯号○○会館○○号室」と

② 衆議院議員、参議院議員、都道府県の長及び議員、政令指定都市の長及び議員（候補者、

「代表者である公職の候補者に係る公職の種類」欄及び「公職の候補者に係る公職の種類」欄には、

こと。

 資金管理団体の指定も同時にする場合、「資金管理団体指定届」も同時に提出すること。

 提出部数は全国団体３部、県内団体２部。（１部は本人控え分として受領印を押し返却）

 添付書類（全国団体３部、県内団体２部必要。②③④については、１部は正本、ほかはコピーでもよい）

 ① 規約（全団体必須）

 ② 被推薦書

  候補者となろうとする者を含む）の後援会

  （国会議員関係政治団体に該当する旨の通知又は被推薦書を提出）

 注：一般の市町村の長と議員の後援会は対象外である。

  （都道府県又は政令指定都市の長・議員（候補者、候補者となろうとする者を含む）の後援会）

 ③ 国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

  （政治資金規正法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体）

 ④ 支部証明書・政党の状況等に関する届（政党支部）
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政治資金規正法第６条第１項の規定により、下記のとおり届け出ます。

政治資金規正法第18条の２第１項の規定による政治団体

― ― ―

 千葉県 ( )

 全国（２都道府県以上）
― ―

年
号

年 月 日

―
令
和

年 月 日

― ―
年
号

年 月 日

―
令
和

年 月 日

― ―
年
号

年 月 日

―
令
和

年 月 日

参議院議員

衆議院議員 現 職

参議院議員 候補者等

衆議院議員 現 職

参議院議員 候補者等

衆議院議員 現 職

参議院議員 候補者等

※作成する際は、≪注意≫や記載例を参照してください。

氏 名

政治資金規正法第19条の７第１項
第３号に係る国会議員関係政治団体

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名 主宰する衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

ふりがな

氏 名
主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員の氏名 主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員に係る公職の種類

ふりがな

政治資金規正法第19条の７第１項
第２号に係る国会議員関係政治団体

公 職 の 候 補 者 の 氏 名 公 職 の 候 補 者 に 係 る 公 職 の 種 類
ふりがな

氏 名

無 有
政治資金規正法第19条の７第１項
第１号に係る国会議員関係政治団体

代 表 者 で あ る 公 職 の 候 補 者 に 係 る 公 職 の 種 類
衆議院議員 現 職 候補者等

支 部 の 有 無 無 有 課税上の優遇措置の適用関係の有無

会 計 責 任 者 の
職 務 代 行 者
（※通称名不可）

ふりがな 電話番号

郵便番号 選任年月日

住 所

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

会 計 責 任 者
（※通称名不可）

ふりがな 電話番号

郵便番号 選任年月日

住 所

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

主たる活動区域

代 表 者
（※通称名不可）

ふりがな 電話番号

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

郵便番号 選任年月日

住 所

月 日

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

郵便番号 電話番号

目 的 別添のとおり 組 織 年 月 日 令和 年

住 所

政治団体の名称

政 治 団 体 の
区 分

政 党 の 支 部 政 党 政 治 資 金 団 体
そ の 他 の 政 治 団 体 その他の政治団体の支部

記
ふ り が な 本 部 が あ る 場 合 そ の 団 体 名 称

総 務 大 臣
様

政治団体の名称

千葉県選挙管理委員会 事務所の所在地

代 表 者 の 氏 名

資有 ・ 資無
事 ・ 代
会・会代

 入力者   

政 治 団 体 設 立 届
届出日 令和 年 月 日

受 付 印

本人確認書類 〔個 ・運 ・他 〕 ・印 ・署 □委任状

届出書を持参した年月日

（設立日以降の届出となる）

下記の記載内容及び規約の

記載内容と一致していること。

（氏名・事務所の所在地等）

兼任可

兼任不可

別人となる

政党等の支部の

場合のみ、本部

の名称を記載

政治団体を組織した日又政治団体と

なった日から７日以内に、郵送による

ことなく文書で届け出ること。

政治団体を組

織した年月日

を記載

記載例

規約等と整合

が取れている

こと。（基本的

にはいずれも

同じ日付とな

る。）

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

指定都市（千葉市等）を除く、市町村長及び

市町村議の後援会等は優遇措置の適用はない。
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【 綱領・規約・会則の例 】 
 

ち ば 一 郎 後 援 会 規 約 
 
 
（名称及び所在地） 
第１条 この会は、ちば一郎後援会（以下「本会」という。）と称し、主たる事務所を千葉県
内に置く。 

 
（目的） 
第２条 本会は、千葉一郎の政治活動を後援すると共に会員相互の親睦を図ることを目的とす
る。   （注）千葉一郎は、戸籍名で記載すること 

 
（事業） 
第３条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 県政及び市政の調査研究事業 
（２） 講演会、講習会及び政治座談会の開催事業 
（３） 機関紙の発行事業 
（４） その他、本会の目的達成のために必要な事業 
 
（会員） 
第４条 本会は、第２条の目的に賛同する成人者をもって会員とする。 
 
（役員） 
第５条 本会に次の役員を置く。 

（１） 会   長   １ 名 
（２） 副 会 長   ２ 名 
（３） 幹   事   若干名 
（４） 会計責任者   １ 名 
（５） 監   事   ２ 名 
 
（役員の選出及び任期） 
第６条 役員は、総会において選任する。 
２ 役員の任期は○年とする。ただし、再任は妨げない。 
 
（会議） 
第７条 会長は、毎年１回の通常総会、その他必要に応じて臨時総会を招集する。 

２ 会長は、必要に応じ役員会を招集する。 
 
（経費） 
第８条 本会の経費は、会費（年額＊＊＊＊円）、寄附金その他の収入をもって充てる。 
 
（会計年度及び会計監査） 
第９条 本会の会計年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

２ 会計責任者は、本会の経理につき年１回監事による監査を受け、その監査意見書を付し

て総会に報告する。 
 
（会則の改廃） 
第 10 条 本規約の改廃は、総会において決定する。  
 
（補則） 
第 11 条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。 
 
 附 則 

 本規約は、令和○○年○月○日より実施する。 
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千葉県知事 千葉県議会議員
千 葉 市 長 千葉市議会議員

年

月

令和 年 月 日 から貴団体の推薦（支持）を受けています。

《注 意》

私は、

３
４
５

２ 公職の種類に異動があった場合には、異動日を記載の上、異動後の「公職の種類」に該当
する「□」に記載すること。

政 治 団 体 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 様

被 推 薦 書

令和 年 月 日

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

住 所
（ ※ 団 体 の 事 務 所

で は な い ）

現 職

候 補 者 等
異動の場合のみ記載

日から)

首長(知事・長)

議会議員

＜その他の都道府県・指定都市＞公 職 の 種 類
（ 該 当 す る も の を 選 択 ）

(令和

被推薦者が複数の場合には、被推薦者ごとに作成して添付すること。

１ 「公職の種類」欄には、該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等すること。

「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。
提出部数は全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい。

㊞
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千葉県知事 千葉県議会議員
千 葉 市 長 千葉市議会議員

年

月

令和 ○○ 年 7 月 1 日 から貴団体の推薦（支持）を受けています。

《注 意》

公 職 の 種 類
（ 該 当 す る も の を 選 択 ）

被 推 薦 書

令和 ○○ 年 7 月 2 日

政 治 団 体 の 名 称 ちば一郎後援会

代 表 者 の 氏 名 千葉 一郎 様

現 職

候 補 者 等
異動の場合のみ記載

東京都
首長(知事・長)

議会議員 日から)

(令和

「公職の種類」欄には、該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等すること。
公職の種類に異動があった場合には、異動日を記載の上、異動後の「公職の種類」に該当

氏 名
（ 公 職 の 候 補 者 等 の

氏 名 ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉 一郎

住 所
（ 公 職 の 候 補 者 等 の

住 所 ※ 団 体 の 事 務 所

で は な い ）

千葉市中央区市場町１－１

２

３

私は、

＜その他の都道府県・指 定都 市＞

する「□」に記載すること。
「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４ 提出部数は全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい。
５ 被推薦者が複数の場合には、被推薦者ごとに作成して添付すること。

１

記載例 公職の候補者等が書類

を作成した日

（当該政治団体の設立日

以降の日付となる）

公職の候補者等個人から政治団体

の代表者宛ての書類となる。

公職の候補者等個人が作成する

書類となるので、記載する住所や

連絡先等は公職の候補者等個人

のものとなる。

（政治団体の主たる事務所の所

在地ではないので留意のこと。）

千
葉
㊞

団体の印ではなく、公職の候

補者等個人の印であること。

当該政治団体の設立日以降の日付となるので、

設立届や規約等と整合が取れていること。

公職の種類に異動があった

場合にのみ記入すること。

（異動届等と整合が取れてい

るか留意のこと。）

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

（１部は正本、ほかはコピーで

もよい）
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年

旧 月 日

― ― ―

年

旧 月 日

)へ 年

（ )へ 月 日

― ― 年
年

号
年 月 日 月 日

―

旧
― ― 年

年

号
年 月 日 月 日

―

旧
― ― 年

年

号
年 月 日 月 日

―

旧
代表者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 ) 年

（ ) 月 日

候補者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

（ )

衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

（ )

衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

国会議員関係政治団体以外の政治団体
代表者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

候補者氏名（ふりがな） （ )

候補者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

（ )

衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

（ )

衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

国会議員関係政治団体以外の政治団体
規約の異動（別添のとおり） 年
課税上の優遇措置の適用 （ ） （ ） 月 日
その他 （ ）

※作成する際は、≪注意≫や記載例を参照してください。

そ の 他

候補者氏名（ふりがな）

無・有

２号団体

主要な構成員である衆議院議員

又 は 参 議 院 議 員 の 氏 名

当該議員の公職の種類

主要な構成員である衆議院議員

又 は 参 議 院 議 員 の 氏 名

当該議員の公職の種類

１号団体

資有 ・ 資無
事 ・ 代
会・会代

 入力者   

県内( )から県内(

令 和
明治・大正
昭和・平成

令 和
明治・大正
昭和・平成

主 た る
活 動 区 域

氏 名 住 所

氏 名 生年月日

郵便番号 住 所

氏 名 生年月日会計責任者の
職 務 代 行 者
（※通称名不可）

新

ふりがな 電話番号

氏 名 住 所

会 計 責 任 者
（※通称名不可）

新

代 表 者
（※通称名不可）

新
郵便番号 住 所

郵便番号 住 所

氏 名 住 所

千葉県から全国へ 全国から千葉県へ

ふりがな 電話番号

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

ふりがな 電話番号 令 和
）から（

令 和

記

主たる事務所
の 所 在 地

新

名 称

令 和

住 所

郵便番号 電話番号

住 所

異 動 事 項 内 容 異 動 年 月 日

政 治 団 体
の 名 称

新
ふりがな

名 称 令 和

届 出 事 項 等 の 異 動 届

届出日 令和 年 月 日

※上欄には届出事項の異動後の内容（新の内容）を記入すること。

総 務 大 臣 政治団体の名称

事務所の所在地

政治資金規正法第６条第１項の規定により届け出た事項

千葉県選挙管理委員会
様

代表者の氏名

に異動があったので、同法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した綱領等の内容

国会議員関係
政 治 団 体
の 区 分

から 無・有
令 和

１号団体

２号団体

３号団体 主 宰 す る 衆 議 院 議 員

又 は 参 議 院 議 員 の 氏 名

当該議員の公職の種類

３号団体 主 宰 す る 衆 議 院 議 員

又 は 参 議 院 議 員 の 氏 名

当該議員の公職の種類

新

旧

令 和

受 付 印

本人確認書類 〔個 ・運 ・他 〕 ・印 ・署 □委任状
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《注 意》

１

の他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

２  異動日の翌日から起算し、７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。

３  異動のあった事項の新・旧のみ記入し、異動のない欄については記載しないこと。

４  政治団体の名称は、政党及び政治資金団体と類似しないこと。

５

いうように詳細に記載すること。

６ 「会計責任者」と「会計責任者の職務代行者」は、同一の人物とならないこと。

７ 規約の異動の場合は、新旧の規約（全国団体３部、県内団体２部）を添付すること。

（政治団体の名称が異動する場合、規約の異動も必要となる。）

８

衆議院議員及び参議院議員の氏名及び当該議員に係る公職の種類をそれぞれ記載すること。

場合には、別紙として添付すること。

９

でもよい）すること。

１０

等で戸籍名変更）を異動する場合は、「資金管理団体届出事項の異動届」も同時に提出すること。

１１

文書を添付（全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい）すること。

代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあって

は当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者本人の署名そ

「主たる事務所の所在地」欄には、例えば、「千葉市中央区市場町○番◯号○○会館○○号室」と

既に政治団体設立届を提出している政治団体が国会議員関係政治団体に該当することとなった場合

には、法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体にあってはその代表者である公職の

候補者に係る公職の種類を、同項第２号に係る国会議員関係政治団体にあっては同号の公職の

候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、同項第３号に係る国会議員関係政治団体にあっては

主宰する衆議院議員又は参議院議員の氏名及び当該議員に係る公職の種類並びに主要な構成員である

なお、第３号に係る国会議員関係政治団体の主要な構成員である衆議院議員又は参議院議員が多数の

国会議員関係政治団体の区分で、「法第19条の7第1項第2号に係る国会議員関係政治団体（２号

団体）」から「国会議員関係政治団体以外の政治団体」に異動した場合は、「国会議員関係政治団体

に該当しなくなった旨の通知」を添付（全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピー

資金管理団体の場合、公職の種類、政治団体の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名（結婚

政党の場合、「政党の支部の状況に関する届」の内容に異動があった場合は、異動内容を記載した
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年

旧 月 日

― ― ―

年

旧 月 日

)へ 年

（ )へ 月 日

― ― 年
年

号
年 月 日 月 日

―

旧
― ― 年

年

号
年 月 日 月 日

―

旧
― ― 年

年

号
年 月 日 月 日

―

旧
代表者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 ) 年

（ ) 月 日

候補者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

（ )

衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

国会議員関係政治団体以外の政治団体
代表者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

候補者氏名（ふりがな） （ )

候補者の公職の種類 衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

（ )

衆議 参議 （ 現職 候補者等 )

国会議員関係政治団体以外の政治団体
規約の異動（別添のとおり） 年
課税上の優遇措置の適用 （ ） （ ） 月 日
その他 （ ）

※作成する際は、≪注意≫や記載例を参照してください。

資有 ・ 資無
事 ・ 代
会・会代

 入力者   

届 出 事 項 等 の 異 動 届

届出日 令和 年 月

事務所の所在地

代表者の氏名
※上欄には届出事項の異動後の内容（新の内容）を記入すること。

政治資金規正法第６条第１項の規定により届け出た事項 に異動があったので、同法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。政治資金規正法第６条第２項の規定により提出した綱領等の内容

日
総 務 大 臣

様千葉県選挙管理委員会 政治団体の名称

令 和

名 称

記

異 動 事 項 内 容 異 動 年 月 日

政 治 団 体
の 名 称

新
ふ り が

名 称

住 所 令 和主たる事務所
の 所 在 地

新

郵 便 番
号

電話番号

住 所

）から（

主 た る
活 動 区 域

千葉県から全国へ 全国から千葉県へ 県内( )から県内( 令 和

代 表 者
（※通称名不可）

新

ふ り が
な

電話番号

住 所

郵 便 番
号

住 所

令 和

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

氏 名

会計責任者
（※通称名不可）

新

ふ り が
な

電話番号

住 所

令 和

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

郵 便 番
号

住 所

氏 名

会計責任者の
職 務 代 行 者
（※通称名不可）

新

ふ り が
な

電話番号

住 所

令 和

氏 名 生年月日 明治・大正
昭和・平成

郵 便 番
号

住 所

氏 名

３号団体
主 宰 す る 衆 議 院 議 員

又 は 参 議 院 議 員 の 氏 名

当該議員の公職の種類
国会議員関係
政 治 団 体
の 区 分

新

１号団体 令 和

２号団体候補者氏名（ふりがな）

旧

１号団体

２号団体

３号団体
主 宰 す る 衆 議 院 議 員

又 は 参 議 院 議 員 の 氏 名

当該議員の公職の種類

そ の 他
令 和

無・有 から 無・有

受 付 印

記載例

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

異動があった日から７日以内

に、郵送によることなく文書で

届け出ること。
異動があった事項のみ、

新旧を記入する。（異動の

ない事項の欄は記入しない）

届出書を持参した年月日

（異動日以降の届出となる）

異動後の情報で記入すること。

異動年月日はいずれも

届出日以前となる。

政治団体の名称が異動する場合、規約の異動も必要となる。

また、規約の異動日と政治団体の名称の異動日の整合に留意すること。

旧の欄の記載

事項は、以前

の届出内容と

一致すること。

主たる事務所の所在地が異動する場合、規約の

異動も必要か確認すること。

また、規約の異動日と主たる事務所の異動日の

整合に留意すること。
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令和 年 月 日

《備  考》

れらの者の代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書

ずる場合は、この限りでない。

 入力者   

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

届出日 令和

政 治 団 体 解 散 届

月 日年

資有 ・ 資無

代表者及び会計責任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、こ

政 治 団 体 の 名 称

事 務 所 の 所 在 地

代 表 者 の 氏 名

類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講

（解散等）」を併せて提出すること。

会計責任者の氏名

この届出をする場合には、解散時点（解散年）までの法第17条第１項に規定する収入及び

届け出ます。

４ 当該団体が資金管理団体に指定されている場合は、「資金管理団体でなくなった旨の届

支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書（収支報告書）を提出すること。

には６０日以内）に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。

３

に解散をしたので、政治資金規正法第17条第１項の規定により

２ 解散又は政治団体でなくなった日から３０日以内（国会議員関係政治団体であった場合

１

受 付 印

18



令和 ○○ 年 7 月 1 日

《備  考》

れらの者の代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書

ずる場合は、この限りでない。

（解散等）」を併せて提出すること。

には６０日以内）に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。

３ この届出をする場合には、解散時点（解散年）までの法第17条第１項に規定する収入及び

支出並びに資産等に関する事項を記載した報告書（収支報告書）を提出すること。

４ 当該団体が資金管理団体に指定されている場合は、「資金管理団体でなくなった旨の届

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

２ 解散又は政治団体でなくなった日から３０日以内（国会議員関係政治団体であった場合

事 務 所 の 所 在 地 千葉市中央区市場町１－１

代 表 者 の 氏 名 千葉 一郎

会計責任者の氏名 千葉 二郎

に解散をしたので、政治資金規正法第17条第１項の規定により

届け出ます。

１ 代表者及び会計責任者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、こ

類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を講

政 治 団 体 の 名 称 ちば一郎後援会

届出日 令和 ○○ 年 7 月 6 日

政 治 団 体 解 散 届

資有 ・ 資無  入力者   受 付 印

記載例

資金管理団体の指定がされてい

る団体は、「資金管理団体でなく

なった旨の届（解散等）」等も併

せて届け出ること。
届出書を提出した年月日

（解散日以降の届出となる）

届出されている最新の状況

と一致すること。

解散又は政治団体でなくなった日から

３０日以内（国会議員関係政治団体は

６０日以内）に届け出ること。

解散日までの収支報告書の提出が必要となる。

（解散年の収支報告書の宣誓日は、解散日より後と

なるので留意すること。）

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部
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令和 年 月 日

第19条第２項の規定により届け出ます。

衆議院議員 参議院議員
千葉県知事 千葉県議会議員

２

３

４

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

《注 意》
１

本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。
２
３

４

 入力者   

議会議員

（ 選 挙 区 ） 選 挙 区

住 所
（※団体の事務所でない）

記

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

代 表 者 の 氏 名

宣 誓 書

資金管理団体は、不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しく
は土地の賃借権をいう。）を取得し、又は保有してはならないこととされていることに留意する

公職の候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に

資金管理団体に指定した日から７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
「公職の種類」欄には、該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等するとともに、

その職について選挙区において選挙することとされている場合には選挙区欄に当該選挙区名を記載すること。
資金管理団体として指定するに当たっては、政治資金規正法第19条の２の２の規定により、

あっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、公職の候補者

主たる事務所の所在地

に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法

１

公 職 の 種 類
（ 該 当 す る も の を 選 択 ）

現 職

首長（知事・長）
候 補 者 等

こと。

届出日 令和

資 金 管 理 団 体 指 定 届

月 日年

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

資 金 管 理 団 体 の 名 称

受 付 印
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令和 ○○ 年 7 月 1 日

第19条第２項の規定により届け出ます。

衆議院議員 参議院議員
千葉県知事 千葉県議会議員

２

３

４

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 ○○ 年 7 月 6 日

《注 意》
１

本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。
２
３

４

代 表 者 の 氏 名 千葉 一郎

資金管理団体は、不動産（土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しく
は土地の賃借権をいう。）を取得し、又は保有してはならないこととされていることに留意する
こと。

公職の候補者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合に
あっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、公職の候補者

資金管理団体に指定した日から７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
「公職の種類」欄には、該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等するとともに、

その職について選挙区において選挙することとされている場合には選挙区欄に当該選挙区名を記載すること。
資金管理団体として指定するに当たっては、政治資金規正法第19条の２の２の規定により、

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉 一郎

議会議員

中央区 選 挙 区

宣 誓 書

１

公 職 の 種 類
（ 該 当 す る も の を 選 択 ）

現 職

千葉市
首長（知事・長）

資 金 管 理 団 体 の 名 称 ちば一郎後援会

主たる事務所の所在地 千葉市中央区市場町１－１

候 補 者 等

（ 選 挙 区 ）

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉 一郎

住 所
（※団体の事務所でない）

千葉市中央区市場町１－１

に資金管理団体として下記の政治団体を指定したので、政治資金規正法

記

 入力者   

資 金 管 理 団 体 指 定 届
届出日 令和 ○○ 年 7 月 6 日

受 付 印

記載例 【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

資金管理団体は、公職の候補者等が代表者となっ

ている政治団体で、１つのみ指定が可能。

届出書を提出した年月日

（指定日以降の届出となる）

資金管理団体に指定した

日から７日以内に届け出る

こと。

公職の候補者等個人が作成する

書類となるので、記載する住所は

公職の候補者等個人のものとなる。

（政治団体の主たる事務所の所在

地ではないので留意のこと。）

当該政治団体の設立日以降の日付となるので、設立届

や規約等と整合が取れていること。

届出されている公職の候補者等個人の住所と一致すること。

宣誓した年月日

（指定日以降の日付となる）

選挙区がない場合（参議院（比例代表選

出）議員、都道府県知事、市町村長、市

町村議会議員（選挙区のある場合を除

く））には空欄とする。
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１

２
衆議院議員 参議院議員 衆議院議員 参議院議員
千葉県知事 千葉県議会議員 千葉県知事 千葉県議会議員

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

年 月 日

《注 意》
１
２
３

資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。
異動日の翌日から起算し、７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。

が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

宣 誓 書

令和

資 金 管 理 団 体
の 名 称

令 和代 表 者 の
氏 名

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

令 和

令 和

（ 選 挙 区 ） 選 挙 区 選 挙 区

公 職 の 種 類
（該当するものを選択）

現 職 候 補 者 等 現 職

首長（知事・長） 首長（知事・長）

議会議員 議会議員

候 補 者 等 令 和

 入力者   

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

資金管理団体届出事項の異動

届出日 令和 年 月 日

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

住 所
（※団体の事務所でない）

届 出 事 項 に 異 動 が あ っ た の で 、 政 治 資 金 規 正 法 第 19 条 第 ３ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、
下記のとおり届け出ます。

異 動 事 項 新 旧 異動年月日

資 金 管 理
団 体 の 名 称

記

受 付 印
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１

２
衆議院議員 参議院議員 衆議院議員 参議院議員
千葉県知事 千葉県議会議員 千葉県知事 千葉県議会議員

年

月 日

年

月 日

年

月 日

年

月 日

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

年 月 日

《注 意》
１
２
３

資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。
異動日の翌日から起算し、７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人

が届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉 一郎

代 表 者 の
氏 名

令 和

宣 誓 書

令和 ○○ 7 6

主 た る 事 務 所
の 所 在 地

千葉市中央区市場町１－２ 千葉市中央区市場町１－１
令 和 ○○

7 1

資 金 管 理 団 体
の 名 称

令 和

令 和 ○○

（ 選 挙 区 ） 千葉市中央区 選 挙 区 選 挙 区 7 1

異 動 事 項 新 旧 異動年月日

公 職 の 種 類
（該当するものを選択）

首長（知事・長）
千葉市

首長（知事・長）

議会議員 議会議員

現 職 候 補 者 等 現 職 候 補 者 等

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉 一郎
住 所
（※団体の事務所でない）

千葉市中央区市場町１－２

届 出 事 項 に 異 動 が あ っ た の で 、 政 治 資 金 規 正 法 第 19 条 第 ３ 項 第 ３ 号 の 規 定 に よ り 、
下記のとおり届け出ます。

記
資 金 管 理
団 体 の 名 称

ちば一郎後援会

 入力者   

資金管理団体届出事項の異動

届出日 令和 ○○ 年 7 月 6 日

受 付 印

届出書を提出した年月日

（異動日以降の届出となる）

記載例

異動があった日から７日以内に届け出ること。

公職の候補者等個人が作成する

書類となるので、記載する住所は

公職の候補者等個人のものとなる。

（政治団体の主たる事務所の所在

地ではないので留意のこと。）

届出されている最新の

状況と一致すること。

異動年月日はいずれも

届出日以前となる。

資金管理団体の名称･主たる事務所の所在地・代

表者の氏名に異動がある場合は、政治団体の届

出事項等の異動届も提出が必要となる。

（異動届との整合に留意のこと。）

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部
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下記の政治団体は、 年 月 日に
資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなったこと
資金管理団体の届出をした者が代表者でなくなったこと
解散したこと により
法第19条第１項に規定する政治団体でなくなったこと
資金管理団体の届出をした者が死亡したこと

資金管理団体でなくなったため、政治資金規正法第19条第３項第２号の規定により届け出ます。

１

２

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

年 月 日

《注 意》
１

２

３
４

た者が代表者でなくなったこと」、「解散したこと」又は「法第19条第１項に規定する政治団体でなくなっ
たこと」の該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等すること。

５
亡したこと」と記載すること。

資金管理団体でなくなった日から７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
（ ）の「資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなったこと」、「資金管理団体の届出をし

資金管理団体の届出をした者（当該者が死亡した場合にあっては、新たに選任された代表者）本人が届け
出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権
限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者（当該
者が死亡した場合にあっては、新たに選任された代表者）本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限
りでない。

資金管理団体の指定をした者が死亡した場合にあっては、（ ）には「資金管理団体の届出をした者が死

令和

氏 名
（※《注意》参照）

この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。ただし、当該者が死亡した場合にあっては、新たに

     資金管理団体でなくなった旨の届（解散等）

月 日年

氏 名
（※《注意》参照）

資金管理団体の名称

令和

主たる事務所の所在地

宣 誓 書

選任された代表者が行うこと。

入力者   

令和

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

届出日

住 所
（※《注意》参照）

記

受 付

印
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下記の政治団体は、 年 月 日に
資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなったこと
資金管理団体の届出をした者が代表者でなくなったこと
解散したこと により
法第19条第１項に規定する政治団体でなくなったこと
資金管理団体の届出をした者が死亡したこと

資金管理団体でなくなったため、政治資金規正法第19条第３項第２号の規定により届け出ます。

１

２

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

年 月 日

《注 意》
１

２

３
４

た者が代表者でなくなったこと」、「解散したこと」又は「法第19条第１項に規定する政治団体でなくなっ
たこと」の該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等すること。

５
亡したこと」と記載すること。

資金管理団体の指定をした者が死亡した場合にあっては、（ ）には「資金管理団体の届出をした者が死

氏 名
（※《注意》参照）

千葉 一郎

この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。ただし、当該者が死亡した場合にあっては、新たに
選任された代表者が行うこと。

資金管理団体の届出をした者（当該者が死亡した場合にあっては、新たに選任された代表者）本人が届け
出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては当該代理人の権
限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、資金管理団体の届出をした者（当該
者が死亡した場合にあっては、新たに選任された代表者）本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限
りでない。
資金管理団体でなくなった日から７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
（ ）の「資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなったこと」、「資金管理団体の届出をし

主たる事務所の所在
地

千葉市中央区市場町１－１

宣 誓 書

令和 ○○ 7 6

資金管理団体の名称 ちば一郎後援会

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

氏 名
（※《注意》参照）

千葉 一郎
住 所
（※《注意》参照）

千葉市中央区市場町１－１

令和 ○○ 7 1

記

入力者   

      資金管理団体でなくなった旨の届（解散等）

届出日 令和 ○○ 年 7 月 6 日

受 付 印

届出書を提出した年月日

（資金管理団体でなくなった日以降の届出となる）

記載例

公職の候補者等個人が作成する

書類となるので、記載する住所は

公職の候補者等個人のものとな

る。

（政治団体の主たる事務所の所

在地ではないので留意のこと。） 資金管理団体でなくなった日を記載し、

その理由を選択する。

公職の候補者等の死亡の場合は、新たに選

任された代表者が届出を行う。

（必ず代表者異動の届出が必要となるので

留意のこと。）

届出されている最新

の状況と一致すること。

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

資金管理団体でなくなった日から

７日以内に届け出ること。
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令和 年 月 日 に下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消したので、

政治資金規正法第19条第３項第１号の規定により届け出ます。

１

２

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 年 月 日

《注 意》
１ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。
２ 資金管理団体の指定を取り消した日から７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
３

資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

届出日 令和 月 日年

 入力者   

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

宣 誓 書

資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が
届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

住 所
（※団体の事務所でない）

記

資 金 管 理 団 体 の 名 称

資金管理団体指定取消届

主たる事務所の所在地

受 付 印
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令和 ○○ 年 7 月 1 日 に下記の政治団体に対する資金管理団体の指定を取り消したので、

政治資金規正法第19条第３項第１号の規定により届け出ます。

１

２

私は、上記の記載が真実であることを誓います。

令和 ○○ 年 7 月 6 日

《注 意》
１ この届出は資金管理団体の届出をした者が行うこと。
２ 資金管理団体の指定を取り消した日から７日以内に届け出ること（全国団体３部、県内団体２部）。
３

資金管理団体の届出をした者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。

総 務 大 臣
様千葉県選挙管理委員会

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

 入力者   

資金管理団体指定取消届

届出日 令和 ○○ 年 7 月 6 日

千葉 一郎

記

資 金 管 理 団 体 の 名 称 ちば一郎後援会

主たる事務所の所在地 千葉市中央区市場町１－１

宣 誓 書

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉 一郎

資金管理団体の届出をした者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が
届け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、

住 所
（※団体の事務所でない）

千葉市中央区市場町１－１

受 付 印

記載例

届出書を提出した年月日

（取消日以降の届出となる）

公職の候補者等個人が作成す

る書類となるので、記載する住

所は公職の候補者等個人のも

のとなる。

（政治団体の主たる事務所の所

在地ではないので留意のこ

と。）

届出されている最新

の状況と一致するこ

と。

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部
資金管理団体の指定を取り消した

日から７日以内に届け出ること。
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（令和 年 月

年 月 日

《備 考》

国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

令和 年 月 日

通知します。

政 治 団 体 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 様

日から)

令和

異動の場合のみ記載

公 職 の 種 類
（ 該 当 す る も の を 選 択 ）

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

住 所
（※団体の事務所でない）

第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第19条の８第１項の規定により

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資金規正法第19条の７

第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に から該当するため同法第６条

４ 国会議員関係政治団体に該当することとなった年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員
に係る公職の候補者となった日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持される
こととなった日のいずれか遅い日を記載すること。

１ 「公職の種類」欄には、該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等すること。
公職の種類に異動があった場合には、異動日を記載の上、異動後の「公職の種類」に該当する

「□」に記載すること。
３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

２

５ 提出部数は全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい。

衆議院議員 参議院議員
現 職
候補者等

㊞
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（令和 年 月

年 月 日

《備 考》

４ 国会議員関係政治団体に該当することとなった年月日には、衆議院議員若しくは参議院議員

こととなった日のいずれか遅い日を記載すること。
５ 提出部数は全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい。

に係る公職の候補者となった日又は政治団体から本来の目的として推薦し、若しくは支持される

１ 「公職の種類」欄には、該当する「□」に「レ」を記載又は黒塗り「■」等すること。

「□」に記載すること。
３ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

公職の種類に異動があった場合には、異動日を記載の上、異動後の「公職の種類」に該当する２

貴団体は、私を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体として、政治資金規正法第19条の７

から該当するため同法第６条

第１項又は第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、同法第19条の８第１項の規定により

第１項第２号に係る国会議員関係政治団体に 令和 ○○ 7 1

通知します。

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

住 所
（※団体の事務所でない）

異動の場合のみ記載

参議院議員

千葉 一郎

千葉市中央区市場町１－１

日から)

現 職
候補者等

衆議院議員

政 治 団 体 の 名 称 ちば一郎後援会

代 表 者 の 氏 名

    国会議員関係政治団体に該当する旨の通知

令和 ○○ 年 7 月 6 日

千葉 一郎 様

公 職 の 種 類
（ 該 当 す る も の を 選 択 ）

記載例

公職の候補者等個人から政治団体

の代表者宛ての書類となる。

公職の候補者等が

書類を作成した日

（当該政治団体の

設立日以降の日付

となる）

公職の種類に異動があった場合にの

み記入すること。

（異動届等と整合が取れているか留

意のこと。）

公職の候補者等個人が作成す

る書類となるので、記載する住

所は公職の候補者等個人のも

のとなる。

（政治団体の主たる事務所の

所在地ではないので留意のこ

と。）

団体の印ではなく、公職の候

補者等個人の印であること。

㊞千
葉

当該政治団体の設立日以降の日付

となるので、設立届や規約等と整合

が取れていること。

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

（１部は正本、ほかはコピーでもよい）
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国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 

 
令和  年  月  日  

 
総 務 大 臣  
           様 
千葉県選挙管理委員会 

 
政治団体の名称  
事務所の所在地  
代 表 者 の 氏 名  

 
 令和  年  月  日に国会議員関係政治団体から受けた寄附について、令和  年 
  月  日に政治資金規正法第 19 条の 16 の３第２項の規定による通知を受け、当該寄附
により同条第１項 第１号 の金額が 1,000 万円以上となったため、同法第７条第２項の規 
         第２号 
定により、下記のとおり届け出ます。 

記 
□政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第１号の寄附（同法第 19 条の７第１項第３号以 
 外に係る国会議員関係政治団体からの寄附）の金額が 1,000 万円以上となったとき 

政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第１号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者  

氏名 公職の種類 

  

 
□政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第２号の寄附（同法第 19 条の７第１項第３号に 
 係る国会議員関係政治団体からの寄附）の金額が 1,000 万円以上となったとき 

政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第 2 号の国会議員関係政治団体 

名称 政治資金規正法第 19 条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体  

 該当 

 
（備考） 
１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
２ 代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を
行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

３ 「□」内には、該当するものに「✓」を記入すること。 
４ 「公職の種類」欄には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあ

っては「衆議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては
「衆議院議員（候補者等）」の例により記載すること。 
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国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出 

 
令和  年  月  日  

 
総 務 大 臣  
           様 
千葉県選挙管理委員会 

 
政治団体の名称 千葉一郎後援会 
事務所の所在地 千葉市中央区市場町１－１ 
代 表 者 の 氏 名 千葉 一郎 

 
 令和  年  月  日に国会議員関係政治団体から受けた寄附について、令和  年 
  月  日に政治資金規正法第 19 条の 16 の３第２項の規定による通知を受け、当該寄附
により同条第１項 第１号 の金額が 1,000 万円以上となったため、同法第７条第２項の規 
         第２号 
定により、下記のとおり届け出ます。 

記 
□政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第１号の寄附（同法第 19 条の７第１項第３号以 
 外に係る国会議員関係政治団体からの寄附）の金額が 1,000 万円以上となったとき 

政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第１号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者  

氏名 公職の種類 

千葉 次郎 衆議院議員（現職） 

 
□政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第２号の寄附（同法第 19 条の７第１項第３号に 
 係る国会議員関係政治団体からの寄附）の金額が 1,000 万円以上となったとき 

政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項第 2 号の国会議員関係政治団体 

名称 政治資金規正法第 19 条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体  

 該当 

 
（備考） 
１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 
２ 代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届

け出る場合にあっては当該代理人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を
行うこと。ただし、代表者本人の署名その他の措置を講ずる場合は、この限りでない。 

３ 「□」内には、該当するものに「✓」を記入すること。 
４ 「公職の種類」欄には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあ

っては「衆議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあっては
「衆議院議員（候補者等）」の例により記載すること。 

該当から 7 日以内に届け出ること。 

政治団体の届出と一致すること。 

該当するものにチェックをすること。 

記載例 
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国会議員関係政治団体以外の政治団体に対する寄附に係る通知 

 

令和  年  月  日 

政治団体の名称 

代表者の氏名         殿 

政治団体の名称             

事務所の所在地             

代表者の氏名        ㊞    

 

令和  年  月  日に貴団体に対して   円の寄附をしたため、政治資金規正法第

19 条の 16 の３第２項の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１ 上記寄附は、国会議員関係政治団体からの寄附である。 

 

２ 上記寄附をする国会議員関係政治団体の名称及び主たる事務所の所在地は、上記のとお

りである。 

 

３ 上記寄附をする国会議員関係政治団体の区分等は、次のとおりである。 

国会議員関係政治団体の区分 

  □政治資金規正法第 19条の７第１項第３号以外に係る国会議員関係政治団体  

  □政治資金規正法第 19 条の７第１項第３号に係る国会議員関係政治団体 

（政治資金規正法第 19 条の７第１項第３号以外に係る国会議員関係政治団体の場合） 

公職の候補者の氏名 公職の候補者に係る公職の種類 

（ふ り が な）  

 

４ 本年において政治資金規正法第 19 条の 16 の３第１項各号のいずれかに該当する寄附の

金額が 1，000 万円以上となつたときは、同法第７条第２項の規定による届出をする必要が

ある。 
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（備考） 

 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。 

 ２ 「□」内には、該当するものに「✓」を記入すること。 
３ 「公職の種類」には、衆議院議員又は参議院議員の区分により、その職にある者にあつては「衆

議院議員（現職）」、その職の候補者及び候補者となろうとする者にあつては「衆議院議員（候補

者等）」の例により記載すること。 

 ４ 「代表者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず代表者本人が自署すること。 
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年 月 日

同法第19条の８第２項の規定により通知します。

《備  考》

政 治 団 体 の 名 称

代 表 者 の 氏 名 様

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

令和 年 月 日

氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

住 所
（※団体の事務所でない）

関係政治団体に該当しなくなったため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、

令和

私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなったことにより、貴団体は

に政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員

１ この通知は、法第19条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。
２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

提出部数は全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい。

３ 国会議員関係政治団体に該当しなくなった年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る
公職の候補者でなくなった日を記載すること。

４

㊞
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年 月 日

同法第19条の８第２項の規定により通知します。

《備  考》

政 治 団 体 の 名 称 ちば一郎後援会

代 表 者 の 氏 名 千葉 一郎 様

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

令和 ○○ 年 7 月 6 日

関係政治団体に該当しなくなったため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるので、

千葉 一郎氏 名
（ ※ 通 称 名 不 可 ）

千葉市中央区市場町１－１

私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなったことにより、貴団体は

令和 ○○ 7 1 に政治資金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員

住 所
（※団体の事務所でない）

公職の候補者でなくなった日を記載すること。
提出部数は全国団体３部、県内団体２部。１部は正本、ほかはコピーでもよい。

国会議員関係政治団体に該当しなくなった年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る

この通知は、法第19条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。
２ 「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４

３

１

㊞千
葉

記載例

公職の候補者等が書類を作成した日

（当該政治団体が国会議員関係団体に該

当しなくなった日以降の日付となる）

公職の候補者等個人から政治団体の

代表者宛ての書類となる。

団体の印ではなく、公職の候補

者等個人の印であること。

公職の候補者等個人が作成す

る書類となるので、記載する住

所は公職の候補者等個人のも

のとなる。

（政治団体の主たる事務所の所

在地ではないので留意のこと。）

【提出部数】

全国団体３部、県内団体２部

（１部は正本、ほかはコピーで

もよい）
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４ 会計責任者の職務 

 政治団体の会計責任者は、その政治団体の収支について一切の責任を負い、その職務は以下に掲げ

るものである。 

（１）会計帳簿の備付と記載（法 9） 

会計責任者は、会計帳簿（収入簿と支出簿がある）を備え、これに当該政治団体のすべての  

収入及び支出を記載しなければならない。 

（２）支出の明細書、あっせんに係る寄附の明細書の受領又は請求（法 10） 

当該政治団体の代表者又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け又は

支出をした者は、その寄附を受け又は支出をした日から７日以内に、寄附をした者の氏名、住所

（団体にあってはその名称、主たる事務所の所在地）及び職業並びに当該寄附の金額及び年月日、

当該支出を受けた者の氏名、住所（団体にあってはその名称、主たる事務所の所在地）及び当該

支出の目的、金額、年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。このよう

な支出が行われた場合には、これを会計帳簿に記載することとされているので、会計責任者も 

常に明細書の提出があったかどうかについて注意し、その提出がないときは、直ちに請求しなけ

ればならない。 

政治団体のために寄附のあっせんをした者も、そのあっせんを終えた日から７日以内に、寄附

者及びあっせん者の氏名、住所、職業（団体にあってはその名称、主たる事務所の所在地、代表

者の氏名）及び寄附の金額、年月日、あっせん金額、これを集めた期間を記載した明細書を会計

責任者に提出する義務を負っているので、会計責任者は注意すること。 

（３）領収書の徴収（法 11） 

会計責任者は、１件 5 万円以上のすべての支出について領収書その他の支出を証すべき書面を

徴し、これを支出の証拠資料として保存しなければならない。また、政治団体の代表者又は会計

責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者も、１件 5 万円以上のすべての支出に

ついて領収書その他の支出を証すべき書面を徴し、かつ、これを会計責任者に送付しなければな

らない。なお、収支報告書に添付する「領収書の写し」については、複写機により複写したもの

に限る。 

   国会議員関係政治団体の会計責任者は、原則としてすべての支出について領収書を徴するなど

領収書の取扱いが異なるので注意すること。 

（４）収支報告書の提出（法 12） 

（５）会計帳簿等の保存（法 16） 

   会計責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書等を、法第 20 条第 1 項の規定により、報告書の

要旨が公表された日から 3 年を経過する日まで保存しなければならない。 
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５ 収支報告書の提出に関する概要 

政治資金規正法の規定により、主たる事務所が県内にある政治団体は、毎年 12月31日現在で、  
その年 1 年間の当該政治団体の収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を県選管に提出
する必要がある（詳細は下表のとおり）。 

なお、2 箇年連続で収支報告書を提出しなかった場合は、設立届のない団体とみなされ、政治活動
のための寄附の受領・支出が禁止されるので注意すること（法第 17 条第 2 項適用団体）。 

事  項 内  容 備  考 
１ 提出時期 1 月 1 日～12 月 31 日に係る収支について、翌年の 

1 月 1 日～ 3 月 31 日（※）までの間 

※国会議員関係政治団体については、5月31日が

提出期限となります。 

 

提出に当たっては、オンラインや郵送等での提出 

が可能です。 

※国会議員関係政治団体の収支報告は令和９年 

 １月１日からオンライン提出が義務化 

 

法 12① 

※3月31日（国会議員関係政治団体は 5月

31日）が日曜日、土曜日及び国民の祝日

に当たるときはその翌日が提出期限と

なる。 

※また、この間に衆議院議員の総選挙又は

参議院議員の通常選挙があったときは  

4月末（国会議員関係政治団体は 6月末）

までが提出期限となる。 

 

２ 提出先 ア 活動区域が県内のみである政治団体 

  ･･･県選管 

イ その他の政治団体 

  ･･･県選管を経由して総務大臣 

法 12①、法 6① 

３ 提出部数 １ 部 ※本人控えが必要な場合は、県選管が受領

印を押し返却するため、追加で表紙の写

しを 1 部提出すること。 

（郵送等による提出の場合で本人控えが

必要な場合は、必ず表紙のコピー1 部と 

切手を貼った返信用封筒を同封するこ

と。） 

４ 

 

提出（記載） 

責任者 

会計責任者 

ただし、会計責任者に事故があり、又は欠けた 

場合は会計責任者の職務代行者 

法 12① 

※会計責任者を変更した場合は、異動届を 

持参のうえ提出すること。 

５ 

 

提出（記載） 

内容 

ア 1 月 1 日～12 月 31 日までのすべての収入及び 

 支出（詳細は次ページ以下に説明する。） 

イ 収入及び支出が一切ない場合も報告書の提出は 

 必要。 

法 12① 
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６ 添付書類 ア ５万円以上の支出について「領収書等の写し」 

 ただし、経常経費（人件費、光熱水費、備品・

消耗品費及び事務所費）については添付不要。 

※資金管理団体については、５万円以上の経常経費

（人件費を除く）についても添付が必要。 

※国会議員関係政治団体については、１万円を超え

る経常経費（人件費を除く）及び政治活動費につ

いて添付が必要。 

イ 事実上又は社会通念上客観的に領収書を徴する

ことが困難な場合（天災等による証拠書類の亡失

あるいは乗車券の購入等）には、「領収書を徴し難

かった支出の明細書」（収支報告書様式に付属）。 

ウ 振込による支出で領収書が交付されない場合に

は「振込明細書の写し」と「振込明細書に係る  

支出目的書」（振込明細書に支出の目的が記載され

ている場合（会計責任者が当該振込明細書の余白

に支出の目的を記載した場合を含む。）、「振込明細

書に係る支出目的書」を提出することは不要。）。 

法 12② 

※「領収書の写し」については、複写機に

より複写したものに限る。 

※１件の支出が５万円以上の場合、会計 

責任者は領収書を徴収することが義務

づけられている。（法 11） 

※領収書等とは、領収書のほか、支出を 

証すべき書面をいう。 

※領収書等の写しは、①光熱水費、②備

品・消耗品費、③事務所費、④組織活動

費、⑤選挙関係費、⑥機関紙誌の発行そ

の他の事業費、⑦調査研究費、⑧寄附・

交付金、⑨その他の経費に分類整理し、

A4 サイズの紙に貼付するなど、A4 サイ

ズに統一した上で提出すること。 

７ その他 ア 前年分以前の収支報告書を提出する義務がある

団体で未提出である団体は、必ず前年分とともに

前々年分以前の収支報告書を提出すること。 

イ 解散した場合は解散届と共に提出すること。 

※解散した年の収支報告書にあっては、 

会計責任者のほか代表者による記名押

印又は署名等も必要となるので留意す

ること。 
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（参考１）提出する収支報告書の様式 
様 式 項 目 の 区 分 内 容 収支がない 

場合(０円) 

その１※1 表紙  必 要 

その２※1 収支の状況 収支の総計等を記載すること。 必 要 

その３ 
機関紙誌の発行その他の事業
による収入 

政治資金パーティーを含め、事業収入がある場合に記載すること。  

その４ 借入金 借入金収入がある場合に記載すること。  

その５ 
本部又は支部から供与された
交付金に係る収入 

交付金収入がある場合に記載すること。  

その６ その他の収入 その他の収入がある場合に記載すること。  

その７ 寄附の内訳 
「収支の状況（その２）」において、寄附欄に収入がある場合記載する

こと。「個人」、「法人その他の団体」、「政治団体」の区分により別葉で

記載すること。 

 

その８ 
寄附のうち寄附のあっせんに
よるものの内訳 

「その２」の該当する寄附欄に収入がある場合に、「その７」の区分と

同様の区分ごとに作成します。 
 

その９ 政党匿名寄附の内訳 「その２」の該当する寄附欄に収入がある場合に必要です。  

その 10 
機関紙誌の発行その他の事業
による収入のうち特定パーテ
ィーの対価に係る収入の内訳 

収入額が 1,000 万円以上の政治資金パーティーを開催した場合に記載

すること。 
 

その 11 
政治資金パーティーの対価に
係る収入の内訳 

政治資金パーティーを開催した団体のうち、１回のパーティーにつき

「１人又は１法人等」で「20 万円を超える」パ－ティー券の購入者が

あった場合に記載すること。 

 

その 12 
政治資金パーティーの対価に
係る収入のうち対価の支払の
あっせんによるものの内訳 

政治資金パーティーを開催した団体で、１件 20 万円を超えるあっせん
をした者があった場合に記載すること。 

 

その 13 支出項目別金額の内訳 支出の総計を記載すること。  

その 14 経常経費の内訳 
資金管理団体及び国会議員関係団体で該当する支出がある場合に、項目

別区分ごとに作成すること。資金管理団体は５万円以上、国会議員関係
政治団体は１万円以上の支出を記載し、領収書の写しを添付すること。 

 

その 15 政治活動費の内訳 
該当する支出がある場合に、項目別区分ごとに作成すること。５万円以

上（国会議員関係政治団体は１万円以上）の支出を記載し、領収書の写
しを添付すること。 

 

その 16 
本部又は支部に対して供与し
た交付金に係る支出の内訳 

政治団体の支出のうち、本部や支部（届出があるものに限る。）に対し
て供与した交付金がある場合に再掲すること。 

 

その 17※1 資産等の状況 
当該政治団体が所有する資産等の有無について「項目別区分」の□内に
レ点を記入すること。 

必 要 

その 18 資産等の項目別内訳 
「その 17」で「有」と答えた項目について、項目別区分ごとに別葉で

内容を記載すること。 
 

その 20※1 宣誓書 
政治団体の名称、会計責任者の氏名を記載し、押印※2すること。 

日付は、提出日以前とすること。 
必 要 

※１ 収支がない場合も、様式（その１、２、17、20）を作成し提出すること。 

※２ 解散収支については、会計責任者の氏名の記載、押印に加えて、代表者の氏名を記載し、押印すること。 
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（参考２）必要に応じて収支報告書に添付する様式 
様 式 項 目 の 区 分 内 容 

15 号 
様式 

領収書等を徴し難かった支出の
明細書 

慶弔費など社会通念上領収書の授受がない支出や銀行口座からの口座振替（自動送金）
による支出など領収書を徴し難い事情がある場合は、この様式を作成すること。 

16 号 
様式 

振込明細書に係る支出目的書 

金融機関で振込みの方法により支出した場合に金融機関が発行した振込明細書を徴収し

た場合に作成すること。 

※振込明細書に印字等により支出の目的が記載されているときや会計責任者が支出の目 
 的を記載したときは、作成不要。 
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６ 収入及び支出の分類 

（１）政治資金規正法上の収入及び支出の意義 

「収入」とは、金銭、物品その他財産上の利益（※）の収受をいう。 
  「支出」とは、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付をいう。 
  規正法における収入・支出は、公選法における収入・支出よりも意味が狭く、収入や支出の約束

（承諾）は含まれない。収入の例でいえば、1 月 1 日から 12 月 31 日（規正法上の会計年度）まで
の間に寄附の約束があっても 12 月 31 日までに履行されていなければ収入とはならない。これは 
支出についても同様である。 
※「その他財産上の利益」とは、金銭や物品のように目に見えるものを得るということではなく、

例えば、事務所を無償で借り受けた利益や責務の免除により受けた利益をいう。 

（２）収入の分類 

  全ての収入は次の表のとおり分類すること。 

収入の項目 用 語 の 説 明 
収支報告書に記載すべき事項 記 載 の 

場  所 記載すべき範囲 記載すべき事項 
① 個人の負担 
 する党費又は 
 会費 

「党費又は会費」とは、名称のいかんを問
わず政治団体の党則、規約に基づくもの及
びこれら党則、規約と同程度に党員あるい
は会員を一律に拘束する当該団体の意思
決定機関等の正式な決定に基づいて、団体
の構成員であることによって負担する金
銭上の債務をいう。 
 なお、法人その他の団体が負担する党費
又は会費は「寄附」に含まれる。 

・個人が負担する 
すべての党費又 
は会費 

・総額及び党（会） 
 費を支払った員数 

様 式 
その 2 

② 寄附 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「寄附」とは、金銭、物品、その他財産上
の利益の供与又は交付で、党費、会費、そ
の他債務の履行としてされるもの以外の
ものをいう。 
 なお、寄附のうち、法第 22 条の 6 第 2
項に規定する政党又は政治資金団体が街
頭又は一般に公開されている演説会若し
くは集会の会場において受ける匿名の寄
附で、1 件当たりの金額が千円以下のもの
を「政党匿名寄附」という。（本部交付金
は、本部又は支部から供与された交付金に
係る収入に計上すること。） 
 
 

・政党匿名寄附を除  
 くすべての寄附 
・上記のうち同一の 
 者からの寄附で、 
 その合計額が年間 
 5 万円を超えるも 
 の 
 
 
 
 
・政党匿名寄附 
 
 
 

・総額 
 
・寄附者の氏名・住 
 所・職業（団体に 
 あっては、その名 
 称・主たる事務所 
 の所在地・代表者 
 の氏名）・寄附の 
 金額、年月日 
 
 
・総額 
 （同一の日に同一 
 の場所で受けた寄 
 附ごとに、その金

額の合計額並びに
年月日及び場所） 

様式その
2 様式そ
の 7（寄
附がある
場 合 に
は、必ず
様式その
7 を提出
す る こ
と。） 

 
様 式 
その 2 
及び 

様 式 
その 9 
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収入の項目 用 語 の 説 明 
収支報告書に記載すべき事項 記 載 の 

場  所 記載すべき範囲 記載すべき事項 
③ 寄附のうち 
 あっせんに係 
 る寄附 
 
 

 「寄附のあっせん」とは、特定の政治団
体又は特定の候補者等のために「政治活動
に関する寄附」を集めて、これを当該政治
団体に提供することをいう。 
 
 
 
 

・あっせんに係るす 
 べての寄附 
・同一の者によって 
 あっせんされた寄 
 附で、その合計額 
 が年間 5 万円を超 
 えるもの 
 

・総額 
 
・あっせん者の氏名 
 ・住所・職業（団 
 体にあっては、そ

の名称・主たる事
務所の所在地・代
表者の氏名）・あっ 

 せんに係る寄附の 
 金額、これを集め 
 た期間、当該政治 
 団体に提供された 
 年月日 
 

様 式 
その 2 
様 式 
その 8 

④ 機関紙誌の 
 発行その他の 
 事業による収 
 入 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「機関紙誌」とは、政治団体の発行する
新聞紙及び雑誌をいう。 
 また、機関紙誌のほか、政策や施策の普
及宣伝のために各種パンフレットその他
の出版物を発行している場合、それが事業
としての形態を取る限り、これに含めるこ
と。 
 「その他の事業」とは、政治資金パーテ
ィー開催事業費及びその他の催物事業等
をいう。 
 政治資金パーティー開催事業による収
入は、純益ではなく、パーティー券等の売
上総収入をいい、それに要した経費は、支
出のうち政治資金パーティー開催事業費
として計上すること。 
 なお、政治資金パーティーのうち、当該
政治資金パーティーの対価に係る収入の
金額（パーティー券の売上等）が１千万円
以上のものを「特定パーティー」という。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・機関紙誌の発行そ 
 の他の事業による 
 すべての収入 
・上記のうち特定パ 
 ーティー又は特定 
 パーティーになる 

と見込まれる政治
資金パーティーに
係る収入 

 
・一の政治資金パー 
 ティーの対価に係 
 る収入のうち、同 
 一の者からの対価 
 の支払で、その金 
 額の合計額が 20   
 万円を超えるもの 
 
 
 
 
 
・一の政治資金パー 
 ティーの対価に係 
 る収入のうち、同 
 一の者によって対 
 価の支払をあっせ 
 んされたもので、 
 その金額の合計額 
 が 20 万円を超え

るもの 

・その事業の種類及 
 び当該事業の種類 
 ごとの収入金額 
・ 特 定 パ ー テ ィ ー 

ごとにその名称、
開催年月日、開催
場所及び対価に係
る収入の金額並び
に対価の支払をし
た者の数 

・政治資金パーティ 
 ーごとに、その年   
 における対価の支 
 払について、当該 
 対価の支払をした 
 者の氏名、住所、 
 職業（団体にあっ

ては、その名称・
主たる事務所の所
在地・代表者の氏
名）・対価の金額・ 

 年月日 
・政治資金パーティ

ごとにあっせん者
の氏名・住所・職
業（団体にあって
は、その名称・主
たる事務所の所在
地 ・ 代 表 者 の 氏
名）・あっせんに係
る対価の金額、こ
れを集めた期間、
当該政治団体に提
供された年月日 

 

様 式 
その 3 

 
様 式 
その 10 

 
 
 
 
 

様 式 
その 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様 式 
その 12 
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収入の項目 用 語 の 説 明 
収支報告書に記載すべき事項 記 載 の 

場  所 記載すべき範囲 記載すべき事項 
⑤ 借 入 金 
 
 

 金融機関からのものだけでなく、個人等
からのものも含む。 
 

・すべての借入金 
 

・借入先及び当該借 
 先ごとの借入金額 
 

様 式 
その 4 

⑥ 本部又は支 
 部から供与さ 
 れた交付金に 
 係る収入 
 

 当該政治団体の本部又は支部から供与
された交付金に係る収入をいう。 
 
 
 

・当該政治団体の本 
 部又は支部から供 
 与された交付金 
 
 

・交付金を供与した 
 本部又は支部ごと 
 に、その名称、主 
 たる事務所の所在 
 地、交付金の額、 
 供与を受けた年月 
 日 
 

様 式 
その 5 

⑦ その他の収 
 入 
 
 

 上記①～⑥まで以外のすべての収入を 
いう。 
 例えば、預金利子等をいう。 
 

・すべてのその他の 
 収入 
・上記のうち１件 10 
 万円以上の収入 
 

・総額 
 
・原因となった事実、

金額、年月日 
 

様 式 
その 6 

 

（３）支出の分類 

  支出は、政治団体が団体として存続していくために恒常的に必要な経費（経常経費）と政治上

の主義・施策の推進・支持・反対又は特定の公職の候補者の推薦・支持・反対をするための直接

的な活動に要する経費（政治活動費）に分けられる。 

  さらに経常経費は次の表①のア～エに細分され、政治活動費は次の表②のア～カに細分される。 

 経常経費は表①のイ～エに、政治活動費は政治活動の目的や性質によって、上記ア～カを適宜細

分化して計上する。（ただし、その他の政治団体については、政治活動費のみ。） 

  例えば、大会を開催する経費として、資料の印刷代、開催通知の切手代、会場の借上費、弁当

代がかかった場合、まず大会全体の経費を政治活動費の組織活動費に分類し、さらに組織活動の

目的によって大会費に細分化したのち、大会費という項目の中に大会にかかった各経費をすべて

記入することとなる。 
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支出の項目 用 語 の 説 明 
収支報告書に記載すべき事項 記 載 の 

場  所 記載すべき範囲 記載すべき事項 

① 経 常 経 費 ・すべての経常的支 
 出 
 
 
《資金管理団体》 
・上記のうち人件費

を除く 1 件５万円
以上の支出 

 
《国会議員関係政治
団体》 
・上記のうち人件費

を除く 1 件１万円
を超える支出 

 

・総額及びア～エの 
 区分ごとの額 
 
 
・支出を受けた者の 
 氏名・住所（団体

にあっては、その
名称・主たる事務
所の所在地）・支出
の 目 的 ・ 金 額 ・  
年月日 

様 式 
その 13 

 
 

様 式 
その 14 

ア 人 件 費 
 

政治団体の職員（機関紙誌の発行その他
の事業に従事する者を除く。）に支払われ
る給料、報酬、扶養手当・通勤手当・住居
手当その他の諸手当の類及び健康保険
料・労働保険料その他の各種保険料の類を
いう。 
 

イ 光熱水費 
 
 

 電気、ガス、水道の使用料及びこれらの
計器使用料等をいう。 

ウ 備品・消耗 
 品費 
 

机、椅子、ロッカー、コピー機、自動車
（事務所用に限る。）等の備品の類及び事
務用用紙、封筒、鉛筆、インク、事務服、
新聞、雑誌、ガソリン等の消耗品の類の購
入費をいう。 

エ 事務所費 事務所の借料損料（地代、家賃）、公租
公課、火災保険料等の各種保険料、電話使
用料、切手購入費、修繕料その他これらに
類する経費で、事務所の維持に通常必要と
されるものをいう。 

② 政 治 活 動 費 ※ ・すべての政治活動 
 に関する支出 
 
 
 
 
・上記のうち 1 件 5 
 万円以上の支出 
 
《国会議員関係政治
団体》 
・上記のうち 1 件 1

万円を超える支出 

・総額及びア～カ 
（ウについては（ア）

～（エ）のそれぞ 
 れについて）の区 
 分ごとの額 
 
・支出を受けた者の 
 氏名・住所（団体

にあっては、その
名称・主たる事務
所の所在地）・支出
の 目 的 ・ 金 額 ・  
年月日 

様 式 
その 13 

 
 
 
 

様 式 
その 15 

 
 
 
 

ア 組織活動費 
 
 

 当該政治団体の組織活動に要する経費
（選挙に関するものを除く。）で、例えば、
大会費、行事費、組織対策費、渉外費、交
際費の類をいう。 

イ 選挙関係費  公職の選挙に関して支出される経費で、
例えば、公認推薦料、陣中見舞、その他選
挙に関して行われる政治活動に要する経
費の類をいう。 

ウ 機関紙誌の 
 発行その他の 
 事業費 
 

（ア）機関紙誌の発行事業費 
  機関紙誌の発行事業に従事する者に

支払われる給与、材料費、印刷費、荷造 
 発送費、原稿料、その他機関紙誌の発行 
 に要する経費をいう。 
（イ）宣伝事業費 
  機関紙誌の発行以外の政策の普及宣

伝に要する経費（選挙に関するものを除
く。）で、例えば、遊説費、新聞・ラジ
オ・テレビの広告料、ポスター・ビラ・
パンフレットの作成費、宣伝用自動車の
購入・維持費の類をいう。 
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（ウ）政治資金パーティー開催事業費 
  政治資金パーティーの開催に要する

経費で、例えば、会場借上費、記念品代、
講演諸経費の類をいう。 

（エ）その他の事業費 
  上記の（ア）～（ウ）以外の 
 諸事業に要する経費をいう。 
 

・すべての政治活動 
 に関する支出 
 
 
・上記のうち 1 件 5 
 万円以上の支出 
 
《国会議員関係政治
団体》 
・上記のうち 1 件 1

万円を超える支出 

・支出を受けた者の 
 氏名・住所（団体

にあっては、その
名称・主たる事務
所の所在地）・支出
の 目 的 ・ 金 額 ・  
年月日 

 
 
 

様 式 
その 15 

エ 調査研究費 
 
 
 

 政治活動のために行う調査研究に要す
る経費で、例えば、研修会費、資料費、書
籍購入費、翻訳代の類をいう。 

オ 寄附・交付金  政治活動に関する寄附・賛助金、本部又
は支部に供与した交付金、負担金の類をい
う。 
 

カ その他の経費  その他、上記以外の政治活動に要する経
費をいう。 
 

※ 政治活動費のうち、「本部又は支部に対して供与した交付金」については、様式その 16「本部又

は支部に対して供与した交付金に係る支出の内訳」に再掲する。 

  政治活動費の支出項目ごとに、交付金の金額、供与した年月日、その本部又は支部の名称、主た

る事務所の所在地を該当する欄に記載する。 

  国会議員関係政治団体については、人件費以外の経費で 1 件 1 万円超の支出に関し明細（支出を

受けた者の氏名・住所、支出の目的・金額・年月日）を記載しなければならない。 
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７ 政治団体が有する資産等の公開 

政治団体の会計責任者は、政治団体の収支報告書に、毎年 12 月 31 日現在において当該政治団体

が有する資産等について、取得価格その他所要の事項を記載しなければならない。 

  収支報告書に記載しなければならない資産の範囲及び記載すべき事項は、次の表のとおりである。 

資産の項目 
収支報告書に 

記載すべき範囲 
収支報告書に記載すべき事項 記 載 の 

場  所 摘 要 金 額  年 月 日 備 考 
① 土   地 
 

 すべての土地 所 在 取得の金額 取得年月日 面 積 様 式 
その 17 

及び 
様 式 
その 18 

② 建   物 
 

 すべての建物 所 在 取得の金額 取得年月日 床面積 

③ 建物の所有を目 
 的とする地上権又 
 は土地の貸借権 

 建物の所有を目的
とする地上権又は土
地の貸借権 
 

土 地 の 所 在
地及び種別 

取得の金額 取得年月日 面 積 

④ 動   産 
 

 取得の価格が 100 万
円を超えるもの 
 

品 目 取得の金額 取得年月日 数 量 

⑤ 預金又は貯金 
 

 普通預金及び当座
預金、普通貯金を除く
預金若しくは貯金 
 

「残高」と記
入する。 

残 高   

⑥ 金 銭 信 託 
 
 

 すべての金銭信託 「金銭信託」
と記入する。 

信 託 し て い
る金銭の額 

設定年月日  

⑦ 有 価 証 券 
 
 

 金融商品取引法第 2
条第 1 項及び第 2 項に
規定する有価証券 
 
 
 

種類（国債・
株式等） 

取得の金額 取得年月日 銘 柄 及 び 数
量（何年何月
発行 10 年国
債（額面 100
万円）等） 

⑧ 出資による権利 
 
 

 すべての出資によ
る権利 

出 資 先 出 資 先 ご と
の金額 

出資年月日  

⑨ 貸 付 金 
 
 

 貸付先ごとの残高
が 100 万円を超えるも
の 
 

貸 付 先 貸 付 先 ご と
の残高 

  

⑩ 敷   金 
 
 

 支払われた金額が
100 万円を超えるもの 
 
 
 
 
 

支 払 先 敷金の額 支払年月日  

46



 

資産の項目 
収支報告書に 

記載すべき範囲 
収支報告書に記載すべき事項 記 載 の 

場  所 摘 要 金 額  年 月 日 備 考 
⑪ 施設の利用に関 
 する権利 
 

 取得の価格が 100 万
円を超えるもの 

種類（ゴルフ
場会員権等） 

取得の価格 取得年月日 対 象 と な る
施 設 の 名 称
（ 甲 カ ン ト
リ ー ク ラ ブ
等） 
 

様 式 
その 17 

及び 
様 式 
その 18 

⑫ 借 入 金 
 
 

 借入先ごとの残高
が 100 万円を超えるも
の 
 

借入先（甲銀
行（乙支店）
等） 

借 入 先 ご と
の残高 

  

※ ①～④、⑦及び⑪の資産で、当該政治団体が政治団体となった日以前に取得したものについては、 
  ア その取得価格が明らかでない場合には、その旨を「備考」欄に記載するとともに、取得時に

おける時価に見積もった金額を「金額」欄に記載し、その金額が見積額であることを「備考」
欄に付記すること。 

  イ 取得の価格及び取得年月日が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、
当該政治団体が政治団体となった年月日を「年月日」欄に、その日における時価に見積もった
金額を「金額」欄に記載し、その年月日が政治団体となった日である旨及びその金額が見積額
であることを「備考」欄に付記すること。 

  ウ 取得年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を
「備考」欄に記載すること。（⑧及び⑩についても同様とする。） 

※ ⑧及び⑩の資産で、当該政治団体が政治団体となった日以前に取得したものについて、その取得
年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を「備考」欄
に記載すること。 

※ ①～④、⑦及び⑪の資産で、当該政治団体が政治団体となった日から平成元年 12 月 31 日までに
取得したものについて、 

  ア その取得価格が明らかでない場合には、その旨を「備考」欄に記載するとともに、取得時に
おける時価に見積もった金額を「金額」欄に記載し、その金額が見積額であることを「備考」
欄に付記すること。 

  イ 取得の価格及び取得年月日が明らかでない場合は、その旨を「備考」欄に記載するとともに、
平成 5 年 1 月 1 日における時価に見積もった金額を「金額」欄に記載し、その金額が平成 5 年
1 月 1 日における時価見積額であることを「備考」欄に付記すること。 

  ウ 取得年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体となった年月日を
「備考」欄に記載すること。 

※ ⑧及び⑩の資産で、当該政治団体が政治団体となった日から平成元年 12 月 31 日までに取得した
ものについて、その取得年月日が明らかでない場合は、その旨及び当該政治団体が政治団体とな
った年月日を「備考」欄に記載すること。 

※ 平成 19 年 8 月 6 日前から引き続き所有している不動産（又は平成 19 年 8 月 6 日前にされた不
動産の取得に係る契約又は遺贈に基づいて平成 19 年 8 月 6 日以後に取得した不動産）がある資金
管理団体は、その不動産の利用の現況を報告すること（様式その 19）。 

※ 資金管理団体は、平成 19 年 8 月 6 日以後、不動産等を取得又は保有することができません。 
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８ 政治資金と税金の関係 
 政党をはじめとする政治団体や政治家は、広く国民、政治団体等から政治資金を受け、また自ら機
関紙等の発行やパーティー事業等を実施し、これらの収入によって各種の政治活動を展開している。
これらの収入に対する課税関係及び政治資金に対する税制上の措置は次のとおりであるが、それぞれ
の詳細については、最寄りの税務署に問い合わせること。 
（１）政治団体に対する課税関係 
  政治団体が受けた政治活動に関する寄附及び政治団体が行っている政治活動に関する事業によ

る収入については、原則として非課税とされている。 
（２）政治家個人に対する課税関係 
  政治活動に関して受けた政治資金については雑所得となり、政治資金に係る雑所得の計算では、

政治資金に係る収入から政治活動に関して支出された経費を控除し、残余がある場合にそれが課税
の対象になる。 

  ただし、選挙運動に関して受けた収入で、公選法 189 条の規定により報告がなされているものは
課税されない。 

（３）法人の政治献金に係る税制上の措置 
  法人が政党や政治資金団体に対し、その政治活動に関し寄附を行った場合、これは通常の寄附金

として取り扱われ、他の寄附金と合算して寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入の対象とな
る。したがって、法人が行う政治献金については、税制上、特段の優遇措置はとられていない。 

（４）個人の政治献金に係る課税上の優遇措置 
  （政治資金規正法 32 条の 4、租税特別措置法 41 条の 18） 
  政治資金は、個人献金と党費により賄われることが本来の姿であるので、その実現のための誘導

措置として個人献金のうち一定の要件に該当するものを所得税法上の特定寄附金とみなし、所得控
除をしようとするものである。 

 ア 要 件 
 (ア) 個人が次に掲げる者に対してする寄附が特定寄附金の対象となる。 
   ａ 政党、政治資金団体（政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党から総

務大臣に届出がされているもの。） 
   ｂ 国会議員（政治団体設立届出時に「国会議員関係政治団体に該当する旨の通知」を提出し

ておくことが必要。）、県知事、県議会議員、指定都市の市長、指定都市の議員の職にある者、
又はなろうとする者(注)の推薦、支持を本来の目的とする政治団体（政治団体設立届時に「被
推薦書」を提出しておくことが必要。） 

   （注）なお、現職でない者の推薦、支持を本来の目的とする政治団体にあっては、実際に選挙に立 
候補した年とその前年中にされた寄附に限り、特定寄附金の対象となる。 

   ｃ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする政
治団体（政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体を含む。）で、衆議院議員若しくは
参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの 

ｄ 国会議員、県知事、県議会議員、指定都市の市長、指定都市の議員の選挙における公職の
候補者の選挙運動に関する寄附 
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 (イ) 上記の要件に該当するものであっても規正法の規定に違反するもの及び寄附者に特別の利

益が及ぶと認められたものは、特定寄附金の対象とならない。 

どのようなケースがこれに該当するかは、個々具体の事例について税務署が判断することと

なるが、一例として、特定の公職の候補者の推薦、支持を本来の目的とする政治団体に対して

候補者本人が寄附をするような場合は、特定寄附金の対象とならないとされている。 

 (ウ) 令和８年１月１日以後にされた寄附にあっては、公職の候補者が、政党の支部で選挙区の

区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、その代表者が当該公職の候

補者であるもの（特定政党支部）に対してする寄附である場合、特定寄附金の対象とならない。 

    ただし、選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられているものではなく、

行政区画を単位として設けられている支部の場合は、「特定政党支部」には該当しない。 

イ 手続き 

  (ア) 寄附者が寄附金控除を受けるためには、確定申告の際に、県選管の確認済みの「寄附金控

除のための書類」を税務署に提出する必要がある。 

この「寄附金控除のための書類」は、上記ア（ア）に該当する公職の候補者又は政治団体

が、県選管に収支報告書（選挙運動の収支報告又は政治団体の収支報告）を提出した際に、

寄附金控除の対象となる寄附者 1 名につき 1 枚、県選管が当該寄附の内容を確認の上、交付

するので、寄附金控除を受けようとする寄附者は、収支報告書を提出した公職の候補者及び

政治団体からこれを受け取る必要がある。 

なお、「寄附金控除のための書類」の様式は県選管で交付するので、収支報告書を提出する

公職の候補者又は政治団体において必要な場合には、県選管に申し出て取り寄せ、必要事項

（寄附者の氏名、住所、寄附金額、寄附をした年月日等）を記載し（※）、収支報告書の提

出の際に併せて提出する。 

  (イ)  「寄附金控除のための書類」を税務署に提出する時期は、以下のような時期である。 

   ａ 確定申告と同時に「寄附金控除のための書類」を提出する → 一般的な方法。 

   ｂ いったん確定申告し、後から「寄附金控除のための書類」を提出する → 寄附金控除

を受ける旨の確定申告をしておけば、「寄附金控除のための書類」の提出が後になって

もよい。 

   ｃ 現職でない者に係る後援団体に対する寄附のうち、立候補の前年分についての特例。 

   （ａ）更正請求による場合 → 要件を充たした時点で「寄附金控除のための書類」の交付

を受け、それを添えて「更正請求」をする。なお、「更正請求」のできる期限は、確定

申告の期限から１年間に限られている。 

   （ｂ）期限後の確定申告による場合 → （ａ）と同様に「寄附金控除のための書類」の交

付を受け、それを添えて確定申告する。期限は確定申告の期限から５年間である。 
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（ウ） その他、「寄附金控除のための書類」の提出、交付については下記事項に留意すること。 

   ・ 確定申告の期限は 3 月 15 日であるので、その期限に間に合うように、収支報告書と「寄

附金控除のための書類」を県選管に提出すること。 

   ・ 収支報告書に「寄附金控除のための書類」を併せて提出する場合、郵送によることなく県

選管まで持参して提出しなければならない（「寄附金控除のための書類」は郵送による交

付はしない）。 

・ 「寄附金控除のための書類」の交付を受ける際には、「受領書」を提出する必要があるので、

会計責任者の認印を持参すること。 

 ・ 収支報告書を県選管を経由して総務大臣に提出する政治団体（全国団体）については、

「寄附金控除のための書類」を総務省において確認するため、県選管での収支報告書受付時に

は、これを交付することができない。 

 

○寄附金控除の流れ 
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会

○

○

寄
附
の
収
受

収
支
報
告
書
に

寄
附
の
内
訳
と

し
て
記
載

寄
附
金
控
除
の

た
め
の
書
類
を

作
成

受
付
・
審
査

○

○ ○

寄附金控除のための書類に
確認印を押印して返還する。

寄附者に交付

確定申告
（各税務署へ）

　
政
治
活
動
又
は

　
選
挙
運
動
に
関

　
す
る
寄
附

収
支
報
告
書

の
受
理

寄
附
の
確
認

収支報告書を提出
（寄附金控除のため
の書類を添付）

○ ○

○

○
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寄附金（税額）控除のための書類 

 

   この寄附金は、政治資金規正法第12条若しくは第17条又は公職選挙法第189条の規定による 
報告書により報告されたものです。 

 
（寄附をした者） 

氏       名  

住       所  

寄 附 金 の 額 
 百万 十万 万 千 百 十 円 

        

寄 附 年 月 日 令和   年   月   日 

 
（寄附を受けた団体） 

名       称  

所   在   地  
団 体 の 区 分 
い ず れ か 該 当 す る も 

の の 番 号 を ○ で 表 示 

政 党 又 は 政 治 資 金 団 体 
租税特別措置法第41条の18第1項 

第1号又は第2号 

左記以外の特定の政治団体 
租税特別措置法第41条の18第1項 

第3号又は第4号 
１ ２ 

租税特別措置法第41条の18 
第1項第3号該当の場合 

 その団体の主宰者又は主要な
構成員である国会議員の氏名 

 

租税特別措置法第41条の18 
第1項第4号該当の場合 

(1)その団体が推薦し又は支持 
する者の氏名 

 

同号イ該当の場合は(2)の 
記載は必要ありません 

(2) 上 記 (1) の 者 が 立 候 補 し た  
選挙名及び立候補年月日 

            選挙 
令和  年  月  日 

（寄附を受けた個人） 

公 職 の 候 補 者 
(1)公職の候補者の氏名  
(2) 上 記 (1) の 者 が 立 候 補 し た  

選挙名及び立候補年月日 
            選挙 

令和  年   月  日 
住       所  

 
（寄附の内訳） 

年 月 日 金   額 年 月 日 金   額 年 月 日 金   額 
・ ・  円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・  円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

 

(確 認 欄) 
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寄附金（税額）控除のための書類 

 

   この寄附金は、政治資金規正法第12条若しくは第17条又は公職選挙法第189条の規定による 
報告書により報告されたものです。 

 
（寄附をした者） 

氏       名 千葉 二郎 

住       所 東京都千代田区○○町２－２ 

寄 附 金 の 額 
 百万 十万 万 千 百 十 円 

￥ 1 5 0 0 0 0 0 

寄 附 年 月 日 令和   年   月   日 

 
（寄附を受けた団体） 

名       称 甲友会 

所   在   地 千葉市中央区市場町１－１ 
団 体 の 区 分 
い ず れ か 該 当 す る も 

の の 番 号 を ○ で 表 示 

政 党 又 は 政 治 資 金 団 体 
租税特別措置法第41条の18第1項 

第1号又は第2号 

左記以外の特定の政治団体 
租税特別措置法第41条の18第1項 

第3号又は第4号 
１ ② 

租税特別措置法第41条の18 
第1項第3号該当の場合 

 その団体の主宰者又は主要な
構成員である国会議員の氏名 

 

租税特別措置法第41条の18 
第1項第4号該当の場合 

(1)その団体が推薦し又は支持 
する者の氏名 

千葉 一郎 

同号イ該当の場合は(2)の 
記載は必要ありません 

(2) 上 記 (1) の 者 が 立 候 補 し た  
選挙名及び立候補年月日 

            選挙 
令和  年  月  日 

（寄附を受けた個人） 

公 職 の 候 補 者 
(1)公職の候補者の氏名  
(2) 上 記 (1) の 者 が 立 候 補 し た  

選挙名及び立候補年月日 
            選挙 

令和  年   月  日 
住       所  

 
（寄附の内訳） 

年 月 日 金   額 年 月 日 金   額 年 月 日 金   額 
3・2・1 700,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

3・10・1 800,000 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 
・ ・ 円 ・ ・ 円 ・ ・ 円 

 

(確 認 欄) ≪記載例≫ 

「￥」を記載 

県外の場合は都道府県名から記載 

寄附が 1 回の場合には、年月日を記載 
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寄附金（税額）控除のための書類受領書 

団 体 名  

会 計 責 任 者 氏 名  

寄 附 者 数  

寄 附 金 額  

控 除 書 類 の 枚 数  

確 認 年 月 日 ※  

団 体 受 領 印 （ 会 計 責 任 者 印 ）  

備 考 ※ ※  

●「寄附者数」、「寄附金額」は、控除書類を提出した分のみを記載してください。 

●金額の前に「￥」を記載してください。（控除書類も同様） 

※記載不要です。 

※※確認を行わない寄附者氏名及び寄附金額を記載してください。 
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寄附金（税額）控除のための書類受領書 

団 体 名 甲友会 

会 計 責 任 者 氏 名 乙野 次郎 

寄 附 者 数 １名 

寄 附 金 額 ￥１，５００，０００ 

控 除 書 類 の 枚 数  １枚 

確 認 年 月 日 ※   

団 体 受 領 印 （ 会 計 責 任 者 印 ）   

備 考 ※ ※   

●「寄附者数」、「寄附金額」は、控除書類を提出した分のみを記載してください。 

●金額の前に「￥」を記載してください。（控除書類も同様） 

※記載不要です。 

※※確認を行わない寄附者氏名及び寄附金額を記載してください。 

≪記載例≫ 
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9 収支報告書記載例 
 
 
 
 
 
 
 
【記載上の注意事項】 

１ 数字、文字は楷書ではっきり記載すること。 

２ 記載した様式のみを提出すること。 

３ 本人控えが必要な場合は、受領印を押し返却するため、追加で表紙（その１）のコピーを 1 部

提出すること。（郵送等による提出の場合で本人控えが必要な場合は、必ず表紙のコピー1 部と切

手を貼った返信用封筒を同封すること。）なお、表紙以外の様式の控えが必要な団体は、提出前

に控えをとっておくこと。 

４ 収入・支出とも「０」で、かつ、収支報告書に記載すべき資産を有さない政治団体は、①表紙

（その１）、②表（その２）、③表（その１７）、④宣誓書（その２０）の４様式のみを提出する

こと。（県選管には上記①～④の様式のみを綴った「ゼロ収支用の収支報告書」もあるので、   

必要であれば県選管まで申し出ること。） 

  

【収支報告書の様式について】 

県選管のホームページに Excel 及び PDF 形式の電子データを掲載しているので、ダウンロードし

て使用することもできる。 

 

 

 

 

 

国会議員関係政治団体は、令和８年分定期公表からオンラインによる収支報告書の提

出が義務化されるため、以降の様式はご利用いただけません。 

収支報告書のオンライン提出については、政治資金関係申請・届出オンラインシステム 

（https://kyoudou.soumu.go.jp/kyoudou/GK020201）をご覧ください。 
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（
そ

の
２
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収
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団
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。
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収
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＋
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＋
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＋

Ｇ
）

（
表

(
そ

の
1
3
-
1
)
の

合
計

額
）

（
 
(
1
)
－

(
2
)
 
）

２
　

収
入

項
目

別
金

額
の

内
訳

※
収

支
が

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

上
記

の
表

の
欄

は
す

べ
て

記
入

す
る

こ
と

。

十
億

百
万

千
円

　

Ａ

員
数

備
　

　
　

　
　

考
十

億
百

万
千

円
　

Ｂ

※
「

特
定

寄
附

」
と

は
、

候
補

者
等

が
、

政
党

か
ら

受
け

た
政

治
活

動
用

資
金

を
自

己
の

資
金

管
理

団
体

に
寄

附
し

た
も

の
を

い
う

。

※
「

政
党

匿
名

寄
附

」
と

は
、

政
党

が
街

頭
や

講
演

会
等

で
受

け
た

一
件

千
円

以
下

の
寄

附
を

い
う

。

1
6
,
6
5
0
,
0
0
0

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
1
5
0

 
 
 
 
内

訳
を

表
(
そ

の
7
-
3
)
へ

記
載

す
る

こ
と

。

金
　

　
　

　
　

　
額

寄
　

　
附

(
ｲ
)

(
ｳ
)

〔
う

ち
特

定
寄

附
〕

法
人

そ
の

他
の

団
体

か
ら

の
寄

附

政
治

団
体

か
ら

の
寄

附

寄
附

（
イ

を
除

く
。

）
の

区
分

3
3
,
5
4
9
,
0
0
0

1
,
1
2
1
,
0
0
0

個
人

の
負

担
す

る
党

費
又

は
会

費

翌
年

へ
の

繰
越

額

3
0
0
,
0
0
0

3
2
,
4
2
8
,
0
0
0

2
6
,
8
5
0
,
0
0
0

②

6
,
6
9
9
,
0
0
0

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・

収
支

の
状

況

　
（
 ①

 +
 ②

 ）
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

(
1
)

収
入

総
額

（
前

年
か

ら
の

繰
越

額
）

支
出

総
額

（
本

年
の

収
入

額
＝

①

金
額

(
3
)

(
2
)

(
1
)

(
2
)

ア

(
ｱ
)
個

人
か

ら
の

寄
附

小
計

(
ｱ
)
＋

(
ｲ
)
＋

(
ｳ
)

〔
寄

附
の

う
ち

寄
附

の
あ

っ
せ

ん
に

よ
る

も
の

〕

政
党

匿
名

寄
附

イ

合
　

　
　

　
　

　
　

　
計

　
　

（
 
ア

 
＋

 
イ

 
）

 
 
 
 
内

訳
を

表
(
そ

の
7
-
1
)
へ

記
載

す
る

こ
と

。

3
,
8
0
0
,
0
0
0

6
,
5
0
0
,
0
0
0

2
,
4
0
0
,
0
0
0

6
,
3
5
0
,
0
0
0

4
5
0
,
0
0
0

1
6
,
6
5
0
,
0
0
0

 
 
 
 
内

訳
を

表
(
そ

の
7
-
2
)
へ

記
載

す
る

こ
と

。

0

 
 
 
 
内

訳
を

表
(
そ

の
8
)
へ

記
載

す
る

こ
と

。

 
 
 
 
内

訳
を

表
(
そ

の
9
)
へ

記
載

す
る

こ
と

。

 
 
 
(
ｱ
)
～

(
ｳ
)
の

小
計

を
記

載
す

る
こ

と
。人

全
団
体
必

要

全
団
体
必

要

「
①

（
前

年
か

ら
の

繰
越

額
）」

は
、

前
年

分
の

収
支

報
告

書
の

「
翌

年
へ

の
繰

越
額

」を
記

載
。
※

新
設

団
体

は
０

円
と

な
る

。

「
（
２

）
支

出
総

額
」
は

、
そ

の
１

３
の

合
計

額
と

一
致
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（
そ

の
３

－
１

）

（
３

）
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

に
よ

る
収

入
（

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
を

除
く

）

十
億

百
万

千
円

　

こ
の

頁
の

小
計

合
計

Ｃ

　
注

意
(
1
)
政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
を

除
く

事
業

収
入
を
記
載
す
る
も
の
で
、
例
え
ば
、
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
で
あ
れ
ば

「
〇
〇
紙
発
行
事
業
」
、
役
員
会
や
各
種
懇
親
会
の

 
　

　
　

　
会
費

収
入

で
あ

れ
ば

「
〇

〇
会

会
費

」
、
そ
の
他
の
事
業
に
あ
っ
て
は
「
そ
の
他
催
物
事
業
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

　
(
2
)
政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
に

つ
い

て
は

、
本
表
に
は
記
載
せ
ず
、
表
(
そ
の
3
-
2
)
へ
記
載
す
る
こ
と
。

5
0
,
0
0
0

4
0
6
,
0
0
0

3
5
6
,
0
0
0

4
0
6
,
0
0
0

備
　

　
　

　
 
 
 
　

考

そ
の

他
催

物
事

業

金
額

機
関

誌
「○

○
通

信
」

事
業

の
種

類

【注
意

】

・本
様

式
に

は
、

会
費

等
の

収
入

を
伴

っ
た

事
業

を
記

載
す

る
こ

と
（政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

を
除

く
）。

・本
様

式
に

記
載

し
た

収
入

に
対

応
す

る
支

出
は

、
「
そ

の
１

３
－

１
」の

２
政

治
活

動
費

の
う

ち
、

（
３

）
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費
の

い
ず

れ
か

の
項

目
に

計
上

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
３

－
２

）

（
３

）
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

に
よ

る
収

入
（

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
）

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．1
0
．１

△
△

ホ
テ

ル
　

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
○

-
○

こ
の

頁
の

小
計

合
計

　
注

意
(
1
)
収

入
金
額

が
1
,
0
0
0
万

円
以

上
の

政
治

資
金

パ
ー
テ
ィ
ー
（
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
)
に
つ
い
て
は
、
本
表
の
ほ
か
表
(
そ
の
1
0
)
も
提
出
す
る
こ
と
。

　
　

　
(
2
)
2
0
万

円
超

の
購

入
者

が
い

る
場

合
に

は
、
表
(
そ
の
1
1
-
1
)
～
(
そ
の
1
1
-
3
)
に
そ
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

　
　

 
ま

た
、
あ

っ
せ

ん
に

よ
っ

て
2
0
万

円
超

の
収
入
（
売
上
）
を
集
め
た
者
が
い
る
場
合
に
は
、
表
(
そ
の
1
2
-
1
)
～
(
そ

の
1
2
-
3
)
に
あ
っ
せ
ん
の
内
容
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

　
(
3
)
他

の
政
治

団
体

と
共

同
で

開
催

し
た

場
合

に
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
「
備
考
」
欄
に
記
載

す
る
こ
と
。

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

金
額

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
0
0
0

開
　

 
催

　
 
場

　
 
所

（
所

在
地

及
び

施
設

名
）

R
○

．４
．１

開
　
催

年
月
日

○
○

ホ
テ

ル
　

千
葉

市
中

央
区

市
場

町
○

-
○

乙
パ

ー
テ

ィ
ー

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

1
3
,
5
0
0
,
0
0
0

Ｄ

【
注

意
】

・
本

様
式

に
は

、
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

に
よ

る
収

入
に

つ
い

て
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

・
一

の
パ

ー
テ

ィ
ー

ご
と

に
対

価
の

支
払

い
が

２
０

万
円

を
超

え
る

購
入

者
が

い
る

場
合

に
は

、

様
式

（
そ

の
１

１
－

１
）～

（そ
の

１
１

－
３

）「
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
対

価
に

係
る

収
入

の
内

訳
」
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

・
対

価
の

収
入

が
１

,０
０

０
万

円
以

上
の

場
合

、
又

は
１

,０
０

０
万

円
以

上
に

な
る

と
見

込
ま

れ
る

場
合

は
、

特
定

パ
ー

テ
ィ

ー
に

該
当

す
る

た
め

、
（そ

の
１

０
）「

特
定

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

に
係

る
収

入
の

内
訳

」も
記

載
す

る
こ

と
。

・
本

様
式

に
記

載
し

た
収

入
に

対
応

す
る

支
出

は
、

「
そ

の
１

３
－

１
」の

２
政

治
活

動
費

の
う

ち
、

（
３

）
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費
の

ウ
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

開
催

事
業

費
に

計
上

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
４

）

（
４

）
借

　
　

入
　

　
金

十
億

百
万

千
円

　

R
○

.９
.1

こ
の

頁
の

小
計

合
計

　
注
意

(
1
)
年

内
に

借
入
れ

た
も

の
を

記
載

す
る

こ
と

。
な

お
、
年
内
に
借
入
し
、
返
済
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
記
入
す
る
こ
と
。

 
　
　
　

　
な

お
、

返
済

金
は

、
支

出
に

お
い

て
表

(
そ

の
1
3
-
1
)
の
「
(
6
)
そ
の
他
の
経
費
」
に
計
上
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
　
　
　

　
ま

た
、

借
入

先
ご

と
の

残
高

(
従

前
か

ら
の

も
の

を
含
む
)
が
1
0
0
万
円
を
超
え
る
借
入
金
に
つ
い
て
は
､
表
(
そ
の
1
7
)
に
｢
有
｣
と
記
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

　
　
　

(
2
)
借

入
先

は
、

金
融

機
関

に
あ

っ
て

は
支

店
名

（
〇
〇
銀
行
〇
〇
支
店
）
ま
で
記
載
し
、
個
人
か
ら
の
も
の
は
そ
の
氏
名
を

記
載
す
る
こ
と
。

1
,
2
0
0
,
0
0
0

1
,
2
0
0
,
0
0
0

4
0
0
,
0
0
0

金
額

Ｘ
銀

行
（
Ａ

支
店

）

借
入

先

8
0
0
,
0
0
0

乙
野

三
朗

借
　

入
年

月
日

R
○

.6
.1

0

備
　

　
　

　
　

考

Ｅ

【
注

意
】

・
借

入
先

ご
と

に
記

載
す

る
こ

と
。

・
残

額
が

１
０

０
万

円
を

超
え

る
場

合
は

、
様

式
（そ

の
１

７
）「

１
資

産
等

の
状

況
」
に

を
し

、

（
そ

の
１

８
）
「
２

資
産

等
の

項
目

別
内

訳
」に

内
訳

を
記

載
す

る
こ

と
。
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（
そ

の
５

）

（
５

）
本

部
又

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係
る

収
入

十
億

百
万

千
円

　

○
○

市
○

○
町

○
丁

目
○

番
○

号

合
計

こ
の

頁
の

小
計

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

備
　

　
考

R
○

．６
．１

０

金
額

1
0
0
,
0
0
0

年
月

日
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
交

付
金

を
供

与
し

た
本

部
又

は
支

部
の

名
称

甲
友

会
○

○
市

支
部

Ｆ

【
注

意
】

・
こ

の
様

式
に

は
、

本
部

又
は

支
部

か
ら

受
け

た
交

付
金

・寄
附

金
を

記
載

す
る

こ
と

。

・
本

部
又

は
他

の
支

部
か

ら
の

交
付

金
に

係
る

収
入

は
寄

附
に

は
該

当
し

な
い

た
め

、

「
政

治
団

体
か

ら
の

寄
附

」に
含

め
ず

、
交

付
金

と
し

て
全

て
こ

の
表

に
記

載
す

る
こ

と
。
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（
そ

の
６

）

（
６

）
そ

の
他

の
収

入

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．９
．１

０
選
挙
運
動
事
務
所
の
無
償
提
供

こ
の

頁
の

小
計

1
件

1
0

万
円

未
満

の
も

の

合
計

収
入

年
月

日

R
○

．６
．１

０

金
額

備
考

3
7
2
,
0
0
0

2
1
4
,
0
0
0

1
5
8
,
0
0
0

摘
要

1
1
4
,
0
0
0

注
意

．
預

金
利

子
や

貸
付

返
戻

金
な

ど
に

つ
い

て
記

載
す

る
も

の
で

、
「

摘
要

」
欄

に
は

そ
の

区
分

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

　
た

だ
し

、
１

件
1
０

万
円

未
満

の
収

入
に

つ
い

て
は

、
「

１
件

１
０

万
円

未
満

の
も

の
」

欄
に

合
算

し
て

記
載

す
る

こ
と

。

Ｔ
銀

行
Ｃ

支
店

預
金

利
子

金
銭
以
外
の
も
の
に
よ
る
寄
附
相
当
分

1
0
0
,
0
0
0

Ｇ

【
注

意
】

・
１

件
１

０
万

円
以

上
の

預
金

利
子

や
貸

付
金

返
戻

金
等

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

・
同

一
銀

行
の

同
一

種
類

の
預

金
で

あ
れ

ば
、

証
券

番
号

が
異

な
っ

て
い

て
も

１
件

と
す

る
こ

と
。

・
無

償
提

供
し

た
も

の
が

あ
る

場
合

に
は

、
経

理
上

の
処

理
の

た
め

、
支

出
の

記
載

（
そ

の
14

、
15

）の
記

載
と

と
も

に

支
出

額
と

同
額

を
計

上
す

る
こ

と
。

【注
意

】

10
万

円
未

満
の

そ
の

他
の

収
入

に
つ

い
て

は
､

合
算

し
て

こ
の

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
７

－
１

）
　

　
個

　
　

人

（
７

）
寄

　
附

　
の

　
内

　
訳

　
（

個
　

人
）

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．２
．１

R
○

．1
0
．１

R
○

．６
．１

県
議

会
議

員

県
議

会
議

員

R
○

．２
．２

R
○

．1
0
．１

R
○

．１
．１

０
無

職
コ

ピ
ー

機
の

無
償

提
供

　 　
　

　
　

　
※

　
数

ペ
ー

ジ
に

及
ぶ

場
合

に
は

、
最

後
の

ペ
ー

ジ
に

の
み

「
合

計
」
を

記
入

す
る

こ
と

。

（
内

訳
）

　
　

　
　

　
※

　
下

記
注

意
（
１

）
参

照
。

注
意

(
1
)
年

間
5
万

円
以

下
の

寄
附

を
受

け
た

場
合

に
は

、
合
算
し
て
「
そ
の
他
の
寄
附
」
欄
に
記
載
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。

　
 
　

　
た

だ
し

、
租

税
特

別
措

置
法

の
規

定
の

適
用

を
受
け
た
い
場
合
は
、
寄
附
者
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

(
2
)
同

一
の

者
か

ら
寄

附
を

数
回

受
け

て
い

る
場

合
に
は
、
必
ず
最
初
に
合
計
額
を
記
載
し
、
次
の
行
か
ら
そ
の
内
訳
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

(
3
)
候

補
者

等
が

政
党

か
ら

受
け

た
政

治
活

動
用

資
金
を
自
己
の
資
金
管
理
団
体
に
寄
附
し
た
場
合
（
「
特
定
寄
附
」
）
に
は
、
氏
名
の
前
に
　
特
　
と
記
載
す
る
こ
と
。

　
　

(
4
)
遺

贈
に

よ
っ

て
す

る
寄

附
に

つ
い

て
は

、
「

備
考
」
欄
に
「
遺
贈
」
と
記
載
す
る
こ
と
。

3
5
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

Ｂ
会

社
役

員

7
0
0
,
0
0
0

6
,
3
5
0
,
0
0
0

6
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
7
0
0
,
0
0
0

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

2
,
4
0
0
,
0
0
0

7
0
0
,
0
0
0

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

東
京

都
千

代
田

区
○

○
町

２
－

２

合
計

　
　

千
葉

一
郎

　
小

計

Ｃ
山

花
子

そ
の

他
の

寄
附

こ
の

頁
の

小
計

千
葉

一
郎

　

寄
附

者
の

氏
名

（
内

訳
）

年
月

日
金

額

1
,
5
0
0
,
0
0
0

千
葉

二
郎

　
小

計

寄
附

者
の

区
分

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

8
0
0
,
0
0
0

個
　

　
　

　
人

住
所

備
考

職
　

業

2
,
0
0
0
,
0
0
0

【
注

意
】資

金
管

理
団

体
に

指
定

さ
れ

て
い

る
場

合
、

公
職

の
候

補
者

等
が

自
己

資
金

を
自

身
の

資
金

管
理

団
体

に
対

し
て

寄
附

す
る

場
合

は
、

年
間

１
５

０
万

円
ま

で
と

い
う

規
制

（個
別

制
限

）
は

な
く
、

年
間

1,
00

0万
円

（総
枠

制
限

）
の

範
囲

内
に

お
い

て
寄

附
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

ま
た

、
公

職
の

候
補

者
等

が
政

党
か

ら
受

け
た

政
治

活
動

に
関

す
る

寄
附

を
自

身
の

資
金

管
理

団
体

に
対

し
す

る
特

定
寄

附
の

場
合

は
、

氏
名

の
前

に
「特

」
と

記
載

し
、

自
己

資
金

に
よ

る
寄

附
と

区
別

す
る

こ
と

。

【
注

意
】
そ

の
他

の
政

治
団

体
の

場
合

は
、

同
一

の
者

か
ら

年
間

１
５

０
万

円
を

超
え

て
寄

附
を

受
け

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

【
注

意
】
同

一
の

者
か

ら
の

寄
附

で
、

年
間

５
万

円
を

超
え

る
も

の
を

記
載

す
る

。
た

だ
し

、
課

税
優

遇
措

置
を

受
け

る
場

合
は

、
額

に
関

係
な

く
記

載
す

る
こ

と
。

こ
の

欄
は

、
上

記
の

明
細

が
複

数
枚

に
わ

た
る

場
合

は
、

最
後

の
ペ

ー
ジ

に
の

み
記

載
す

る
。

特
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（
そ

の
７

－
２

）
　

法
人

そ
の

他
の

団
体

 
（

政
治

団
体

か
ら

の
寄

附
は

、
次

ペ
ー

ジ
の

表
(
そ

の
7
-
3
)
へ

記
載

す
る

こ
と

。
）

（
７

）
寄

　
附

　
の

　
内

　
訳

　
（

法
人

そ
の

他
の

団
体

）

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．２
．１

0

H
3
1
.3

.1
0

H
3
1
.4

.1
0

R
1
.5

.1
0

R
1
.6

.1
0

Ｂ
野

六
郎

上
場

・外
資

5
0
%

超

R
○

．６
．３

０

R
○

．1
2
．3

0

　
　

　
　

　
※

　
下

記
注

意
（
２

）
参

照
。

　
　

　
　

　
※

　
数

ペ
ー

ジ
に

及
ぶ

場
合

に
は

、
最

後
の

ペ
ー

ジ
に

の
み

「
合

計
」
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意
(
1
)
本
表
は
、
政
党

（
の

支
部

）
が

使
用

す
る

も
の

で
あ

る
。

　
　
(
2
)
年
間
５
万
円
以

下
の

寄
附

を
受

け
た

場
合

に
は

、
合

算
し

て
「

そ
の

他
の

寄
附

」
欄

に
記

載
し

て
も

さ
し

つ
か

え
な

い
。

　
　
(
3
)
寄
附
者
が
、
政

治
資

金
規

正
法

第
2
2
条

の
5
第

1
項

本
文

に
規

定
す

る
者

で
あ

っ
て

同
項

た
だ

し
書

き
に

規
定

す
る

日
本

法
人

で
あ

る
と

き
は

、
備

考
欄

に
上

場
・

外
資

5
0
%
超

と
記

載
す

る
こ

と
。

こ
の

頁
の

小
計

9
5
0
,
0
0
0

そ
の

他
の

寄
附

5
,
5
5
0
,
0
0
0

合
計

6
,
5
0
0
,
0
0
0

（
内

訳
）

1
5
0
,
0
0
0

3
0
0
,
0
0
0

Ｂ
株

式
会

社
　

小
計

4
5
0
,
0
0
0

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
Ａ

野
五

郎
5
0
0
,
0
0
0

（
内

訳
）

1
0
0
,
0
0
0

Ａ
株

式
会

社
　

小
計

寄
附

者
の

区
分

法
人

そ
の

他
の

団
体

団
体

の
名

称
金

額
年

月
日

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

代
表

者
の

氏
名

備
考

政
党

（
支

部
）
用

【
注

意
】

・
法

人
そ

の
他

の
団

体
か

ら
の

寄
附

は
「
政

党
（
支

部
を

含
む

）
」
以

外
受

け
る

こ
と

は
で

き
な

い

・
企

業
や

労
働

組
合

等
か

ら
の

寄
附

に
は

、
資

本
金

・
出

資
金

・
組

合
員

の
数

等
に

応
じ

て
、

年
間

７
５

０
万

円
～

１
億

円
以

内
の

制
限

が
あ

る
。

【
注

意
】

こ
の

欄
は

、
上

記
の

明
細

が
複

数
枚

に
わ

た
る

場
合

は
、

最
後

の
ペ

ー
ジ

に
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

【
注

意
】

外
資

特
例

の
寄

附
の

場
合

、
備

考
欄

に
記

載
す

る
こ

と
。
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（
そ

の
７

－
３

）
　

政
治

団
体

（
７

）
寄

　
附

　
の

　
内

　
訳

　
（

政
治

団
体

）

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．1
．2

0

R
○

．9
．2

0

R
○

．1
0
．2

0
Ｂ

沢
次

郎
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体

R
○

．1
1
．1

5
Ｃ

沢
三

郎

R
○

．1
1
．2

0
Ｄ

田
三

郎

　
　

　
　

　
※

　
下

記
注

意
（
２

）
参

照
。

　
　

　
　

　
※

　
数

ペ
ー

ジ
に

及
ぶ

場
合

に
は

、
最

後
の

ペ
ー

ジ
に

の
み

「
合

計
」
を

記
入

す
る

こ
と

。

注
意
(
1
)
本

部
ま

た
は

支
部

か
ら

受
け

た
交

付
金

は
、

表
(
そ

の
5
)
へ
記
載
し
、
本
表
に
は
計
上
し
な
い
こ
と
。

　
　
(
2
)
年

間
５

万
円

以
下

の
寄

附
を

受
け

た
場

合
に

は
、

合
算
し
て
、
「
そ
の
他
の
寄
附
」
欄
に
記
載
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
。

年
月

日
代

表
者

の
氏

名
備

考
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
金

額

2
,
5
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

寄
附

者
の

区
分

政
治

団
体

Ａ
沢

太
郎

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

1
,
5
0
0
,
0
0
0

全
国

Ａ
政

治
連

盟
　

小
計

（
内

訳
）

Ｂ
後

援
会

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

1
0
0
,
0
0
0

Ｄ
後

援
会

Ｃ
政

治
経

済
調

査
会

7
0
0
,
0
0
0

2
5
0
,
0
0
0

団
　

体
　

の
　

名
　

称

3
,
8
0
0
,
0
0
0

3
,
5
5
0
,
0
0
0

2
5
0
,
0
0
0

合
計

そ
の

他
の

寄
附

こ
の

頁
の

小
計

【注
意

】
政

治
団

体
（政

党
及

び
政

治
資

金
団

体
を

除
く
）
は

、
同

一
の

政
治

団
体

か
ら

年
間

５
千

万
円

を
超

え
て

寄
附

を
受

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

こ
の

欄
は

、
上

記
の

明
細

が
複

数
枚

に
わ

た
る

場
合

は
、

最
後

の
ペ

ー
ジ

に
の

み
記

載
す

る
こ

と
。

【
注

意
】
寄

附
者

が
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
で

あ
る

場
合

、
備

考
欄

に
そ

の
旨

を
記

載
す

る
こ

と
。

（
寄

附
を

受
け

る
者

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

で
な

い
場

合
に

限
る

。
）
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（
そ

の
８

）

（
８

）
寄

附
の

う
ち

寄
附

の
あ

っ
せ

ん
に

よ
る

も
の

の
内

訳
寄

附
の

あ
っ

せ
ん

者
の

区
分

十
億

百
万

千
円

　

該
当
区
分
に

☑
を
す
る
こ
と

金
額

☐
個

人
☐

法
人

そ
の

他
の

団
体

☐
政

治
団

体

注
意
(
1
)
「

寄
附

の
う

ち
､
あ

っ
せ

ん
に

係
る

も
の

の
内

訳
」
と
は
、
表
（
そ
の
７
－
１
）
～
（
そ
の
７
－
３
）
の
寄
附
の
内
訳
の
う
ち
あ
っ
せ
ん
さ
れ
た
寄
附
の
再
掲
で
あ
る
。

　
　
(
2
)
同

一
の

あ
っ

せ
ん

者
に

よ
っ

て
集

め
ら

れ
た

寄
附
が
５
万
円
超
の
場
合
に
、
あ
っ
せ
ん
者
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
。

　
　
(
3
)
個

人
・

団
体

の
区

分
に

し
た

が
い

、
そ

れ
ぞ

れ
別
葉
に
作
成
す
る
こ
と
。

↓

提
　
供

年
月
日

集
め
た

期
　
間

備
　

　
考

職
業
（
団
体
に
あ
っ
て

は
、
代
表
者
の
氏
名
）

住
所

（
団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
）

寄
附

の
あ

っ
せ

ん
者

の
氏

名
(
団
体

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

名
称

)

合
計

こ
の

頁
の

小
計

そ
の

他
の

寄
附

4
5
0
,
0
0
0

4
5
0
,
0
0
0

【
注

意
】
（
そ

の
７

）
の

寄
附

の
う

ち
、

同
一

の
者

（団
体

）
に

よ
っ

て
あ

っ
せ

ん
さ

れ
た

寄
附

で
、

年
間

５
万

円
を

超
え

る
も

の
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

内
訳

を
記

載
す

る
こ

と
。
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（
そ

の
９

）

（
９

）
政

党
匿

名
寄

附
の

内
訳

十
億

百
万

千
円

　

こ
の

頁
の

小
計

合
計

備
　

　
考

政
党

匿
名

寄
附

を
受

け
た

場
所

金
額

年
　

月
　

日

【
注

意
】

・
政

党
匿

名
寄

附
と

は
、

政
党

、
政

党
の

支
部

及
び

政
治

資
金

団
体

が
、

街
頭

又
は

一
般

に
公

開
さ

れ
る

演
説

会
若

し
は

集
会

の
会

場
に

お
い

て
受

け
た

１
件

１
,０

０
０

円
以

下
の

匿
名

の
寄

附
を

い
う

。

・
匿

名
寄

附
は

、
政

党
、

政
党

の
支

部
及

び
政

治
資

金
団

体
以

外
は

受
領

で
き

な
い

。
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（
そ

の
1
0
）

（
1
0
）

機
関

紙
誌

の
発

行
そ

の
他

の
事

業
に

よ
る

収
入

の
う

ち
特

定
パ

ー
テ

ィ
ー

の
対

価
に

係
る

収
入

の
内

訳

十
億

百
万

千
円

　
人

こ
の

頁
の

小
計

合
計

特
定

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

○
○

ホ
テ

ル
千

葉
市

中
央

区
市

場
町

○
-
○

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

備
考

開
催

年
月

日
開

催
場

所
対

価
に

係
る

収
入

の
金

額
対

価
の

支
払

を
し

た
者

の
数

1
5
0

R
○

．５
．１

注
意
(
1
)
こ

の
用

紙
に

は
、

収
入

金
額

が
1
,
0
0
0
万

円
以

上
の

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
（
特
定
パ
ー
テ
ィ
ー
）
に
つ
い
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

 
 
 
 
(
2
)
報

告
書

に
記
載

す
べ

き
年

の
前

年
以

前
に

お
い

て
収
受
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
パ
ー
テ
ィ
ー
に
係
る
「
備
考
」
欄
に
、
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
に

　
　
 
　

係
る

収
入

の
金

額
及

び
対

価
の

支
払

い
を

し
た

者
の
数
を
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
(
3
)
他

の
政

治
団
体

と
共

同
で

開
催

し
た

場
合

に
は

、
そ
の
旨
及
び
当
該
他
の
政
治
団
体
の
名
称
を
「
備
考
」
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

1
2
,
0
0
0
,
0
0
0

【
注

意
】

・
（
そ

の
３

－
２

）に
記

載
し

た
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
う

ち
、

そ
の

対
価

に
係

る
収

入
（パ

ー
テ

ィ
ー

券
の

売
り

上
げ

等
）が

１
千

万
円

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

そ
の

概
要

を
記

載
す

る
こ

と
。

・
前

年
開

催
又

は
翌

年
開

催
で

あ
っ

て
も

、
開

催
規

模
が

１
千

万
円

以
上

又
は

１
千

万
円

以
上

と
見

込
ま

れ
る

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
は

、
当

該
年

の
収

入
が

１
千

万
円

以
下

で
あ

っ
て

も
記

載
す

る
こ

と
。

（
同

一
の

パ
ー

テ
ィ

ー
に

つ
い

て
開

催
年

以
外

の
収

入
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

の
金

額
、

対
価

の
支

払
者

の
人

数
を

備
考

欄
に

記
載

す
る

こ
と

。
）
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（
そ

の
1
1
-
1
）

　
個

　
　

人

十
億

百
万

千
円

　

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

　
個

　
　

　
人

備
考

住
　

　
　

　
　

　
　

所

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

対
価

の
支

払
を

し
た

者
の

区
分

職
　

　
業

(
1
1
)
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
対

価
に

係
る

収
入

の
内

訳

金
額

年
月

日
対

価
の

支
払

を
し

た
者

の
氏

名

合
計

こ
の

頁
の

小
計

注
意

(
1
)
対

価
の

支
払

い
が

2
0
万

円
超

の
個

人
購

入
者

が
い
る
場
合
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
(
2
)
対

価
に

係
る

収
入

の
う

ち
、

報
告

書
に

記
載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の

 
 
 
 
 
 
 
に

係
る

支
払

わ
れ

た
対

価
の

金
額

及
び

年
月
日
に
つ
い
て
「
備
考
」
欄
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

【
注

意
】

・
（
そ

の
３

－
２

）に
記

載
し

た
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
う

ち
、

同
一

の
パ

ー
テ

ィ
ー

に
お

い
て

、

対
価

の
支

払
い

が
、

２
０

万
円

を
超

え
る

購
入

者
（個

人
）
に

つ
い

て
そ

の
内

訳
を

記
載

す
る

こ
と

。

・
同

一
の

者
は

、
ひ

と
つ

の
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

に
対

し
て

、
１

５
０

万
円

を
超

え
て

対
価

の
支

払
い

を
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。
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（
そ

の
1
1
-
2
）

　
法

人
そ

の
他

の
団

体

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．３
．１

Ｄ
山

二
郎

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

1
,
2
0
0
,
0
0
0

1
,
1
0
0
,
0
0
0

対
価

の
支

払
を

し
た

者
の

区
分

R
○

．２
．１

○
○

市
○

○
町

○
番

○
号

Ｄ
株

式
会

社

Ｃ
株

式
会

社

合
計

こ
の

頁
の

小
計

2
,
3
0
0
,
0
0
0

2
,
3
0
0
,
0
0
0

対
価

の
支

払
を

し
た

団
体

の
名

称

注
意

(
1
)
対

価
の
支

払
い

が
2
0
万

円
超

の
法

人
そ

の
他
の
団
体
（
政
治
団
体
は
別
掲
）
購
入
者

が
い
る
場
合
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー

ご
と
に
別
葉
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
(
2
)
対

価
に
係

る
収

入
の

う
ち

、
報

告
書

に
記

載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の

 
 
 
 
 
 
 
に

係
る
支

払
わ

れ
た

対
価

の
金

額
及

び
年

月
日
に
つ
い
て
「
備
考
」
欄
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

法
人

そ
の

他
の

団
体

年
月

日
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
代

表
者

の
氏

名
備

考
金

額

(
1
1
)
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
対

価
に

係
る

収
入

の
内

訳
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
名

称

Ｃ
野

一
夫

【
注

意
】

（
そ

の
３

－
２

）に
記

載
し

た
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
う

ち
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

対
価

の
支

払
い

が

２
０

万
円

を
超

え
る

購
入

者
（
法

人
そ

の
他

の
団

体
）に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

記
載

す
る

こ
と

。

【
注

意
】

一
の

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
に

つ
き

、
同

一
の

者
か

ら
１

５
０

万
円

を
超

え
て

、

当
該

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

の
支

払
い

を
受

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

70



（
そ

の
1
1
-
3
）

　
政

 
治

 
団

 
体

十
億

百
万

千
円

　

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

　
政

　
治

　
団

　
体

備
考

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称 主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
代

表
者

の
氏

名

対
価

の
支

払
を

し
た

者
の

区
分

年
月

日

(
1
1
)
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
対

価
に

係
る

収
入

の
内

訳

金
額

合
計

こ
の

頁
の

小
計

対
価

の
支

払
を

し
た

団
体

の
名

称

注
意

(
1
)
対

価
の
支

払
い

が
2
0
万

円
超

の
政

治
団

体
が
い
る
場
合
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

 
 
 
 
(
2
)
対

価
に
係

る
収

入
の

う
ち

、
報

告
書

に
記

載
す
べ
き
収
入
が
あ
つ
た
年
の
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
年
以
前
に
お
い
て
収
受
さ
れ
た
も
の

 
 
 
 
 
 
 
に

係
る
支

払
わ

れ
た

対
価

の
金

額
及

び
年

月
日
に
つ
い
て
「
備
考
」
欄
に
併
せ
て
記
載
す
る
こ
と
。

【
注

意
】

・
（そ

の
３

－
２

）に
記

載
し

た
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
う

ち
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

対
価

の
支

払
い

が

２
０

万
円

を
超

え
る

購
入

者
（政

治
団

体
）に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

記
載

す
る

こ
と

。

・
一

の
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

に
つ

き
、

同
一

の
者

か
ら

１
５

０
万

円
を

超
え

て
、

当
該

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

の
支

払
い

を
受

け
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
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（
そ

の
1
2
-
1
）

　
個

　
　

人

十
億

百
万

千
円

　

注
意

　
あ

っ
せ

ん
に

よ
っ

て
2
0
万

円
超

の
収

入
（

売
上

）
を
集
め
た
者

が
い
る
場
合
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

合
計

こ
の

頁
の

小
計

(
1
2
)

1
,
0
0
0
,
0
0
0

甲
川

八
郎

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

に
係

る
収

入
の

う
ち

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

に
よ

る
も

の
の

内
訳 金

額
対

価
の

支
払

の
あ

っ
せ

ん
者

の
氏

名

R
○

．３
．１

○
○

市
○

○
町

○
番

地

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

　
個

　
　

　
人

提
　

供
年

月
日

会
社

役
員

R
○

.2
.1

～
R

○
.2

.2
6

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

者
の

区
分

職
　

　
業

備
考

集
め

た
期

　
間

住
　

　
　

　
　

　
　

所

【
注

意
】

（
そ

の
３

－
２

）に
記

載
し

た
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
う

ち
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

対
価

の
支

払
い

の
あ

っ
せ

ん
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
、

あ
っ

せ
ん

を
し

た
者

（
個

人
）ご

と
に

２
０

万
円

を
超

え
る

者
に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

記
載

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
1
2
-
2
）

　
法

人
そ

の
他

の
団

体

十
億

百
万

千
円

　

注
意

　
あ

っ
せ

ん
に

よ
っ

て
2
0
万

円
超

の
収

入
（

売
上
）
を
集
め
た
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
政
治
団
体
は
別
掲
）

が
あ
る
場
合

に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
に
し
て
記
載
す
る
こ
と
。

合
計

こ
の

頁
の

小
計

(
1
2
)

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

に
係

る
収

入
の

う
ち

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

に
よ

る
も

の
の

内
訳

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

団
体

の
名

称

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

者
の

区
分

金
額

　
法

人
そ

の
他

の
団

体

提
　

供
年

月
日

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

代
表
者
の
氏
名

備
考

集
め

た
期

　
間

【
注

意
】

（
そ

の
３

－
２

）
に

記
載

し
た

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

う
ち

、
パ

ー
テ

ィ
ー

ご
と

に
対

価
の

支
払

い
の

あ
っ

せ
ん

が
あ

っ
た

も
の

に
つ

い
て

、

あ
っ

せ
ん

を
し

た
者

（
法

人
そ

の
他

の
団

体
）
ご

と
に

２
０

万
円

を
超

え
る

者
に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

記
載

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
1
2
-
3
）

　
政

 
治

 
団

 
体

十
億

百
万

千
円

　

注
意

　
あ

っ
せ

ん
に

よ
っ

て
2
0
万

円
超

の
収

入
（

売
上

）
を
集
め
た
政
治
団
体

が
あ
る
場
合
に
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
に

し
て
記
載
す
る
こ
と
。

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

名
称

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

者
の

区
分

金
額

合
計

こ
の

頁
の

小
計

(
1
2
)

　
政

　
治

　
団

　
体

提
　

供
年

月
日

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

代
表
者
の
氏
名

備
考

集
め

た
期

　
間

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

対
価

に
係

る
収

入
の

う
ち

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

に
よ

る
も

の
の

内
訳

対
価

の
支

払
の

あ
っ

せ
ん

団
体

の
名

称

【
注

意
】

（
そ

の
３

－
２

）に
記

載
し

た
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

の
う

ち
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

対
価

の
支

払
い

の
あ

っ
せ

ん
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
、

あ
っ

せ
ん

を
し

た
者

（
政

治
団

体
）ご

と
に

２
０

万
円

を
超

え
る

者
に

つ
い

て
そ

の
概

要
を

記
載

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
1
3
-
1
）

３
．

支
出

項
目

別
金

額
の

内
訳

（
１

）
支

出
の

総
括

表

1
十
億

百
万

千
円
　

十
億

百
万

千
円

　

2
十
億

百
万

千
円
　

十
億

百
万

千
円

　

ア
機

関
紙

誌
の

発
行

事
業

費

イ
宣

伝
事

業
費

ウ
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

開
催

事
業

費

エ
そ

の
他

の
事

業
費

う
ち

本
部

・
支

部
間

の
交

付
金

合
計

1
,
0
0
0
,
0
0
0
 

円

←
1
の
小
計
と
2
の
小
計
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。

2
,
0
0
0
,
0
0
0

4
,
3
8
0
,
0
0
0

備
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

考

合
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
計

(
4
)

(
5
)

寄
附

・
交

付
金

そ
の

他
の

経
費

小
　

　
　

　
　

　
　

計
　

（
(
1
)
～

(
6
)
）

調
査

研
究

費

政
治

活
動

費

選
挙

関
係

費

機
関

紙
誌

の
発

行
そ

の
他

の
事

業
費

※

(
6
)

(
2
)

備
品

・
消

耗
品

費

事
務

所
費

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目
金

額

4
,
4
1
6
,
0
0
0

3
9
6
,
0
0
0

(
2
)

光
熱

水
費

経
常

経
費

人
件

費
(
1
)

(
3
)

(
4
)

4
8
0
,
0
0
0

1
,
5
5
0
,
0
0
0

小
　

　
　

　
　

　
　

計
　

（
(
1
)
～

(
4
)
）

(
1
)

4
1
0
,
0
0
0

2
0
,
0
0
8
,
0
0
0

2
6
,
8
5
0
,
0
0
0

6
,
8
4
2
,
0
0
0

1
0
,
6
0
2
,
0
0
0

2
8
0
,
0
0
0

3
,
5
8
7
,
0
0
0

(
3
)

（ 内 　 訳 ）

組
織

活
動

費

3
,
0
0
0
,
0
0
0

5
6
6
,
0
0
0

5
,
5
3
2
,
0
0
0

2
5
3
,
0
0
0

本
部

又
は

支
部

に
対

し
て

供
与

し
た

交
付

金 に
係

る
支

出

1
,
0
0
0
,
0
0
0

 
注
意

 
支

出
が

存
在

す
る

場
合
は

、
下
表

に
従
い

必
要

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
(
詳

細
は

表
(
そ
の

1
4
)
、
(
そ
の

1
5
)
の

注
意

書
き

を
参
照

。
)
 

団
体

区
分

 
個

別
に
記
載
す
る
金
額

 
経
常
経
費

内
訳
書
(そ

の
14
) 

政
治

活
動
費
内

訳
書
(そ

の
15
)
 

国
会

議
員

関
係
政

治
団

体
 

1
件

1
万

円
を

超
え

る
支

出
 

「
コ
ピ

ー
機

に
よ

り
 

複
写

し
た
領

収
書

 
の

写
し

」
が

必
要

 

必
要

 

必
要

 
上
記

以
外

の
政

治
団

体
 

(政
党

・
資

金
管

理
団

体
・

後
援

会
等

) 
1
件

5
万

円
以

上
の

支
出
 

不
要

 
※
資

金
管
理
団

体
は

必
要

 

【
注

意
】

本
部

又
は

支
部

に
対

し
て

供
与

し
た

交
付

金
に

係
る

支
出

が
あ

る
場

合
は

、
（
そ

の
16

）
を

添
付

す
る

こ
と

。

【
注

意
】

資
金

管
理

団
体

及
び

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

は
、

（
そ

の
１

４
－

１
）
～

（
そ

の
１

４
－

３
）
「
経

常
経

費
の

内
訳

」

を
添

付
す

る
こ

と
（
人

件
費

は
除

く
）
。

【
注

意
】

こ
の

支
出

が
あ

る
場

合
に

は
、

（
そ

の
１

５
）
を

各
支

出
項

目
別

に
添

付
す

る
こ

と
。
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(そ
の

1
3
-
2
)

【
支

出
に

関
す

る
各

様
式

の
記

載
に

関
す

る
注

意
事

項
】

・
そ

の
年

に
あ

っ
た

支
出

に
つ

い
て

下
表

で
そ

の
分

類
に

基
づ

き
（
そ

の
1
3
-
1
）
に

計
上

し
た

上
で

、
計

上
し

た
項

目
に

応
じ

て
必

要
と

な
る

様
式

（
そ

の
１

４
～

１
５

）
を

作
成

す
る

こ
と

。

・
本

部
や

支
部

に
対

し
て

行
っ

た
支

出
が

あ
る

場
合

は
、

「
備

考
欄

」
に

そ
の

金
額

を
再

掲
し

た
上

で
、

別
途

（
そ

の
１

６
）

を
作

成
す

る
こ

と
。

内
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
容

項
目

別
区

分
（
小

分
類

）
例

政
治

団
体

の
職

員
（
機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

に
従

事
す

る
者

を
除

く
｡)

に
支

払
わ

れ
る

給
料

、
報

酬
、

扶
養

手
当

・
通

勤
手

当
・
住

居
手

当
そ

の
他

各
種

手
当

の
類

及
び

健
康

保
険

料
・
労

働
保

険
料

そ
の

他
の

各
種

保
険

料
の

類
－

電
気

、
ガ

ス
、

水
道

の
使

用
料

及
び

こ
れ

ら
の

計
器

使
用

料
等

机
、

椅
子

、
ロ

ッ
カ

ー
、

複
写

機
、

事
務

所
用

立
札

・
看

板
、

自
動

車
（
事

務
所

用
に

限
る

｡)
等

の
備

品
の

類
及

び
事

務
用

用
紙

、
封

筒
、

鉛
筆

、
イ

ン
ク

、
事

務
服

、
新

聞
、

雑
誌

、
事

務
所

用
自

動
車

の
ガ

ソ
リ
ン

等
の

消
耗

品
の

類

事
務

所
の

借
料

損
料

（
地

代
、

家
賃

)､
公

租
公

課
、

火
災

保
険

料
等

の
各

種
保

険
料

、
電

話
使

用
料

、
切

手
購

入
費

、
修

繕
料

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

経
費

で
、

事
務

所
の

維
持

に
通

常
必

要
と

さ
れ

る
も

の

当
該

政
治

団
体

の
組

織
活

動
に

要
す

る
経

費
（
選

挙
に

関
す

る
も

の
を

除
く

)
大

会
費

、
行

事
費

、
組

織
対

策
費

、
渉

外
費

、
交

際
費

選
挙

に
関

し
て

支
出

さ
れ

る
経

費
で

、
例

え
ば

、
公

認
推

薦
料

、
陣

中
見

舞
、

選
挙

用
資

金
そ

の
他

選
挙

に
関

し
て

行
わ

れ
る

政
治

活
動

に
要

す
る

経
費

公
認

推
薦

料
、

陣
中

見
舞

、
選

挙
対

策
費

ア
　

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
に

従
事

す
る

者
に

支
払

わ
れ

る
給

与
、

材
料

費
、

印
刷

費
、

荷
造

発
送

費
、

原
稿

料
そ

の
他

機
関

紙
誌

の
発

行
に

要
す

る
経

費
給

与
、

材
料

費
、

印
刷

費
、

荷
造

発
送

費
、

原
稿

料

イ
　

宣
伝

事
業

費
機

関
紙

誌
の

発
行

以
外

の
政

策
の

普
及

宣
伝

に
要

す
る

経
費

（
選

挙
に

関
す

る
も

の
を

除
く

)
遊

説
費

、
新

聞
・
ラ

ジ
オ

・
テ

レ
ビ

の
広

告
料

、
ポ

ス
タ

ー
・
ビ

ラ
・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
の

作
成

費
、

宣
伝

用
自

動
車

の
購

入
・
維

持
費

（
ガ

ソ
リ
ン

・
車

検
等

）

ウ
　

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
開

催
　

　
事

業
費

政
治

資
金

パ
ー

テ
ィ

ー
の

開
催

に
要

す
る

経
費

会
場

借
上

費
、

記
念

品
代

、
講

演
諸

経
費

エ
　

そ
の

他
の

事
業

費
上

記
ア

、
イ

及
び

ウ
以

外
の

諸
事

業
に

要
す

る
経

費
新

年
会

開
催

費
、

講
演

会
開

催
費

、
バ

ザ
ー

開
催

費

政
治

活
動

の
た

め
に

行
う

調
査

研
究

に
要

す
る

経
費

研
修

会
費

、
資

料
費

、
書

籍
購

入
費

、
翻

訳
代

政
治

活
動

に
関

す
る

寄
附

、
賛

助
金

、
当

該
政

治
団

体
の

本
部

又
は

支
部

に
供

与
し

た
交

付
金

、
負

担
金

の
類

※
選

挙
に

関
し

て
支

出
さ

れ
る

寄
附

は
(
2
)
の

選
挙

関
係

費
に

計
上

寄
附

金
、

賛
助

金
、

支
部

交
付

金
、

負
担

金

借
入

金
返

済
、

貸
付

金
等

上
記

(1
)～

(5
)に

分
類

で
き

な
い

政
治

活
動

に
要

す
る

経
費

や
、

労
務

の
無

償
提

供
の

よ
う

な
「
金

銭
以

外
の

も
の

に
よ

る
寄

附
相

当
分

」
借

入
金

返
済

、
貸

付
金

２ 　 政 治 活 動 費

(1
)組

織
活

動
費

(2
)選

挙
関

係
費

(3
)機

関
紙

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費

(4
)調

査
研

究
費

(5
)寄

附
・
交

付
金

(6
)そ

の
他

の
経

費

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目

１ 　 経 常 経 費

(1
)人

件
費

(2
)光

熱
水

費
＊

項
目

別
に

さ
ら

に
区

分
す

る
必

要
は

な
い

が
、

支
出

が
多

い
場

合
、

任
意

に
区

分
を

設
け

、
そ

れ
ぞ

れ
別

葉
と

し
て

も
構

わ
な

い
（
例

）
　

光
熱

水
費

（
電

気
代

）
　

事
務

所
費

（
家

賃
）

　
事

務
所

費
（
通

信
費

）

(3
)備

品
・
消

耗
品

費

(4
)事

務
所

費
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（
そ

の
1
4
-
1
）

項
目

別
区

分

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．３
．１

０

R
○

．４
．１

光
熱

水
費

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)

　
(
２

)
　

経
常

経
費

（
人

件
費

を
除

く
。

）
の

内
訳

備
　

考
支

　
出

　
の

　
目

　
的

R
○

．１
．１

５
○

○
市

○
○

町
○

番
地

支
出

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
）

電
気

設
備

拡
張

代

金
額

㈱
○

○
電

力
9
8
,
0
0
0

○
○

ガ
ス

㈱

合
　

　
　

　
　

計
3
9
6
,
0
0
0

2
4
1
,
0
0
0

1
5
5
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計

㈱
○

○
水

道

8
7
,
0
0
0

ガ
ス

管
敷

設
代

水
道

管
老

朽
化

の
た

め
の

修
繕

代

○
○

市
○

○
町

○
番

地

○
○

市
○

○
町

○
番

地
5
6
,
0
0
0

資
金

管
理

団
体
・

国
会

議
員

関
係

政
治
団

体
用

注
意

(1
)項

目
別
区
分

は
、
「

光
熱
水

費
」
、
「
備
品
・
消
耗
品
費
」
、
「
事

務
所
費
」

と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
葉
と

し
て
作
成
す
る
こ
と
。

(2
)①

国
会
議
員

関
係
政

治
団
体

：
１
件
当
た
り
の
金
額
が
１
万
円
超
の

支
出
に
つ
い
て
記
載
し
、
コ
ピ
ー
機
に

よ
り
複
写
し
た
領
収
書
の
写
し
を
添
付

す
る
こ
と
。
な
お
、
国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
は
す
べ
て
の
領
収
書
を
保
管
す

る
こ
と
。

②
①

以
外
の

資
金
管

理
団
体

：
１
件
当
た
り
の
金
額
が
５
万
円
以
上

の
支
出
に
つ
い
て
記
載
し
、
コ
ピ
ー
機

に
よ
り
複
写
し
た
領
収
書
の
写
し
を
添

付
す
る
こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の
場
合
は
、
一
括
し
て
そ
の
合
計

額
を
「
そ
の
他
の
支
出
」
欄
に
記
載
す

る
こ
と
（
領
収
書
の
写
し
も
不
要
）
。

(3
)領

収
書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
、
「
領
収
書
等
を
徴
し

難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
」
を
提
出
す

る
こ
と
。

(4
)金

融
機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出
は
、
「
振
込
明
細
書
に
係
る
支

出
目
的
書
」
に
振
込
明
細
書
の
写
し
を

添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、

資
金

管
理

団
体

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
を

除
く
）
：５

万
円

未
満

の
支

出
は

、

一
括

し
て

そ
の

合
計

額
を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）
。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

【注
意

】

様
式

（そ
の

１
４

－
１

）
～

（
そ

の
１

４
－

３
）
は

、
資

金
管

理
団

体
と

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
み

提
出

が
必

要
（
そ

れ
以

外
の

団
体

は
提

出
不

要
）。
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（
そ

の
1
4
-
2
）

項
目

別
区

分

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．９
．２

５

　
(
２

)
　

経
常

経
費

（
人

件
費

を
除

く
。

）
の

内
訳

備
品

・
消

耗
品

費

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）

自
動

車
修

理
代

2
5
0
,
0
0
0

○
○

自
動

車
（
株

）
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
8
0
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
4
8
0
,
0
0
0

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
4
0
0
,
0
0
0

ガ
ソ

リ
ン

代
（
３
～

６
月

分
）

R
○

．7
．1

0
○

○
石

油
販

売
（
株

）
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

1
5
0
,
0
0
0

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

資
金

管
理

団
体
・

国
会

議
員

関
係

政
治
団

体
用

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：１
万

円
以

下
、

資
金

管
理

団
体

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
を

除
く
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、

一
括

し
て

そ
の

合
計

額
を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）
。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)項

目
別

区
分
は

、
「
光

熱
水
費

」
、
「

備
品
・

消
耗
品

費
」
、

「
事
務

所
費
」

と
し

、
そ
れ

ぞ
れ
別

葉
と
し

て
作
成

す
る
こ

と
。

(2
)①

国
会

議
員
関

係
政
治

団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円

超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー

機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を

添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関

係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保

管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
資

金
管
理

団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

５
万
円

以
上
の

支
出
に

つ
い
て

記
載
し

、
コ
ピ

ー
機
に

よ
り
複

写
し
た

領
収
書

の
写
し

を
添
付

す
る
こ

と
。

な
お
、

①
・
②

に
満
た

な
い
支

出
の
場

合
は
、

一
括
し

て
そ
の

合
計
額

を
「
そ

の
他
の

支
出
」

欄
に
記

載
す
る

こ
と
（

領
収
書

の
写
し

も
不
要

）
。

(3
)領

収
書

を
徴
し

難
か
っ

た
も
の

に
つ
い

て
は
、

「
領
収

書
等
を

徴
し
難

か
っ
た

支
出
の

明
細
書

」
を
提

出
す
る

こ
と
。

(4
)金

融
機

関
等
へ

の
振
込

に
よ
る

支
出
は

、
「
振

込
明
細

書
に
係

る
支
出

目
的
書

」
に
振

込
明
細

書
の
写

し
を
添

付
し
て

提
出
す

る
こ
と

。

【
注

意
】

様
式

（
そ

の
１

４
－

１
）
～

（そ
の

１
４

－
３

）
は

、
資

金
管

理
団

体
と

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

の
み

提
出

が
必

要
（そ

れ
以

外
の

団
体

は
提

出
不

要
）
。
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（
そ

の
1
4
-
3
）

項
目

別
区

分

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
．２

５

R
○

．２
．２

５

R
○

．３
．２

５

R
○

．４
．２

５

R
○

．５
．２

５

R
○

．６
．２

５

R
○

．７
．２

５

R
○

．８
．２

５

R
○

．９
．２

５

R
○

．１
０

．２
５

R
○

．１
１．

２
５

R
○

．１
２
．２

７

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３
月

分
1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
４

月
分

1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
５

月
分

1
0
0
,
0
0
0

　
(
２

)
　

経
常

経
費

（
人

件
費

を
除

く
。

）
の

内
訳

事
務

所
費

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称

）

　
内

訳
　

　
　

　
　

　
２
月

分
1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
６
月

分
1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
９
月

分
1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
７
月

分
1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
８
月

分
1
0
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
3
5
0
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
1
,
5
5
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１０

月
分

1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１月

分
1
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１２

月
分

1
0
0
,
0
0
0

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
1
,
2
0
0
,
0
0
0

　
　

　
　

　
　

　
　

　
１１

月
分

1
0
0
,
0
0
0

事
務

所
の

賃
料

損
料

○
○

不
動

産
（
株

）
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

1
,
2
0
0
,
0
0
0

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

資
金

管
理

団
体
・

国
会

議
員

関
係

政
治
団

体
用

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：１
万

円
以

下
、

資
金

管
理

団
体

（
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
を

除
く
）：

５
万

円
未

満
の

支
出

は
、

一
括

し
て

そ
の

合
計

額
を

「そ
の

他
の

支
出

」欄
に

記
載

す
る

こ
と

（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）
。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)項

目
別

区
分
は

、
「
光

熱
水
費

」
、
「

備
品
・

消
耗
品

費
」
、

「
事
務

所
費
」

と
し

、
そ
れ

ぞ
れ
別

葉
と
し

て
作
成

す
る
こ

と
。

(2
)①

国
会

議
員
関

係
政
治

団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円

超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー

機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を

添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関

係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保

管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
資

金
管
理

団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

５
万
円

以
上
の

支
出
に

つ
い
て

記
載
し

、
コ
ピ

ー
機
に

よ
り
複

写
し
た

領
収
書

の
写
し

を
添
付

す
る
こ

と
。

な
お
、

①
・
②

に
満
た

な
い
支

出
の
場

合
は
、

一
括
し

て
そ
の

合
計
額

を
「
そ

の
他
の

支
出
」

欄
に
記

載
す
る

こ
と
（

領
収
書

の
写
し

も
不
要

）
。

(3
)領

収
書

を
徴
し

難
か
っ

た
も
の

に
つ
い

て
は
、

「
領
収

書
等
を

徴
し
難

か
っ
た

支
出
の

明
細
書

」
を
提

出
す
る

こ
と
。

(4
)金

融
機

関
等
へ

の
振
込

に
よ
る

支
出
は

、
「
振

込
明
細

書
に
係

る
支
出

目
的
書

」
に
振

込
明
細

書
の
写

し
を
添

付
し
て

提
出
す

る
こ
と

。

【
注

意
】

様
式

（
そ

の
１

４
－

１
）
～

（
そ

の
１

４
－

３
）
は

、

資
金

管
理

団
体

と
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
の

み

提
出

が
必

要
（
そ

れ
以

外
の

団
体

は
提

出
不

要
）
。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

合
　

　
　

　
　

計

R
○

．１
０

．２
０

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計

7
2
0
,
0
0
0

支
出

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の

名
称

）

○
○

印
刷

株
式

会
社

項
目

別
区

分

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

6
4
7
,
0
0
0

金
額

（
　
組

織
対

策
費

　
）

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☑
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

7
3
,
0
0
0

6
4
7
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的

パ
ン

フ
レ

ッ
ト
印

刷
代

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。

【注
意

】
項

目
別

区
分

の
内

容
を

具
体

的
に

記
載

し
、

小
分

類
ご

と
に

別
葉

と
す

る
こ

と
。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
０

．２
５

R
○

．１
１．

２
０

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
9
8
6
,
3
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
5
7
2
,
7
0
0

合
　

　
　

　
　

計
1
,
5
5
9
,
0
0
0

資
料

印
刷

代
4
8
6
,
3
0
0

○
○

印
刷

株
式

会
社

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

会
場

借
上

料
2
5
0
,
0
0
0

△
△

会
館

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

案
内

状
印

刷
代

R
○

．１
０

．２
０

○
○

印
刷

株
式

会
社

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
2
5
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☑
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
大

会
費

　
）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）：

５
万

円
未

満
の

支
出

は
、

一
括

し
て

そ
の

合
計

額
を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
：
１
件
当
た
り
の
金
額
が
１
万
円
超

の
支
出
に
つ
い
て
記
載
し
、
コ
ピ
ー
機

に
よ
り
複
写
し
た
領
収
書
の
写
し
を
添

付
す
る
こ
と
。
な
お
、
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
は
す
べ
て
の
領
収
書
を
保
管

す
る
こ
と
。

②
①
以
外
の
政
治
団
体
：

１
件
当
た
り
の
金
額
が
５
万
円
以
上
の

支
出
に
つ
い
て
記
載
し
、
コ
ピ
ー
機
に

よ
り
複
写
し
た
領
収
書
の
写
し
を
添
付

す
る
こ
と
。

な
お
、
①
・
②
に
満
た
な
い
支

出
の
場

合
は
、

一
括
し

て
そ
の
合
計
額

を
「
そ

の
他
の

支
出
」

欄
に
記
載
す
る

こ
と
（

領
収
書

の
写
し

も
不
要
）

（
2）

「
５

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

開
催
事

業
費
」

に
つ
い

て
は
、
複
数
の

政
治
資

金
パ
ー

テ
ィ
ー

を
開
催
し
た
場

合
、
パ

ー
テ
ィ

ー
ご
と

に
別
葉
と
し
、

最
後
の

ペ
ー
ジ

に
の
み

「
合
計
」
を
記

載
す
る

こ
と
。

(3
)

領
収
書
を
徴
し
難
か
っ
た
も
の

に
つ
い

て
は
、

「
領
収

書
等
を
徴
し
難

か
っ
た

支
出
の

明
細
書

」
を
提
出
す
る

こ
と
。

(4
)

金
融
機
関
等
へ
の
振
込
に
よ
る

支
出
は

、
「
振

込
明
細

書
に
係
る
支
出

目
的
書

」
に
振

込
明
細

書
の
写
し
を
添

付
し
て

提
出
す

る
こ
と

。

(5
)

項
目
別
区
分
は
、
総
括
表
の
項

目
を
、

適
宜
、

小
分
類

し
、
そ
れ
ぞ
れ

別
葉
と

し
て
作

成
す
る

こ
と
。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．６
．２

０

R
○

．６
．２

０

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
2
4
7
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
5
9
1
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
8
3
8
,
0
0
0

役
員

会
食

事
代

6
3
,
0
0
0

レ
ス

ト
ラ

ン
○

○
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

宿
泊

料
5
4
,
0
0
0

ホ
テ

ル
○

○
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

役
員

会
会

場
借

上
代

R
○

．６
．２

０
△

△
会

館
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

1
3
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☑
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
行

事
費

　
）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
２
．２

５

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
2
5
5
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
2
1
5
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
4
7
0
,
0
0
0

飲
食

代
5
5
,
0
0
0

○
○

ク
ラ

ブ
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

○
○

祝
賀

パ
ー

テ
ィ
ー

会
費

R
○

．８
．２

０
○

○
党

県
本

部
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

2
0
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☑
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
交

際
費

　
）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会
議
員
関
係
政
治
団

体
：
１
件
当
た
り
の
金
額
が
１
万
円
超

の
支
出
に
つ
い
て
記
載
し
、
コ
ピ
ー
機

に
よ
り
複
写
し
た
領
収
書
の
写
し
を
添

付
す
る
こ
と
。
な
お
、
国
会
議
員
関
係

政
治
団
体
は
す
べ
て
の
領
収
書
を
保
管

す
る
こ
と
。

②
①
以
外
の
政
治
団
体
：

１
件
当
た
り
の
金
額
が
５
万
円
以
上
の

支
出
に
つ
い
て
記
載
し
、
コ
ピ
ー
機
に

よ
り
複
写
し
た
領
収
書
の
写
し
を
添
付

す
る
こ
と
。

な
お
、
①
・
②
に
満
た
な
い
支

出
の
場

合
は
、

一
括
し

て
そ
の
合
計
額

を
「
そ

の
他
の

支
出
」

欄
に
記
載
す
る

こ
と
（

領
収
書

の
写
し

も
不
要
）

（
2）

「
５

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー

開
催
事

業
費
」

に
つ
い

て
は
、
複
数
の

政
治
資

金
パ
ー

テ
ィ
ー

を
開
催
し
た
場

合
、
パ

ー
テ
ィ

ー
ご
と

に
別
葉
と
し
、

最
後
の

ペ
ー
ジ

に
の
み

「
合
計
」
を
記

載
す
る

こ
と
。

(3
)

領
収
書
を
徴
し
難
か
っ
た
も
の

に
つ
い

て
は
、

「
領
収

書
等
を
徴
し
難

か
っ
た

支
出
の

明
細
書

」
を
提
出
す
る

こ
と
。

(4
)

金
融
機
関
等
へ
の
振
込
に
よ
る

支
出
は

、
「
振

込
明
細

書
に
係
る
支
出

目
的
書

」
に
振

込
明
細

書
の
写
し
を
添

付
し
て

提
出
す

る
こ
と

。

(5
)

項
目
別
区
分
は
、
総
括
表
の
項

目
を
、

適
宜
、

小
分
類

し
、
そ
れ
ぞ
れ

別
葉
と

し
て
作

成
す
る

こ
と
。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．９
．３

０

R
○

．９
．３

０

R
○

．９
．３

０

R
○

．９
．３

０

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☑

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
陣

中
見

舞
　

）
支

　
出

　
の

　
目

　
的

金
額

支
出

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名

称
）

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

陣
中

見
舞

R
○

．９
．３

０
Ａ

山
太

郎
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

5
0
0
,
0
0
0

〃
5
0
0
,
0
0
0

Ｃ
野

一
郎

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

〃
5
0
0
,
0
0
0

Ｂ
川

二
郎

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

〃
5
0
0
,
0
0
0

Ｅ
田

司
郎

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

〃
5
0
0
,
0
0
0

Ｄ
村

三
朗

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
2
,
5
0
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
5
0
0
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
3
,
0
0
0
,
0
0
0

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（政
党

・
資

金
管

理
団

体
・後

援
会

等
）
：５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．２
．１

５

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
2
5
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
3
0
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
2
8
0
,
0
0
0

発
送

費
1
0
0
,
0
0
0

○
○

郵
便

局
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

印
刷

費
R

○
．１

．１
５

○
○

印
刷

株
式

会
社

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
1
5
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名

称
）

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☑
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
甲

機
関

紙
印

刷
費

）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（政
党

・
資

金
管

理
団

体
・後

援
会

等
）
：５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．７
．５

R
○

．１
１．

２
０

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
3
,
3
1
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
5
5
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
3
,
3
6
5
,
0
0
0

自
動

車
取

得
税

1
5
0
,
0
0
0

○
○

県
税

事
務

所
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

街
宣

車
ガ

ソ
リ
ン

代
1
6
0
,
0
0
0

㈱
○

○
燃

料
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

宣
伝

用
自

動
車

購
入

費
R

○
．６

．１
５

㈱
○

○
自

動
車

販
売

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
3
,
0
0
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名

称
）

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☑
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
自

動
車

購
入

・維
持

費
）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（政
党

・資
金

管
理

団
体

・
後

援
会

等
）
：５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。

86



（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．４
．１

（
ポ

ス
タ

ー
作

成
費

）

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☑
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

金
額

支
出

を
受

け
た

者
の

氏
名

（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）

印
刷

費
R

○
．３

．２
５

○
○

印
刷

株
式

会
社

神
奈

川
県

川
崎

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
7
0
0
,
0
0
0

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

支
　

出
　

の
　

目
　

的

立
看

板
作

成
費

6
0
,
0
0
0

○
○

塗
装

店
東

京
都

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

合
　

　
　

　
　

計
1
,
0
1
5
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
2
5
5
,
0
0
0

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
7
6
0
,
0
0
0

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：１
万

円
以

下
、

そ
れ

以
外

の
政

治
団

体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．３
．１

R
○

．３
．１

R
○

．２
．１

R
○

．２
．１

０

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☑

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　

甲
パ

ー
テ

ィ
ー

　
）

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

講
師

謝
礼

R
○

．３
．１

○
野

乙
郎

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
1
0
0
,
0
0
0

食
事

代
2
,
0
0
0
,
0
0
0

○
○

ホ
テ

ル
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

会
場

借
上

費
1
,
0
0
0
,
0
0
0

○
○

ホ
テ

ル
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

案
内

状
発

送
費

4
2
0
,
0
0
0

○
○

郵
便

局
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

案
内

状
印

刷
費

1
,
0
0
0
,
0
0
0

㈱
○

○
印

刷
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
4
,
5
2
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
9
0
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（政
党

・
資

金
管

理
団

体
・後

援
会

等
）
：５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
１
万

円
超
の

支
出
に

つ
い
て

記
載
し

、
コ
ピ

ー
機
に

よ
り
複

写
し
た

領
収
書

の
写
し

を
添
付

す
る
こ

と
。
な

お
、
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

は
す
べ

て
の
領

収
書
を

保
管
す

る
こ
と

。

②
①

以
外
の

政
治
団

体
：
１

件
当
た

り
の
金

額
が
５

万
円
以

上
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー

機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を

添
付
す

る
こ
と

。

な
お
、
①

・
②
に

満
た
な

い
支
出
の
場
合
は
、
一
括
し
て
そ
の
合

計
額
を
「
そ
の
他
の
支
出
」
欄
に
記
載

す
る
こ
と
（
領
収
書
の
写
し
も
不
要
）

（
2）

「
５

政
治
資
金

パ
ー
テ

ィ
ー
開
催
事
業
費
」
に
つ
い
て
は
、
複

数
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
し

た
場
合
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
と

し
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
の
み
「
合
計
」

を
記
載
す
る
こ
と
。

(3
)

領
収
書
を

徴
し
難

か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
「
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
。

(4
)

金
融
機
関

等
へ
の

振
込
に

よ
る
支
出
は
、
「
振
込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
」
に
振
込
明
細
書
の
写
し

を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

(5
)

項
目
別
区

分
は
、

総
括
表

の
項
目
を
、
適
宜
、
小
分
類
し
、
そ
れ

ぞ
れ
別
葉
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

【注
意

】

開
催

し
た

パ
ー

テ
ィ

ー
が

複
数

に
わ

た
る

場
合

、
合

計
欄

は
最

後
の

ペ
ー

ジ
と

な
る

パ
ー

テ
ィ

ー
開

催
事

業
費

に
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

【
注

意
】

複
数

の
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

を
開

催
し

た
場

合
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

別
葉

と
し

、

最
後

の
ペ

ー
ジ

に
の

み
「合

計
」
を

記
載

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
０

．１

R
○

．１
０

．１

R
○

．８
．１

R
○

．８
．１

０

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☑

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　

乙
パ

ー
テ

ィ
ー

　
）

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

講
師

謝
礼

R
○

．１
０

．１
○

野
乙

郎
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

1
0
0
,
0
0
0

食
事

代
3
5
0
,
0
0
0

△
△

ホ
テ

ル
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

会
場

借
上

費
1
5
0
,
0
0
0

△
△

ホ
テ

ル
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

案
内

状
発

送
費

7
7
,
5
0
0

○
○

郵
便

局
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

案
内

状
印

刷
費

2
0
0
,
0
0
0

㈱
○

○
印

刷
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
8
7
7
,
5
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
4
4
,
5
0
0

合
　

　
　

　
　

計
5
,
5
3
2
,
0
0
0

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（政
党

・
資

金
管

理
団

体
・後

援
会

等
）
：５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「そ
の

他
の

支
出

」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
１
万

円
超
の

支
出
に

つ
い
て

記
載
し

、
コ
ピ

ー
機
に

よ
り
複

写
し
た

領
収
書

の
写
し

を
添
付

す
る
こ

と
。
な

お
、
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

は
す
べ

て
の
領

収
書
を

保
管
す

る
こ
と

。

②
①

以
外
の

政
治
団

体
：
１

件
当
た

り
の
金

額
が
５

万
円
以

上
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー

機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を

添
付
す

る
こ
と

。

な
お
、
①

・
②
に

満
た
な

い
支
出
の
場
合
は
、
一
括
し
て
そ
の
合

計
額
を
「
そ
の
他
の
支
出
」
欄
に
記
載

す
る
こ
と
（
領
収
書
の
写
し
も
不
要
）

（
2）

「
５

政
治
資
金

パ
ー
テ

ィ
ー
開
催
事
業
費
」
に
つ
い
て
は
、
複

数
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
し

た
場
合
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
と

し
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
の
み
「
合
計
」

を
記
載
す
る
こ
と
。

(3
)

領
収
書
を

徴
し
難

か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
「
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
。

(4
)

金
融
機
関

等
へ
の

振
込
に

よ
る
支
出
は
、
「
振
込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
」
に
振
込
明
細
書
の
写
し

を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

(5
)

項
目
別
区

分
は
、

総
括
表

の
項
目
を
、
適
宜
、
小
分
類
し
、
そ
れ

ぞ
れ
別
葉
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

【注
意

】

開
催

し
た

パ
ー

テ
ィ

ー
が

複
数

に
わ

た
る

場
合

、
合

計
欄

は
最

後
の

ペ
ー

ジ
と

な
る

パ
ー

テ
ィ

ー
開

催
事

業
費

に
の

み
記

入
す

る
こ

と
。

【
注

意
】

複
数

の
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
ー

を
開

催
し

た
場

合
、

パ
ー

テ
ィ

ー
ご

と
に

別
葉

と
し

、

最
後

の
ペ

ー
ジ

に
の

み
「合

計
」
を

記
載

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
１．

５

R
○

．１
１．

３
０

R
○

．１
１．

３
０

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
3
6
2
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
4
8
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
4
1
0
,
0
0
0

講
師

謝
礼

1
0
0
,
0
0
0

Ｇ
本

八
郎

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

案
内

状
発

送
費

6
2
,
0
0
0

○
○

郵
便

局
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

講
演

会
会

場
借

上
料

1
0
0
,
0
0
0

○
○

会
館

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

案
内

状
印

刷
費

R
○

．１
１．

１
㈱

○
○

印
刷

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
1
0
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名

称
）

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☑
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
講

演
会

開
催

費
 ）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【注
意

】
１

件
当

た
り

の
金

額
が

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
2
5
3
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
2
5
3
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☑

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
 書

籍
購

入
費

 ）

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
０

．１
５

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
8
0
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
2
0
0
,
0
0
0

合
　

　
　

　
　

計
1
,
0
0
0
,
0
0
0

寄
附

5
0
0
,
0
0
0

○
○

政
治

連
盟

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

寄
附

R
○

．１
．２

５
○

×
後

援
会

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
3
0
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
名

称
）

支
 出

 を
 受

 け
 た

 者
 の

 住
 所

(団
体

に
あ

っ
て

は
、

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

)
備

　
考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☑
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
  
寄

附
金

  
）

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【注
意

】
１

件
当

た
り

の
金

額
が

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）：

５
万

円
未

満
の

支
出

は
、

一
括

し
て

そ
の

合
計

額
を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
１
万

円
超
の

支
出
に

つ
い
て

記
載
し

、
コ
ピ

ー
機
に

よ
り
複

写
し
た

領
収
書

の
写
し

を
添
付

す
る
こ

と
。
な

お
、
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

は
す
べ

て
の
領

収
書
を

保
管
す

る
こ
と

。

②
①

以
外
の

政
治
団

体
：
１

件
当
た

り
の
金

額
が
５

万
円
以

上
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー

機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を

添
付
す

る
こ
と

。

な
お
、
①

・
②
に

満
た
な

い
支
出
の
場
合
は
、
一
括
し
て
そ
の
合

計
額
を
「
そ
の
他
の
支
出
」
欄
に
記
載

す
る
こ
と
（
領
収
書
の
写
し
も
不
要
）

（
2）

「
５

政
治
資
金

パ
ー
テ

ィ
ー
開
催
事
業
費
」
に
つ
い
て
は
、
複

数
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
し

た
場
合
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
と

し
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
の
み
「
合
計
」

を
記
載
す
る
こ
と
。

(3
)

領
収
書
を

徴
し
難

か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
「
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
。

(4
)

金
融
機
関

等
へ
の

振
込
に

よ
る
支
出
は
、
「
振
込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
」
に
振
込
明
細
書
の
写
し

を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

(5
)

項
目
別
区

分
は
、

総
括
表

の
項
目
を
、
適
宜
、
小
分
類
し
、
そ
れ

ぞ
れ
別
葉
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。

92



（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
０

．１

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
1
,
0
0
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
0

合
　

　
　

　
　

計
1
,
0
0
0
,
0
0
0

支
部

交
付

金
5
0
0
,
0
0
0

甲
友

会
　

○
○

市
支

部
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

支
部

交
付

金
R

○
．７

．１
甲

友
会

　
○

○
市

支
部

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
5
0
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、

そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☑
８

寄
附

・
交

付
金

☐
９

そ
の

他
の

経
費

（
  
交

付
金

  
）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

・
本

部
又

は
支

部
へ

の
交

付
金

を
記

載
す

る
。

・
本

部
又

は
支

部
に

対
し

て
供

与
し

た
交

付
金

は
、

す
べ

て
（
そ

の
１

６
）
に

再
掲

す
る

こ
と

。

・本
部

又
は

他
の

支
部

へ
の

交
付

金
に

係
る

支
出

は
寄

附
に

該
当

し
な

い
た

め
、

交
付

金
と

し
て

こ
の

表
に

記
載

す
る

こ
と

。

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・後

援
会

等
）：

５
万

円
未

満
の

支
出

は
、

一
括

し
て

そ
の

合
計

額
を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
1
0
0
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
0

合
　

　
　

　
　

計
1
0
0
,
0
0
0

金
銭

以
外

の
も

の
に

よ
る

寄
附

相
当

分
R

○
．１

．１
０

Ｃ
山

花
子

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地
コ

ピ
ー

機
の

無
償

提
供

1
0
0
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☑
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
金

銭
以

外
の

も
の

に
よ

る
寄

附
相

当
分

 ）

※
具
体

的
に

記
入

す
る

こ
と

。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」
欄

に
記

載
す

る
こ

と
（領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国
会

議
員
関

係
政
治
団
体
：

１
件
当

た
り
の

金
額
が

１
万
円
超
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー
機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を
添
付
す

る
こ
と

。
な
お

、
国
会

議
員
関
係
政
治

団
体
は

す
べ
て

の
領
収

書
を
保
管
す
る

こ
と
。

②
①
以

外
の
政

治
団
体
：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
５
万

円
以
上
の
支
出

に
つ
い

て
記
載

し
、
コ

ピ
ー
機
に
よ
り

複
写
し

た
領
収

書
の
写

し
を
添
付
す
る

こ
と
。

な
お

、
①
・

②
に
満

た
な
い

支
出
の

場
合
は

、
一
括

し
て
そ

の
合
計

額
を
「

そ
の
他

の
支
出

」
欄
に

記
載
す

る
こ
と

（
領
収

書
の
写

し
も
不

要
）

（
2）

「
５

政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
開
催

事
業
費

」
に
つ

い
て
は

、
複
数

の
政
治

資
金
パ

ー
テ
ィ

ー
を
開

催
し
た

場
合
、

パ
ー
テ

ィ
ー
ご

と
に
別

葉
と
し

、
最
後

の
ペ
ー

ジ
に
の

み
「
合

計
」
を

記
載
す

る
こ
と

。

(3
)

領
収

書
を
徴

し
難
か

っ
た
も

の
に
つ

い
て
は

、
「
領

収
書
等

を
徴
し

難
か
っ

た
支
出

の
明
細

書
」
を

提
出
す

る
こ
と

。

(4
)

金
融

機
関
等

へ
の
振

込
に
よ

る
支
出

は
、
「

振
込
明

細
書
に

係
る
支

出
目
的

書
」
に

振
込
明

細
書
の

写
し
を

添
付
し

て
提
出

す
る
こ

と
。

(5
)

項
目

別
区
分

は
、
総

括
表
の

項
目
を

、
適
宜

、
小
分

類
し
、

そ
れ
ぞ

れ
別
葉

と
し
て

作
成
す

る
こ
と

。
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（
そ

の
1
5
）

　
(
２

)
　

政
治

活
動

費
の

内
訳

項
目

別
区

分
小

分
類

年
 
月

 
日

十
億

百
万

千
円

　

こ
　

の
　

頁
　

の
　

小
　

計
4
6
6
,
0
0
0

そ
　

の
　

他
　

の
　

支
　

出
0

合
　

　
　

　
　

計
4
6
6
,
0
0
0

借
入

金
返

済
R

○
．１

．１
０

甲
銀

行
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

4
6
6
,
0
0
0

支
　

出
　

の
　

目
　

的
金

額
支

出
を

受
け

た
者

の
氏

名
（
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

名
称

）
支

 出
 を

 受
 け

 た
 者

 の
 住

 所
(団

体
に

あ
っ

て
は

、
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地
)

備
　

考

↓
該

当
す

る
項

目
に

必
ず

☑
を

す
る

こ
と

↓
該

当
す

る
分

類
を

必
ず

記
入

す
る

こ
と

項
目

別
区

分

（
該

当
す

る
項

目
に

☑
）

☐
１

組
織

活
動

費
☐

２
選

挙
関

係
費

☐
３

機
関

紙
誌

の
発

行
事

業
費

☐
４

宣
伝

事
業

費
☐

５
政

治
資

金
パ

ー
テ

ィ
開

催
事

業
費

☐
６

そ
の

他
の

事
業

費
☐

７
調

査
研

究
費

☐
８

寄
附

・
交

付
金

☑
９

そ
の

他
の

経
費

（
　
借

入
金

返
済

　
）

※
具

体
的

に
記

入
す

る
こ

と
。

(そ
の

13
-
2
)注

意
事

項
の

う
ち

、
項

目

別
区

分
（
小

分
類

）例
を

参
考

に
記

入

【
注

意
】

１
件

当
た

り
の

金
額

が
、

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

：
１

万
円

以
下

、
そ

れ
以

外
の

政
治

団
体

（
政

党
・
資

金
管

理
団

体
・
後

援
会

等
）
：
５

万
円

未
満

の
支

出
は

、
一

括
し

て
そ

の
合

計
額

を

「
そ

の
他

の
支

出
」欄

に
記

載
す

る
こ

と
（
領

収
書

の
写

し
も

不
要

）。

な
お

、
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
は

す
べ

て
の

領
収

書
を

保
管

す
る

こ
と

。

注
意

(1
)

①
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

：
１
件

当
た
り

の
金
額

が
１
万

円
超
の

支
出
に

つ
い
て

記
載
し

、
コ
ピ

ー
機
に

よ
り
複

写
し
た

領
収
書

の
写
し

を
添
付

す
る
こ

と
。
な

お
、
国

会
議
員

関
係
政

治
団
体

は
す
べ

て
の
領

収
書
を

保
管
す

る
こ
と

。

②
①

以
外
の

政
治
団

体
：
１

件
当
た

り
の
金

額
が
５

万
円
以

上
の
支

出
に
つ

い
て
記

載
し
、

コ
ピ
ー

機
に
よ

り
複
写

し
た
領

収
書
の

写
し
を

添
付
す

る
こ
と

。

な
お
、
①

・
②
に

満
た
な

い
支
出
の
場
合
は
、
一
括
し
て
そ
の
合

計
額
を
「
そ
の
他
の
支
出
」
欄
に
記
載

す
る
こ
と
（
領
収
書
の
写
し
も
不
要
）

（
2）

「
５

政
治
資
金

パ
ー
テ

ィ
ー
開
催
事
業
費
」
に
つ
い
て
は
、
複

数
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
催
し

た
場
合
、
パ
ー
テ
ィ
ー
ご
と
に
別
葉
と

し
、
最
後
の
ペ
ー
ジ
に
の
み
「
合
計
」

を
記
載
す
る
こ
と
。

(3
)

領
収
書
を

徴
し
難

か
っ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
「
領
収
書
等
を
徴

し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
」
を
提
出

す
る
こ
と
。

(4
)

金
融
機
関

等
へ
の

振
込
に

よ
る
支
出
は
、
「
振
込
明
細
書
に
係
る

支
出
目
的
書
」
に
振
込
明
細
書
の
写
し

を
添
付
し
て
提
出
す
る
こ
と
。

(5
)

項
目
別
区

分
は
、

総
括
表

の
項
目
を
、
適
宜
、
小
分
類
し
、
そ
れ

ぞ
れ
別
葉
と
し
て
作
成
す
る
こ
と
。
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（
そ

の
1
6
）

　
(
４

)
　

本
部

又
は

支
部

に
対

し
て

供
与

し
た

交
付

金
に

係
る

支
出

の
内

訳

十
億

百
万

千
円

　

R
○

．１
０

．１
千

葉
市

○
○

区
○

○
町

○
○

番
地

こ
の

頁
の

小
計

合
計

交
付

金

備
　

考

千
葉

市
○

○
区

○
○

町
○

○
番

地

年
 
月

 
日

交
付

金
の

供
与

を
受

け
た

本
部

又
は

支
部

の
名

称
主

た
る

事
務

所
の

所
在

地

R
○

．７
．１

甲
友

会
　

○
○

市
支

部

支
　

出
　

項
　

目

1
,
0
0
0
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

金
額

5
0
0
,
0
0
0

5
0
0
,
0
0
0

甲
友

会
　

○
○

市
支

部
交

付
金

【
注

意
】

・
本

様
式

の
合

計
額

つ
い

て
、

様
式

（そ
の

１
３

－
１

）支
出

総
括

表
の

「う
ち

本
部

・支
部

間
の

交
付

金
合

計
」欄

へ
の

記
載

を

忘
れ

な
い

よ
う

に
す

る
こ

と
。

・
様

式
（
そ

の
１

５
）の

交
付

金
の

う
ち

、
当

該
政

治
団

体
の

本
部

ま
た

は
他

の
支

部
に

対
す

る
交

付
金

の
合

計
額

と
一

致
さ

せ
る

こ
と

。
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（
そ

の
1
7
）

全
団

体
必

要
１

　
資

産
等

の
総

括
表

 
　

資
　

産
　

等
　

の
　

有
　

無

有

全
団

体
必

要

 
ク

出
資

に
よ

る
権

利

 
ケ

貸
付

先
ご

と
の

残
高

が
1
0
0
万

円
を

超
え

る
貸

付
金

　
注

意
(
1
)
す

べ
て

の
団

体
が

提
出

す
る

も
の

で
あ
る
こ
と
。

　
　

　
(
2
)
団

体
と

し
て

の
資

産
等

に
つ

い
て

記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
項
目
に
つ
い
て
有
・
無
の
い
ず
れ
か
に

「
✓

」
を
付
す
こ
と
。

　
　

　
(
3
)
「

有
」

欄
に

✓
を

付
け

た
資

産
等

に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
訳
を
表
(
そ
の
1
8
)
に
記
載
す
る
こ
と
。

 
コ

支
払

わ
れ

た
金

額
が

1
0
0

万
円

を
超

え
る

敷
金

 
サ

取
得

の
価

額
が

1
0
0
万

円
を

超
え

る
施

設
の

利
用

に
関

す
る

権
利

 
シ

借
入

先
ご

と
の

残
高

が
1
0
0
万

円
を

超
え

る
借

入
金

 
オ

預
金

(
普

通
預

金
及

び
当

座
預

金
を

除
く

。
)

又
は

貯
金

(
普

通
貯

金
を

除
く

。
)

 
カ

金
銭

信
託

 
キ

有
価

証
券

 
ウ

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
地

上
権

又
は

土
地

の
賃

借
権

 
ア

土
地

 
エ

取
得

の
価

額
が

1
0
0

万
円

を
超

え
る

動
産

　
　

　
　

資
　

　
産

　
　

等
　

　
の

　
　

状
　

　
況

資
　

産
　

等
　

の
　

項
　

目
　

別
　

区
　

分
無

備
　

　
考

 
イ

建
物

・全
て

の
資

産
等

に
つ

い
て

「
無

」
の

場
合

で

あ
っ

て
も

、
「
無

」欄
に

し
て

、
必

ず
提

出
す

る
こ

と
。

・「
有

」
欄

に
を

付
け

た
資

産
等

に
つ

い
て

は
、

そ
の

内
訳

を
（
そ

の
18

）

に
記

載
す

る
こ

と
。
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（
そ

の
1
8
）

２
　

資
産

等
の

項
目

別
内

訳

 
資

 
産

 
等

 
の

 
内

 
訳

十
億

百
万

千
円

　

こ
の

頁
の

小
計

合
計

宣
伝

用
自

動
車

R
○

．６
．１

５

　
(
該
当
す
る
項
目
に

☑
)

　
☐

ア
 
土
地
　
　
　
　

☑
エ
 
動
産
　
　
　
　

☐
キ
 
有
価
証
券
　
　

☐
コ
 
敷
金

　
☐

イ
 
建
物
　
　
　
　

☐
オ
 
預
金
等
　
　
　

☐
ク
 
出
資
　
　
　
　

☐
サ
 
会
員
権
等

　
☐

ウ
 
地
上
権
等
　
　

☐
カ
 
金
銭
信
託
　
　

☐
ケ
 
貸
付
金
　
　
　

☐
シ
 
借
入
金

摘
　

　
　

　
　

　
　

要
金

額
年

月
日

備
　

　
　

　
　

　
　

考

項
目

別
区

分

１台
3
,
0
0
0
,
0
0
0

注
意

(
1
)
資

産
等
の

項
目

別
区

分
ご

と
に

別
葉

と
し

、
必
要
に
応
じ
て
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
。

　
　

(
2
)
「

摘
要
」

欄
、

「
備

考
」

欄
等

の
記

載
に

つ
い
て
は
次
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

3
,
0
0
0
,
0
0
0

3
,
0
0
0
,
0
0
0

98



（
そ

の
1
8
）

２
　

資
産

等
の

項
目

別
内

訳

 
資

 
産

 
等

 
の

 
内

 
訳

十
億

百
万

千
円

　

こ
の

頁
の

小
計

合
計

摘
　

　
　

　
　

　
　

要

2
,
0
0
0
,
0
0
0

千
葉

一
郎

備
　

　
　

　
　

　
　

考

　
(
該
当
す
る
項
目
に

☑
)

　
☐

ア
 
土
地
　
　
　
　

☐
エ
 
動
産
　
　
　
　

☐
キ
 
有
価
証
券
　
　

☐
コ
 
敷
金

　
☐

イ
 
建
物
　
　
　
　

☐
オ
 
預
金
等
　
　
　

☐
ク
 
出
資
　
　
　
　

☐
サ
 
会
員
権
等

　
☐

ウ
 
地
上
権
等
　
　

☐
カ
 
金
銭
信
託
　
　

☐
ケ
 
貸
付
金
　
　
　

☑
シ
 
借
入
金

年
月

日
金

額

項
目

別
区

分

注
意

(
1
)
資

産
等
の

項
目

別
区

分
ご

と
に

別
葉

と
し

、
必
要
に
応
じ
て
コ
ピ
ー
す
る
こ
と
。

　
　

(
2
)
「

摘
要
」

欄
、

「
備

考
」

欄
等

の
記

載
に

つ
い
て
は
次
の
ペ
ー
ジ
を
参
照
の
こ
と
。

2
,
0
0
0
,
0
0
0

2
,
0
0
0
,
0
0
0
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収
支

報
告

書
に

記
載

す
べ

き
範

囲
摘

要
金

額
年

月
日

備
考

収
支

報
告

書
に

記
載

す
べ

き
範

囲
摘

要
金

額
年

月
日

備
考

ア
土

地
す

べ
て

の
土

地
所

　
在

取
得
の
価
額

取
得
年
月
日

面
　
積

キ
有

価
証

券

　
金
融
商
品
取
引
法
第

２
条
第
１
項
及
び
第
２

項
に
規
定
す
る
有
価
証

券

種
類

（
国

債
･

株
式

等
)

取
得
の
価
額

取
得
年
月
日

銘
柄

及
び

数
量

（
何

年
何

月
発

行
1
0
年

国
債

〔
額

面
1
0
0
万

円
〕

等

イ
建

物
す

べ
て

の
建

物
所

　
在

取
得
の
価
額

取
得
年
月
日

床
面
積

ク
出

資
に

よ
る

権
利

　
す
べ
て
の
出
資
に
よ

る
権
利

出
 
資
 
先

出
資
先
ご

と
の
金
額

出
資
年
月
日

ウ

建
物

の
所

有
を

目
的

と
す

る
地

上
権

又
は

土
地

の
賃

借
権

　
建

物
の

所
有

を
目

的
と

す
る

す
べ

て
の

地
上

権
又

は
土

地
の

賃
借

権

土
地

の
所

在
及

び
種

別
取
得
の
価
額

取
得
年
月
日

面
　
積

ケ
貸

付
金

　
貸
付
先
ご
と
の
残
高

が
1
0
0
万
円
を
超
え
る

も
の

貸
 
付
 
先

貸
付
先
ご

と
の
残
高

エ
動

産
　

取
得

の
価

額
が

1
0
0

万
円

を
超

え
る

も
の

品
　

目
取
得
の
価
額

取
得
年
月
日

数
　
量

コ
敷

金
　
支
払
わ
れ
た
金
額
が

1
0
0
万
円
を
超
え
る
も

の
支
払
先

敷
金
の
額

支
払
年
月
日

オ
預

金
又

は
貯

金
　

普
通

預
金

及
び

当
座

預
金

、
普

通
貯

金
を

除
く

預
金

若
し

く
は

貯
金

「
残

高
」

と
記

入
す

る
。

残
　
　
高

サ
施

設
の

利
用

に
関

す
る

権
利

　
取
得
の
価
額
が
1
0
0

万
円
を
超
え
る
も
の

種
類
（
ゴ

ル
フ
場
会

員
権
等
）

取
得
の
価
額

取
得
年
月
日

対
象

と
な

る
施

設
の

名
称

（
甲

カ
ン

ト
リ

ー
ク

ラ
ブ

等
）

カ
金

銭
信

託
す

べ
て

の
金

銭
信

託
｢
金

銭
信

託
｣

と
記

入
す

る
。

信
託
し
て
い

る
金
銭
の
額

設
定
年
月
日

シ
借

入
金

　
借
入
先
ご
と
の
残
高

が
1
0
0
万
円
を
超
え
る

も
の

借
入
先
（
甲

銀
行
〔
乙
支

店
〕
)
等

借
入
先
ご

と
の
残
高

資
産

の
項

目
資

産
の

項
目
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項
　

　
　

目
摘

　
　

　
要

百
万

千
円

　

事
務

所
費

事
務

所
の

賃
料

損
料

（
１月

分
）

R
○

．１
．１

そ
の

他
の

経
費

金
銭

以
外

の
も

の
に

よ
る

寄
附

相
当

分
R

○
．１

．１
０

甲
友

会

乙
野

　
次

郎

（
備

考
）

　
１

　
｢
支

出
の

目
的

｣
 
の

「
項

目
」

欄
に

は
、

表
（

そ
の

１
３

－
２

）
に

あ
る

「
項

目
」

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
２

　
｢
支

出
の

目
的

」
の

「
摘

要
」

欄
に

は
、

表
（

そ
の

１
４

－
１

）
～

（
１

４
－

３
）

及
び

（
そ

の
１

５
）

に
あ

る
「

支
出

の
目

的
」

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
３

　
｢
領

収
書

等
を

徴
し

難
か

っ
た

事
情

｣
 
欄

に
は

、
「

無
償

提
供

の
た

め
」

（
金

銭
以

外
の

も
の

に
よ

る
寄

附
が

あ
る

場
合

）
等

　
と

い
う

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
支

出
の

明
細

書

領
収

書
等

を
徴

し
難

か
っ

た
事

情
支

　
　

出
　

　
の

　
　

目
　

　
的

年
　

月
　

日
金

額

会
計

責
任

者
の

氏
名

政
治

団
体

の
名

称

1
0
0
,
0
0
0

1
0
0
,
0
0
0

口
座

振
替

の
た

め

無
償

提
供

の
た

め
（
金

銭
以

外
に

よ
る

寄
附

が
あ

る
場

合
）

印乙 野

【
注

意
】

会
計

責
任

者
は

必
ず

署
名

又
は

記
名

押
印

す
る

こ
と

。
※

会
計

責
任

者
印

の
押

印
省

略
を

希
望

す
る

場
合

に
は

、
別

途
、

書

類
等

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
県

選
管

へ
連

絡
す

る
こ

と
。
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摘
　

要
会

場
借

上
料

　
政

治
団

体
の

名
称

（
備

考
）

　
１

　
「

項
目

」
欄

に
は

、
表

（
そ

の
１

３
－

２
）

に
あ

る
「

項
目

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

　
２

　
「

摘
要

」
欄

に
は

、
表

（
そ

の
１

４
－

１
）

～
（

１
４

－
３

）
及

び
（

そ
の

１
５

）
に

あ
る

「
支

出
の

目
的

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

　
３

　
支

出
の

目
的

ご
と

に
別

葉
と

す
る

こ
と

。

　
４

　
支

出
の

目
的

に
対

応
す

る
振

込
明

細
書

の
写

し
（

当
該

振
込

明
細

書
を

複
写

機
に

よ
り

複
写

し
た

も
の

に
限

る
）

と
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

。

振
 
込

 
明

 
細

 
書

 
に

 
係

 
る

 
支

 
出

 
目

 
的

 
書

甲
友

会

支
　

出
　

の
　

目
　

的
項

　
目

組
織

活
動

費

【注
意

】

振
込

明
細

書
の

写
し

の
余

白
に

支
出

の
目

的
が

記
載

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
こ

の
様

式
の

提
出

は
不

要
。

支
出

の
目

的
が

記
載

さ
れ

て
い

な
い

場
合

は
、

こ
の

様
式

に
支

出
の

目
的

と
政

治
団

体
名

を
記

載
し

、
振

込
明

細
書

と
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

。
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（
そ

の
2
0
）

添
　

付
　

書
　

類
 
(
別

添
の

と
お

り
)

領
収

書
等

の
写

し

監
査

意
見

書
（

政
党

及
び

政
治

資
金

団
体

に
限

る
。

）

政
治

資
金

監
査

報
告

書
（

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
限

る
。

）

確
認

書
（

国
会

議
員

関
係

政
治

団
体

に
限

る
。

）
※

令
和

８
年

分
以

降
の

収
支

報
告

書
か

ら
添

付
す

る
こ

と
。

こ
の

報
告

書
は

、
政

治
資

金
規

正
法

に
従

っ
て

作
成

し
た

も
の

で
あ

っ
て

、
真

実
に

相
違

あ
り

ま
せ

ん
。

令
和

○
年

2
月

1
0

日

政
治

団
体

の
名

称

会
計

責
任

者
の

氏
名

(
代

表
者

の
氏

名
)

※
解

散
の

場
合

は
、

解
散

届
も

必
要

と
な

り
ま

す
。

宣
　

　
　

　
　

誓
　

　
　

　
　

書

甲
友

会

乙
野

　
次

郎
印

全
団
体
必

要

印

（
以

下
は

解
散

届
提

出
時

の
み

記
入
）

全
団
体
必

要

【
注

意
】

会
計

責
任

者
が

収
支

報
告

書
、

会
計

帳
簿

の

内
容

等
を

確
認

し
た

日
付

を
記

載
す

る
こ

と
。

※
必

ず
会

計
年

の
翌

年
１

月
以

降
の

日
付

を

【
注

意
】

会
計

責
任

者
は

必
ず

署
名

又
は

記
名

押
印

す
る

こ
と

。
※

会
計

責
任

者
印

の
押

印
省

略
を

希
望

す
る

場
合

に
は

、
別

途
、

書
類

等
が

必
要

で
あ

る
た

め
、

県
選

管
へ

連
絡

す
る

こ
と

。

【
注

意
】
代

表
者

に
つ

い
て

は
、

解
散

届
の

提

出
時

に
添

付
さ

れ
た

収
支

報
告

書
に

の
み

署

名
・
押

印
す

る
こ

と
。

通
常

は
記

入
し

な
い

！

【
注

意
】

添
付

し
た

書
類

に
は

、
を

つ
け

る
こ

と
。

【
注

意
】

政
党

本
部

の
み

を
つ

け
る

こ
と

。

【
注

意
】
国

会
議

員
関

係
政

治
団

体
の

み
す

る
こ

と
。

※
確

認
書

は
令

和
８

年
分

収
支

報
告

書
か

ら
添

付
す

る
こ

と

（
解

散
時

は
確

認
書

は
不

要
）

乙 野
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（※）主たる構成員が外国人又は外国法人である日本法人のうち上場会社であってその発行する株式が証券 

取引所において５年以上継続して上場されているものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．寄附の質的制限

① ○

○

②

③

④

⑤ ○

⑥ ○

⑦

＜参考資料＞

22の5

何人も、偽名又は匿名で

22の6

その欠損がうめら
れるまでの間

時期を問わず

同　　上

三事業年度以上にわたり継続し
て欠損を生じている会社

22の4

外国人及び外国法人、主たる構
成員が外国人である団体

違法寄附を知
りながらの受
領禁止

寄附の受領禁
止

政治活動に関する寄附

政治活動に関する寄附

地方公共団体から補助金、負担
金、利子補給金その他の給付金
の交付の決定を受けた会社その
他の法人

補給金等の交付決
定の通知を受けた
日から１年間

当該地方公共団体の議会の議員、長の選
挙の候補者等、これらの者の資金管理団
体及びその後援団体又はこれらの候補者
等を公認、推せん、支持する政治団体へ
の政治活動に関する寄附

22の3④

地方公共団体から資本金、基本
金等の出資又は拠出を受けてい
る会社その他の法人

資本金等を受けて
いる期間

22の3④

国から資本金、基本金等の出資
又は拠出を受けている会社その
他の法人

22の3②

資本金等を受けて
いる期間

政治活動（選挙運動を含む。以下同じ）
に関する寄附

寄附の勧誘、
要求の禁止

違法寄附を知
りながらの受
領禁止

（22の3⑤⑥）

同　　上

国から補助金、負担金、利子補
給金その他の給付金の交付の決
定を受けた会社その他の法人

22の3①

補給金等の交付決
定の通知を受けた
日から１年間

匿名寄附のうち街頭又は一
般に公開されている演説会
若しくは集会の会場におい
て受ける政党又は政治資金
団体に対する寄附で、その
金額が千円以下のもの

例外

禁止される期間寄附してはならない者 備　　考禁　止　の　内　容

政治資金規正法による寄附の制限

種 別 規 模 金 額

10億円未満 　750万円
10億円以上～50億円未満 1,500万円

100億円以上、資本額に応 1億円で
じて増加 頭打ち

２．寄附の量的制限（別表参照）

個 人

会 社

150万円※2

150万円

政党･政治資金団体 制限なし

資 金 管 理 団 体

公 職 の 候 補 者 等

その他の政治団体
（ 後 援 団 体 等 ）

1,000万円

備考
総 枠 制 限
（ 総 金 額 ・
の 限 度 額 )

個 別 制 限
(同一の者への
寄 附 限 度 額 )

総枠制限の内容

2,000万円 ＊

150万円※1

寄 附 者 受 領 者

制限なし政党･政治資金団体

その他の政治団体
（ 後 援 団 体 等 ）

公 職 の 候 補 者 等 寄附することはできない

50億円以上～100億円未満 3,000万円
資本金

資 金 管 理 団 体

＊750万円～
　　　1億円

（固　定　額）

（※） 

公 職 の 候 補 者 

公 職 の 候 補 者 
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《表の見方》 
例えば、個人を例にとりますと、ある個人が１年間に寄附できる寄附の総枠制限は、すべての政党・

政治資金団体に対してされる寄附を合計して 2,000 万円以内、すべての公職の候補者にされる寄附及

び政党・政治資金団体以外のすべての政治団体に対してされる寄附を合計して 1,000 万円以内となり

ます。 
また、個々の寄附は、それぞれ異なる公職の候補者及びそれぞれ異なる政党・政治資金団体以外の

すべての政治団体に対して寄附の個別制限の範囲内で、150 万円以内の寄附ができますが、寄附の総

枠の制限により、すべての公職の候補者に対する寄附の合計額と政党・政治資金団体以外のすべての

政治団体に対する寄附の合計額が 1,000 万円以内でなければいけません。 
一方、政党・政治資金団体に対する寄附は、個別制限の適用はありませんが、その合計額は、寄附

の総枠の制限により 2,000 万円以内でなければいけません。 

 

 

種 別 規 模 金 額

750万円～  5万人未満 　750万円
1億円  5万人以上10万人未満 1,500万円

10万人以上15万人未満 3,000万円
労 働 組 合 15万人以上、構成員に １億円で
職 員 団 体 応じて増加 頭打ち

2千万円未満 　750万円
2千万円以上6千万円未満 1,500万円

その他の団体 8千万円以上､年間経費に １億円で
政治団体を 応じて増加 頭打ち
除　　　く

政党･政治資金団体

資 金 管 理 団 体

公 職 の 候 補 者 等 制限なし※3

個 人 の 遺 贈

政党･政治資金団体 制限なし ＊

資金管理団体 資 金 管 理 団 体 5千万円

公 職 の 候 補 者 等 制限なし※3

上表の例外
　※１　資金管理団体の届出をした公職の候補者が、政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又は一部を当該資
　　　金管理団体に寄附するとき(特定寄附)は、寄附の量的制限のうち、個別制限及び総枠制限のいずれの適用もありません。
　　　　資金管理団体の届出をした公職の候補者が､当該資金管理団体に対してする寄附については、総枠制限1,000万円の適用は
　　　ありますが、個別制限の適用はありません。
　※２　選挙運動に関するものを除き、金銭及び有価証券による寄附（以下「金銭等」という。）は禁止されます。
　※３　政党を除く政治団体がする寄附については、選挙運動に関するものを除き、金銭等による寄附は禁止されます。

＊ 政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする寄附は、原則として、口座振込・振替によらなければなりません。

その他の政治団体
（ 後 援 団 体 等 ）

＊

＊

そ の 他 の
政 治 団 体

政　　　　党
政治資金団体 ＊

その他の政治団体
（ 後 援 団 体 等 ）

その他の政治団体
（ 後 援 団 体 等 ）

その他の政治団体
（ 後 援 団 体 等 ）

制限なし

制限なし

制限なし

5千万円

制限なし

公 職 の 候 補 者 等 寄附することはできない

6千万円以上8千万円未満 3,000万円

前年の
年　間
経　費

資 金 管 理 団 体

政党･政治資金団体 制限なし
750万円～
　　　1億円

資 金 管 理 団 体

公 職 の 候 補 者 等 寄附することはできない

構成員制限なし政党･政治資金団体

総枠制限の内容
備考

総 枠 制 限
（ 総 金 額 ・
の 限 度 額 )

個 別 制 限
(同一の者への
寄 附 限 度 額 )

寄 附 者 受 領 者

公 職 の 候 補 者 

公 職 の 候 補 者 

公 職 の 候 補 者 

公 職 の 候 補 者 
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政党その他の政治団体への寄附について 

 個人及び会社、労働組合又は職員団体、その他の団体（以下企業・労働組合等という）

は各年中においてそれぞれ下図に掲げる額を超えて、政党、政治資金団体、資金管理団体

及びその他の政治団体に対して寄附をすることができません。 

※「政党」とは、次のいずれかに当てはまる政治団体をいいます。 
   ① 国会議員を５人以上有するもの 
   ② 前回の衆議院議員総選挙、前回又は前々回の参議院議員通常選挙のいずれかの全国を 

通じた得票率が２％以上であるもの 

 ※「政治資金団体」とは、政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、政党の指定を

受け総務大臣にその旨の届出がされているものをいいます。１政党につき１団体に限られます。 

 ※「資金管理団体」とは、公職の候補者がその者のために政治資金の拠出を受けるべき団体とし

て、その者が代表者である政治団体のうちから指定した団体（1 団体に限る。）をいいます。

なお、資金管理団体の指定については、その活動区域に応じて都道府県選挙管理委員会又は総

務大臣に届け出ることとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ枠
(政党・政治資金団体

(政党・政治資金団体 総枠の制限内で 政　　　　党 総枠の制限内で に対する寄附の総枠）

に対する寄附の総枠）個別制限なし ＊政治資金団体 個別制限なし 資本金・構成員の数
＊政治資金団体への寄附は原則として口座振込 等に応じ

年間2,000万円以内  年間750万円以内

（政治家が指定） 　　～1億円以内 

 年間 資金管理団体

 150万円以内 （１団体に限る）

(その他の政治団体・  年間

政治家に対する寄附  150万円以内

の総枠）

年間1,000万円以内  年間

 150万円以内

※　個人は、政党・政治団体に対しては、総枠制限（Ａ枠）の範囲内で寄附をすることができます。また、その他
　の政治団体に対しては、総枠制限（Ｂ枠）の範囲内で1団体に対し年間150万円以内（個別制限）において、寄附
　をすることができます。

※　企業・労働組合等の団体（政治団体を除く。）は、政党・政治資金団体に対しては総枠制限（Ａ枠）の範囲内
　で寄附をすることができ、これ以外の者に対しては寄附は一切禁止されます。

※　政治団体（政党・政治資金団体を除く）は、他の政治団体（政党・政治資金団体を除く）に対して、年間合計

　５千万円を超えて寄附することはできません。

　　政治団体（政党・政治資金団体を除く）から政党・政治資金団体に対してする寄附又は政党・政治資金団体か

　ら他の政治団体に対してする寄附は、制限されません。

※　政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする寄附は、千円以下の寄附又は不動産による寄附を除き、口

　座振込・振替により行わなければなりません。

企
業
・
労
働
組
合
等

個
　
　
　
　
　
　
　
人

Ｂ枠

Ａ枠

政 治 団 体

政 治 団 体

年間5,000万円以内

年間5,000万円以内

寄
附
は
一
切
禁
止

公職の候補者に対す

る寄附の総枠） 

（公職の候補者が指定） 
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【前頁の図の例外】 
※ 資金管理団体の届出をした公職の候補者が政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部又

は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるために当該資金管理団体にする寄附（特定寄

附）については、前頁の図の総枠制限（B 枠）及び年間 150 万円以内（個別制限）の適用はありません。 
※ 資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附については、前頁の図の

総枠制限（B 枠）の適用はありますが、年間 150 万円以内（個別制限）の適用はありません。 
※ 遺贈による寄附については、前頁の図の総枠制限（B 枠）及び年間 150 万円以内（個別制限）の適用は

ありません。 

 

公職の候補者への寄附について 

 個人、政党、その他の政治団体は、各年中においてそれぞれ下図に掲げる額を超えて、

公職の候補者に対して寄附をすることができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 

政治資金規正法第２１条の２   
第１項 何人も、公職の候補者の政治活動（選挙運動を除く。）に関して寄附（金銭等によるものに限

るものとし、政治団体に対するものを除く。）をしてはならない。  
第２項 前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない。 

 

 

 

Ａ枠
(政党・政治資金団体

に対する寄附の総枠）

年間2,000万円以内

 年間

Ｂ枠  150万円以内

(その他の政治団体・

政治家に対する寄附

の総枠）

年間1,000万円以内

※　「金銭等」とは、選挙運動に関するものを除き金銭及び有価証券による寄附は禁止されます。

※　上図の総枠制限（Ｂ枠）については、その他の政治団体への寄附との合算により、適用されます。

政　治　家

政　　党

政 治 団 体

個
　
　
　
　
　
　
　
人

企
業
・
労
働
組
合
等

金銭等
物品等

物品等〔金銭等〕

物品等〔金銭等〕

公職の候補者に対する

寄附の総枠） 

公職の候補者 
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政治団体（政党支部及びその他の政治団体）の届出書類等一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

必　要　書　類
書類作成に必要な印

（書類の訂正を含む。）

設立届
（異動･
解散届）

規約

国会議員関
係政治団体
に該当する
旨の通知

被推薦書
支部

証明書

政党の
状況に

関する届

資金管理
団体指定
（異動・
取消）届
・宣誓書

代表者
の印

会計
責任者
の印

政党本部
の代表者

の印

政党支部 ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他の
政治団体 ○ ○ 注１ 注２ 注３ ○

政党支部 ○ 注４ 注７ 注８ 注４ ○ 注７

その他の
政治団体 ○ 注４ 注５ 注６ 注９ ○

政党支部 ○ ○ ○

その他の
政治団体 ○ 注１０ ○ ○

注１　 国会議員を被後援者とする場合、原則として必要。

注２　 都道府県議会議員・知事、政令指定都市の議員及び政令指定都市の市長（現職・候補者）を被後援者とする場合、

　　　原則として必要。

注３　 資金管理団体の指定をする場合のみ必要。

注４ 　規約内容に変更がある場合（会の名称変更等）必要。

注５ 　国会議員関係政治団体に該当することとなった場合、該当しなくなった場合（該当しなくなった旨の通知）必要。

注６　 都道府県議会議員・知事、政令指定都市の議員及び政令指定都市の市長（現職・候補者）を被後援者とすること

　　　となった場合、原則として必要。

注７ 　団体の名称、事務所所在地、活動地域についての異動の場合は必要。

注８　 政党の状況に関する届の内容に変更がある場合（政党本部の名称・主たる事務所の所在地・主たる活動区域等）必要。

注９　 公職の種類、団体の名称、事務所所在地、代表者氏名（改姓・名）についての異動の場合は必要。

注１０ 資金管理団体の指定をしている場合は必要。（指定の取消を行う場合も必要）

届出項目 団体区分

設立

異動

解散
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千葉県 
選挙管理委員会 

〒260-8667 千葉市中央区市場町 1-1  Tel 043-223-2142 
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